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４．項目コード付与基準 

４．１ 固定部入力指示 

４．２ 通常申請書の可変部入力指示 

４．２．１ 様式：本権にかかる移転申請書【一般承継】（移転コード：Ｘ３１１１、）  

４．２．２ 様式：本権にかかる持分移転申請書【一般承継】（移転コード：Ｘ３１１５、） 

４．２．３ 様式：本権にかかる移転申請書【一般承継以外】（移転コード：Ｘ３１１３、Ｘ３１１４）  

４．２．４ 様式：本権にかかる持分移転申請書【一般承継以外】（移転コード：Ｘ３１１７Ｘ３１１８）  

４．２．５ 様式：専用実施権（使用権）に関する移転登録申請書【一般承継】（移転コード：Ｘ４２１１、）  

４．２．６ 様式：専用実施権（使用権）に関する持分移転登録申請書【一般承継】（移転コード：Ｘ４２１５、） 

４．２．７ 様式：専用実施権（使用権）に関する移転登録申請書【一般承継以外】（移転コード：Ｘ４２１３、Ｘ４２１４）  

４．２．８ 様式：専用実施権（使用権）に関する持分移転登録申請書【一般承継以外】（移転コード：Ｘ４２１７、Ｘ４２１８） 

４．２．９ 様式：通常実施権（使用権）に関する移転登録申請書【一般承継】（移転コード：Ｘ５２１１、） 

４．２．１０ 様式：通常実施権（使用権）に関する持分移転登録申請書【一般承継】（移転コード：Ｘ５２１５、）  

４．２．１１ 様式：通常実施権（使用権）に関する移転登録申請書【一般承継以外】（移転コード：Ｘ５２１３、Ｘ５２１４） 

４．２．１２ 様式：通常実施権（使用権）に関する持分移転登録申請書【一般承継以外】（移転コード：Ｘ５２１７、Ｘ５２１８） 

４．２．１３ 様式：質権（根質権）に関する移転登録申請書【一般承継】 

（移転コード：Ｘ６３１１、Ｘ４３１１、Ｘ５３１１，Ｘ６３４１、Ｘ４３４１，Ｘ５３４１） 

４．２．１４ 様式：質権（根質権）の持分に関する移転登録申請書【一般承継】 

（移転コード：Ｘ６３１５、Ｘ４３１５、Ｘ５３１５，Ｘ６３４５、Ｘ４３４５，Ｘ５３４５） 

４．２．１５ 様式：質権（根質権）に関する移転登録申請書【一般承継以外】 

（移転コード：Ｘ６３１３、Ｘ４３１３、Ｘ５３１３，Ｘ６３４３、Ｘ４３４３，Ｘ５３４３） 

４．２．１６ 様式：質権（根質権）の持分に関する移転登録申請書【一般承継以外】 

（移転コード：Ｘ６３１７、Ｘ４３１７、Ｘ５３１７，Ｘ６３４７、Ｘ４３４７，Ｘ５３４７） 

４．２．１７ 様式：質権（根質権）に関する一部移転登録申請書【一般承継以外】 

（移転コード：Ｘ６３１４、Ｘ４３１４、Ｘ５３１４，Ｘ６３４４、Ｘ４３４４，Ｘ５３４４） 
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４．２．１８ 様式：質権（根質権）の持分に関する一部移転登録申請書【一般承継以外】 

（移転コード：Ｘ６３１８、Ｘ４３１８、Ｘ５３１８，Ｘ６３４８、Ｘ４３４８，Ｘ５３４８） 

４．２．１９ 削除：平成１９年９月の信託法の改正による削除（移転コード：Ｘ３１３１） 

４．２．２０ 削除：平成１９年９月の信託法の改正による削除（移転コード：Ｘ４２３１） 

４．２．２１ 削除：平成１９年９月の信託法の改正による削除（移転コード：Ｘ５２３１） 

４．２．２２ 削除：平成１９年９月の信託法の改正による削除 

（移転コード：Ｘ６３３１、Ｘ４３３１、Ｘ５３３１，Ｘ６３３４、Ｘ４３３４，Ｘ５３３４） 

４．２．２３ 削除：平成１９年９月の信託法の改正による削除（移転コード：Ｘ３１３２） 

４．２．２４ 削除：平成１９年９月の信託法の改正による削除（移転コード：Ｘ４２３２） 

４．２．２５ 削除：平成１９年９月の信託法の改正による削除（移転コード：Ｘ５２３２） 

４．２．２６ 削除：平成１９年９月の信託法の改正による削除 

（移転コード：Ｘ６３３２、Ｘ４３３２、Ｘ５３３２，Ｘ６３３５、Ｘ４３３５，Ｘ５３３５） 

４．２．２７ 様式：商標分割移転登録申請書（移転コード：４１Ｔ０１） 

４．２．２８ 様式：商標分割登録申請書（移転コード：４１Ｔ０２） 

４．２．２９ 様式：専用実施権（使用権）にかかる設定登録申請書（移転コード：Ｘ４２０１） 

４．２．３０ 様式：通常実施権（使用権）にかかる設定登録申請書（移転コード：Ｘ５２０１） 

４．２．３１ 様式：本権にかかる質権設定登録申請書（移転コード：Ｘ６３０３） 

４．２．３２ 様式：専用（通常）実施（使用）権にかかる質権設定登録申請書（移転コード：Ｘ４３０３、Ｘ５３０３） 

４．２．３３ 様式：本権にかかる根質権設定登録申請書（移転コード：Ｘ６３０４） 

４．２．３４ 様式：専用（通常）実施（使用）権にかかる根質権設定登録申請書（移転コード：Ｘ４３０４、Ｘ５３０４） 

４．２．３５ 削除：平成１９年９月の信託法の改正による削除（移転コード：Ｘ４２３０） 

４．２．３６ 削除：平成１９年９月の信託法の改正による削除（移転コード：Ｘ５２３０）  

４．２．３７ 削除：平成１９年９月の信託法の改正による削除（移転コード：Ｘ６３３０）  

４．２．３８ 削除：平成１９年９月の信託法の改正による削除（移転コード：Ｘ４３３０、Ｘ５３３０） 

４．２．３９ 削除：平成１９年９月の信託法の改正による削除（移転コード：Ｘ６３３３） 
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４．２．４０ 削除：平成１９年９月の信託法の改正による削除（移転コード：Ｘ４３３３、Ｘ５３３３） 

４．２．４１ 様式：専用実施権（使用権）にかかる変更登録申請書（移転コード：Ｘ４２２１）  

４．２．４２ 様式：通常実施権（使用権）にかかる変更登録申請書（移転コード：Ｘ５２２１）  

４．２．４３ 様式：質権にかかる変更登録申請書（移転コード：Ｘ６３２１、Ｘ４３２１、Ｘ５３２１） 

４．２．４４ 様式：根質権にかかる変更登録申請書（移転コード：Ｘ６３５０、Ｘ４３５０、Ｘ５３５０） 

４．２．４５ 様式：商標権変更登録申請書（移転コード：４１Ｌ８８） 

４．２．４６ 様式：放棄による本権の抹消登録申請書（移転コード：Ｘ１８０１）  

４．２．４７ 様式：契約解除による仮登録抹消登録申請書（移転コード：Ｘ３８０３） 

４．２．４８ 様式：契約解除による専用（通常）実施（使用）権の抹消登録申請書（移転コード：Ｘ４８０３、Ｘ５８０３）

様式：契約解除による質権（根質権）の抹消登録申請書（移転コード：Ｘ６８０３） 

４．２．４９ 様式：放棄による仮登録抹消登録申請書（移転コード：Ｘ３８０５） 

４．２．５０ 様式：放棄による専用（通常）実施（使用）権の抹消登録申請書（移転コード：Ｘ４８０５、Ｘ５８０５）

様式：放棄による質権（根質権）の抹消登録申請書（移転コード：Ｘ６８０５） 

４．２．５１ 様式：防護標章権の抹消登録申請書（移転コード：４２８０５）  

４．２．５２ 様式：特許（実用新案）権の一部抹消登録申請書（移転コード：Ｘ１８０２） 

４．２．５３ 様式：商標権の一部抹消登録申請書（移転コード：４１８０２）  

４．２．５４ 様式：意匠権の一部抹消登録申請書（移転コード：３２８０２）  

４．２．５５ 様式：防護標章権の一部抹消登録申請書（移転コード：４２８０２）  

４．２．５６ 様式：辞任による管理人抹消登録申請書（移転コード：Ｘ７４２１）  

４．２．５７ 様式：解任による管理人抹消登録申請書（移転コード：Ｘ７４２２）  

４．２．５８ 様式：登録名義人の表示変更（更正）登録申請書【住所（免許税あり）】 

変更（移転コード：Ｘ３５３１、Ｘ４５３１、Ｘ５５３１，Ｘ６５３１、Ｘ７５３１）

更正（移転コード：Ｘ３６３１、Ｘ４６３１、Ｘ５６３１，Ｘ６６３１、Ｘ７６３１） 

４．２．５９ 様式：登録名義人の表示変更（更正）登録申請書【住所（免許税なし）】 

変更（移転コード：Ｘ３５３２、Ｘ４５３２、Ｘ５５３２，Ｘ６５３２、Ｘ７５３２） 
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変更（移転コード：Ｘ３６３２、Ｘ４６３２、Ｘ５６３２，Ｘ６６３２、Ｘ７６３２） 

４．２．６０ 様式：登録名義人の表示変更（更正）登録申請書【氏名（名称）】 

変更（移転コード：Ｘ３５３３、Ｘ４５３３、Ｘ５５３３，Ｘ６５３３、Ｘ７５３３）

変更（移転コード：Ｘ３６３３、Ｘ４６３３、Ｘ５６３３，Ｘ６６３３、Ｘ７６３３） 

４．２．６１ 様式：登録名義人の表示変更（更正）登録申請書【国籍・地域】 

変更（移転コード：Ｘ３５３４、Ｘ４５３４、Ｘ５５３４，Ｘ６５３４、Ｘ７５３４）

変更（移転コード：Ｘ３６３４、Ｘ４６３４、Ｘ５６３４，Ｘ６６３４、Ｘ７６３４） 

４．２．６２ 様式：本権にかかる一部移転申請書【一般承継】（移転コード：Ｘ３１２１）  

４．２．６３ 様式：本権にかかる持分一部移転申請書【一般承継】（移転コード：Ｘ３１２２） 

４．２．６４ 様式：専用実施権（使用権）に関する一部移転登録申請書【一般承継】（移転コード：Ｘ４２２５）  

４．２．６５ 様式：専用実施権（使用権）に関する持分一部移転登録申請書【一般承継】（移転コード：Ｘ４２２６） 

４．２．６６ 様式：通常実施権（使用権）に関する一部移転登録申請書【一般承継】（移転コード：Ｘ５２２５）  

４．２．６７ 様式：通常実施権（使用権）に関する持分一部移転登録申請書【一般承継】（移転コード：Ｘ５２２６） 

４．２．６８ 様式：質権（根質権）に関する一部移転登録申請書【一般承継】 

（移転コード：Ｘ６３２５、Ｘ４３２５、Ｘ５３２５，Ｘ６３２７、Ｘ４３２７，Ｘ５３２７） 

４．２．６９ 様式：質権（根質権）の持分に関する一部移転登録申請書【一般承継】 

（移転コード：Ｘ６３２６、Ｘ４３２６、Ｘ５３２６，Ｘ６３２８、Ｘ４３２８，Ｘ５３２８） 

４．２．７０ 様式：本権の共有の特約等の事項の変更登録申請書（移転コード：Ｘ３１４１） 

４．２．７１ 様式：信託にかかる本権の移転登録申請書（移転コード：Ｘ３１３３）  

４．２．７２ 様式：信託にかかる本権の持分移転登録申請書（移転コード：Ｘ３１３４） 

４．２．７３ 様式：信託にかかる本権の変更登録申請書（移転コード：Ｘ３１３５）  

４．２．７４ 様式：信託にかかる本権の一部変更登録申請書（移転コード：Ｘ３１３６） 

４．２．７５ 様式：信託にかかる本権の持分変更登録申請書（移転コード：Ｘ３１３７） 

４．２．７６ 様式：信託にかかる専用実施権（使用権）の設定登録申請書（移転コード：Ｘ４２３３） 

４．２．７７ 様式：信託にかかる専用実施権（使用権）の移転登録申請書（移転コード：Ｘ４２３４） 
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４．２．７８ 様式：信託にかかる専用実施権（使用権）の持分移転登録申請書（移転コード：Ｘ４２３５）  

４．２．７９ 様式：信託にかかる専用実施権（使用権）の変更登録申請書（移転コード：Ｘ４２３６）  

４．２．８０ 様式：信託にかかる専用実施権（使用権）の一部変更登録申請書（移転コード：Ｘ４２３７）  

４．２．８１ 様式：信託にかかる専用実施権（使用権）の持分変更登録申請書（移転コード：Ｘ４２３８）  

４．２．８２ 様式：信託にかかる専用実施権（使用権）の抹消登録申請書（移転コード：Ｘ４２４０）  

４．２．８３ 様式：信託にかかる通常実施権（使用権）の設定登録申請書（移転コード：Ｘ５２３３）  

４．２．８４ 様式：信託にかかる通常実施権（使用権）の移転登録申請書（移転コード：Ｘ５２３４）  

４．２．８５ 様式：信託にかかる通常実施権（使用権）の持分移転登録申請書（移転コード：Ｘ５２３５）  

４．２．８６ 様式：信託にかかる通常実施権（使用権）の変更登録申請書（移転コード：Ｘ５２３６）  

４．２．８７ 様式：信託にかかる通常実施権（使用権）の一部変更登録申請書（移転コード：Ｘ５２３７）  

４．２．８８ 様式：信託にかかる通常実施権（使用権）の持分変更登録申請書（移転コード：Ｘ５２３８）  

４．２．８９ 様式：信託にかかる通常実施権（使用権）の抹消登録申請書（移転コード：Ｘ５２４０）  

４．２．９０ 様式：信託にかかる質権の設定登録申請書（移転コード：Ｘ６３３６，Ｘ４３３６，Ｘ５３３６） 

様式：信託にかかる質権の変更登録申請書（移転コード：Ｘ６３３６，Ｘ４３３６，Ｘ５３３６） 

様式：信託にかかる質権の一部変更登録申請書（移転コード：Ｘ６３３６，Ｘ４３３６，Ｘ５３３６）

様式：信託にかかる質権の持分変更登録申請書（移転コード：Ｘ６３３６，Ｘ４３３６，Ｘ５３３６） 

４．２．９１ 様式：信託にかかる根質権の設定登録申請書（移転コード：Ｘ６３５４，Ｘ４３５４，Ｘ５３５４）

様式：信託にかかる根質権の変更登録申請書（移転コード：Ｘ６３５４，Ｘ４３５４，Ｘ５３５４） 

様式：信託にかかる根質権の一部変更登録申請書（移転コード：Ｘ６３５４，Ｘ４３５４，Ｘ５３５４）

様式：信託にかかる根質権の持分変更登録申請書（移転コード：Ｘ６３５４，Ｘ４３５４，Ｘ５３５４） 

４．２．９２ 様式：信託にかかる質権の移転登録申請書（移転コード：Ｘ６３３７，Ｘ４３３７，Ｘ５３３７） 

様式：信託にかかる根質権の移転登録申請書（移転コード：Ｘ６３５５，Ｘ４３５５，Ｘ５３５５） 

４．２．９３ 様式：信託にかかる質権の持分移転登録申請書（移転コード：Ｘ６３３８，Ｘ４３３８，Ｘ５３３８） 

様式：信託にかかる根質権の持分移転登録申請書（移転コード：Ｘ６３５６，Ｘ４３５６，Ｘ５３５６） 

４．２．９４ 様式：信託にかかる質権の抹消登録申請書（移転コード：Ｘ６３５３，Ｘ４３５３，Ｘ５３５３） 
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様式：信託にかかる根質権の抹消登録申請書（移転コード：Ｘ６３６１，Ｘ４３６１，Ｘ５３６１） 

４．２．９５ 様式：信託の登録申請書（移転コード：Ｘ３Ｚ０２，Ｘ４Ｚ０２，Ｘ５Ｚ０２，Ｘ６Ｚ０２）  

４．２．９６ 様式：信託の抹消登録申請書（移転コード：Ｘ３Ｚ０３，Ｘ４Ｚ０３，Ｘ５Ｚ０３，Ｘ６Ｚ０３） 

 

４．３ 特殊申請書の可変部入力指示 

４．３．Ａ 様式：特許（実用新案）権の一部抹消仮登録申請書（移転コード：Ｘ１Ｇ９９） 

４．３．Ｂ 様式：商標権の一部抹消仮登録申請書（移転コード：４１Ｇ９９） 

４．３．Ｃ 様式：意匠権の一部抹消仮登録申請書（移転コード：３２Ｇ９９）  

４．３．Ｄ 様式：防護標章権の一部抹消仮登録申請書（移転コード：４２Ｇ９９） 

４．３．１ 様式：本権にかかる仮登録申請書（移転コード：Ｘ３Ｇ９９）  

４．３．２ 様式：専用実施権（使用権）の仮登録申請書（移転コード：Ｘ４Ｇ９９） 

４．３．３ 様式：通常実施権（使用権）の仮登録申請書（移転コード：Ｘ５Ｇ９９） 

４．３．４ 様式：質権の仮登録申請書（移転コード：Ｘ６Ｇ９９、Ｘ４Ｇ９９、Ｘ５Ｇ９９） 

４．３．５ 様式：嘱託書【処分の制限】（移転コード：ＸＸＦ９９） 

４．３．６ 様式：嘱託書【本権類似意匠登録又は防護標章に係る予告登録（訴提起）】 

（移転コード：Ｘ１Ｈ９９、３２Ｈ９９，４２Ｈ９９） 

４．３．７  様式：嘱託書【本権に係る予告登録（訴提起）】（移転コード：Ｘ３Ｈ９９） 

４．３．８ 様式：嘱託書【専用実施権（使用権）に係る予告登録（訴提起）】（移転コード：Ｘ４Ｈ９９）  

４．３．９ 様式：嘱託書【通常実施権（使用権）に係る予告登録（訴提起）】（移転コード：Ｘ５Ｈ９９）  

４．３．１０ 様式：嘱託書【質権（根質権）に係る予告登録（訴提起）】 

（移転コード：Ｘ６Ｈ９９、Ｘ４Ｈ９９，Ｘ５Ｈ９９）  

４．３．１１ 様式：嘱託書【会社更生法のかかる登録】（移転コード：ＸＸＪ９９） 

４．３．１２ 様式：嘱託書【破産終結（宣言）決定】（移転コード：ＸＸＫ９９） 

４．３．１３ 様式：嘱託書【和議開始等の登録】（移転コード：ＸＸＬ９９）  

４．３．１４ 様式：嘱託書【通常移転申請書扱いの登録】 
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４．３．１５ 様式：嘱託書【仮登録移転申請書扱いの登録】（移転コード：ＸＸＧ９９）  

４．３．１６ 様式：通知書【工場（鉱業）抵当法にかかる登録】（移転コード：ＸＸＩ９９） 

４．３．１７ 様式：通知書【通常移転申請書扱いの登録】 

４．４ 通常申請書（国際商標）の可変部入力指示 

４．４．１ 様式：専用使用権にかかる移転登録申請書【一般承継】（移転コード：６４２１１）  

４．４．２ 様式：専用使用権にかかる移転登録申請書【一般承継以外】（移転コード：６４２１３） 

４．４．３ 様式：本権にかかる信託登録申請書 （移転コード：６３１３１） 

４．４．４ 様式：専用使用権にかかる設定登録申請書  （移転コード：６４２０１）  

４．４．５ 様式：本権にかかる質権設定登録申請書 （移転コード：６６３０３）  

４．４．６ 様式：通常使用権にかかる変更登録申請書（移転コード：６５２２１）  

４．４．７ 様式：契約解除による専用使用権の抹消登録申請書（移転コード：６４８０３） 

様式：契約解除による質権（根質権）の抹消登録申請書（移転コード：６６８０３） 

４．４．８ 様式：放棄による専用使用権の抹消登録申請書（移転コード：６４８０５） 

様式：放棄による質権（根質権）の抹消登録申請書（移転コード：６６８０５） 

４．４．９ 様式：専用使用権者の表示変更登録申請書（移転コード：６４５３３） 

４．５ 特殊申請書（国際商標）の可変部入力指示 

４．５．１ 様式：嘱託書【処分の制限】（移転コード：６ＸＦ９９） 

 

５．原簿更正記事抽出基準 

５．１ 置換処理 

５．２ 氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様書 

 

６．原簿更正記事情報作成基準 

６．１ 原簿更正記事情報作成基準 

６．２ データの基本構成 
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６．２．１ 通常移転申請書の申請書納品データの形式  

６．２．２ 特殊移転申請書の申請書納品データの形式  

６．２．３  項目別原簿更正記事情報作成要領 

６．３ 併合申請書における注意事項  

６．４ 原簿構成記事情報作成用申請書見本 

６．５ データチェック基準 

６．５．１ 申請書受入ファイル固定部データチェック 

６．５．２ 通常申請時の可変部データチェック  

６．５．３ 特殊申請時の可変部データチェック 

６．６ 早期受付情報データ 

６．７ 移転送付先情報データ 

６．８ 手続補正書データ 

 

７．移転申請書（職権訂正データ） 

７．１ データの基本構成  

７．２ データの作成方法  

７．３ 記録形式 

７．４ ファイル構造仕様 

 

付録１：データ件数リスト例

付録２：付箋リスト例 

付録３：置換処理報告書例 

付録４：特殊申請 申請人判定表 

付録５：国籍・地域コード一覧表、外字コード一覧表 

付録６：特殊申請の「目的タイトル」（アイテムＩＤ：０３７）及び「記事（タイトルなし）」（アイテムＩＤ：０４４）付与基準 
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付録７：ファイルデータ構造仕様

付録８：その他 
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１．概要 

 

１．１ 主旨 

移転コード付与及び原簿更正記事情報抽出基準書は、特許庁ペーパーレス対応の登録システムにおける、移転業務にて扱う移転申請書の移転コード

付与及び原簿更正記事情報の抽出、作成規則を規定する仕様書である。 
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１．２ 移転コード付与及び原簿更正記事情報抽出基準書の構成 

移転コード付与及び原簿更正記事情報抽出基準書の構成を表１－１に示す。

表１－１ 移転コード付与及び原簿更正記事情報抽出基準書の構成 

項番 構成項目 内容 

１ 概要 以下の項目を定義する。              

１．本移転コード付与及び原簿更正記事情報抽出基準書の主旨 

２．本移転コード付与及び原簿更正記事情報抽出基準書の構成 

３．発注と納品 

４．データの保管     

５．各種帳票・リストの作成 

６．秘密の保持      

７．コード表等の管理情報の貸与 

２ 作業処理フロー及び作業概要 作業処理フロー及び作業概要を示す。 

３ 移転コード付与基準 以下の項目を定義する。 

１．移転申請書の構成 

２．移転コードの付与 
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４ 項目コード付与基準 以下の項目を定義する。 

１．固定部の指示 

２ 通常申請書の指示 

通常申請書毎の、様式単位に下記の３セットを繰り返し定義する。 

（１）電子化レイアウト 

（２）入力指示 

（３）申請書レイアウト 

３ 特殊申請書の指示 

特殊申請書毎の、様式単位に下記の３セットを繰り返し定義する。 

（１）電子化レイアウト 

（２）入力指示 

（３）申請書レイアウト 

４ 通常申請書（国際商標）の指示 

通常申請書（国際商標）毎の、様式単位に下記の３セットを繰り返し定義する。 

（１）電子化レイアウト 

（２）入力指示 

（３）申請書レイアウト 

５ 特殊申請書（国際商標）の指示 

特殊申請書（国際商標）毎の、様式単位に下記の３セットを繰り返し定義する。 

（１）電子化レイアウト 

（２）入力指示 

（３）申請書レイアウト 
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５ 原簿更正記事情報抽出基準 以下の項目を定義する。          

１．置き換え処理について         

２．氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様 

６ 原簿更正記事情報作成基準 以下の項目を定義する。 

１ 原簿更正記事情報作成処理全体に関する事項 

２ データの基本構成 

２．１ 通常移転申請書の申請書受入データの形式 

２．２ 特殊移転申請書の申請書受入データの形式 

２．３  項目別原簿更正記事情報作成要領 

３  併合申請書における注意事項 

４ 原簿構成記事情報作成用申請書見本 

５  データチェック基準 

５．１ 申請書受入ファイル固定部データチェック 

５．２ 通常申請時の可変部データチェック ５．

３ 特殊申請時の可変部データチェック 

６ 早期受付情報データ 

７ 移転送付先情報データ 

８ 手続補正書データ 

７ 移転申請書（職権訂正データ） 以下の項目を定義する。 
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  ７．移転申請書（職権訂正データ） 

７．１ データの基本構成 ７．

２ データの作成方法 ７．

３ 記録形式 

７．４ ファイル構造仕様 

８ 付録 付録１：データ件数リスト例

付録２：付箋リスト例 

付録３：置換処理報告書例 

付録４：特殊申請 申請人判定表 

付録５：国籍・地域コード一覧表、外字コード一覧表 

付録６：特殊申請の「目的タイトル」（アイテムＩＤ：０３７）及び「記事（タイトルなし）」 

（アイテムＩＤ：０４４）付与基準 

付録７：ファイルデータ構造仕様（移転受付登録番号一覧ファイル、移転申請書受入ファイ

ル、移転送付先情報データファイル、手続補正書データファイル） 

付録８：その他（立入検査の実地等） 
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１．３ 発注と納品及び早期受付情報の提供について 

 発 注  納 品 
１ 場所 審査業務課登録室 １ 場所 同左 

２ 発注物件 （１） 移転申請書送付表 

（２） 移転依頼書・移転送付票 

（３）発注書類 

a 日付相違 

b パンチ漏れ 

c 再パンチ 

d 移転申請書副本 

e 手続補正書副本 

（４）発注ファイル 

２ 提出・納入物件 （１） 移転申請書データ、手続補正書データ、 

移転送付先情報データ、移転申請書（職権訂

正）データ 

（２）早期受付情報データ 

（３）移転データ納品リスト 

ａ 移転データ案件リスト 

ｂ 移転データ合計件数リスト 

ｃ 移転データ合計文字数リスト 

（４）置換処理報告書 

（５）付箋リスト 

（６）移転データチェックリスト 

（７）納品報告書（１ヶ月分）、 

（８）機密情報借用書（受領書）

機密情報返却・廃棄報告書 

（９）完了報告書 

（１０）納品書 

３ 発注日 毎日※（４）発注ファイルは対象案件が発生したとき

のみ。 

３ 納品日 毎日 

※移転申請書（職権訂正）データは発注が発生した場

合のみ。 
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１．４ 各種帳票・リストの作成 

提出用帳票・リスト及び件数データの作成については付録例を参考に、受託業者の責任において作成する。

なお、電子計算機処理が必要なリスト出力用プログラムについても受託業者の責任において作成する。 

（１）データ件数リスト 

納品データをインプットとして付録例のように庁の指定する項目についてデータ件数リストを作成する。 

（２）置換処理報告書 

置換処理を行ったデータについて、置換処理報告書に原票文字および置換文字（平仮名）を記入し、受付日、受付番号順に作成

する。なお、置換処理を行う前にあらかじめ特許庁に問い合わせること。 

（３）付箋リスト 

本仕様書に基づいて電子化する際、原票に不鮮明、欠落の箇所があったり、判断しにくい内容があった場合、電子化内容を記した

付箋リストを受付日、受付番号順に作成する。 

 

１．５ 秘密の保持 

（１）本仕様以外にいかなる場合でも当該書類・データおよび帳票類を使用してはならない。 

（２）当該発注および提出・納品に関する書類・データおよび帳票類はその取り扱いを厳重に注意する。 

 

１．６ コード表等の管理情報の貸与 

（１）国籍・地域コード、移転コード等、本仕様に必要な管理情報の提供を特許庁は行う。 

（２）受託業者は、前記（１）を使用する場合は担当者の指示に従う。 
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以下、上記移転申請書例をもとに移転申請書の構成について解説する。 

３．１．１ 一般記載事項：申請書共通 

①－イ 申請書の表題 

移転申請書の種類（登録の原因、目的）を示す、移転申請書のタイトル。 

①－ロ 申請年月日 

移転申請書を提出する日付。（任意記載項目。但し、受付差出日の押印有） 

①－ハ 宛先 

「特許庁長官 ××××殿」の形式で記載される。××××は特許庁長官名であるが、記載されない場合もある。 

①－ニ 特許（登録）番号 

移転申請の対象により、以下の項目が記載される。 

 

申請対象 記載項目 

特許権 特許番号 

実用新案権 実用新案登録番号 

意匠権 意匠登録番号 

商標権 商標登録番号 

国際商標 国際登録番号 

 

申請は一申請書につき一件が原則である為、特許（登録）番号（以降、登録番号と称する）の記載は通常一件である。しかし、登録の目

的が同一でかつ、同一法（特許、実用新案、意匠、商標）に対する申請の場合、複数件の移転申請を一申請書で行うことができる。 

これを併合申請と称する。この場合、登録番号は複数件記載される。併合申請の申請書の様式例を以下に示す。 
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様式例① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式例② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔別紙目録の例〕 

 

目 録 

① 特許番号 

② 特許番号 

： 

第×××××××号 

第×××××××号 

： 

特許権移転登録申請書 

平成××年××月××日 

特許庁長官 

１．特許番号 

① 特許番号 

② 特許番号 

××××殿 

第×××××××号 

第×××××××号 

収入印紙 

15000 円 

× 件数 

特許権移転登録申請書 

平成××年××月××日 

特許庁長官 ××××殿 

１．特許番号 

特許番号 第×××××××号外××件 別紙目録の通り 

収入印紙 

15000 円 

× 件数 
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７．申請人（登録権利者） 

住所 ×××××××××××××××××××××××××××

氏名 ××××× 

８．申請人（登録義務者） 

住所 ×××××××××××××××××××××××××××

氏名 ××××× 

①－ホ 登録免許税額 

登録に課される税の金額。ＯＬで提出された移転申請書については、別途送付票が添付されるため、送付票に記載された登録免許税を入

力する。 

 

①－ヘ 申請人の住所（居所）、氏名（名称） 

申請人の住所及び氏名が記載される。申請人が法人の場合は名称に法人名が記載され、代表者が別に記載される。また、申請人が外国人

の場合はその国籍・地域が記載される。申請人本人が申請する場合は申請人の押印が必要であるが代理人により申請を行う場合は不要であ

る。 

移転申請を、登録権利者（権利の譲受人）と登録義務者（権利の譲渡人）が申請人として連名で行うとき、これを双方申請と称する。

双方申請の場合の申請書の様式を以下に示す。 

 

様式例① 双方申請 
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７．申請人（登録権利者） 

住所 ×××××××××××××××××××××××××××

氏名 ××××× 

８．登録義務者 

住所 ×××××××××××××××××××××××××××

氏名 ××××× 

７．登録権利者 

住所 ×××××××××××××××××××××××××××

氏名 ××××× 

８．申請人（登録義務者） 

住所 ×××××××××××××××××××××××××××

氏名 ××××× 

移転申請は、登録の申請が保持し得ることが明らかな場合や、登録の種類によってはその性格上の理由等から、登録権利者あるいは登録

義務者単独による申請が認められる。これを単独申請と称する。単独申請の場合の申請書の様式を以下に示す。 

 

様式例② 登録権利者による単独申請 
 

 

 

様式例③ 登録義務者による単独申請 
 

上記以外にも、申請人の住所、氏名の記述様式は申請の種類によって多数ある。その詳細については５．２「氏名・住所に関する原簿更

正記事情報抽出仕様書」を参照のこと。 
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①－ト 代理人の住所（居所）、氏名（名称） 

代理人により移転申請する場合、代理人の住所及び氏名が記載される。代理人が法人の場合は名称に法人名を記載し、代表者が別に記

載される。また、代理人識別番号の記載（任意記載項目）及び押印も必要である。 

①－チ 添付書面の目録 

当該登録の申請が真正、適法になされていることを証明する為に申請書に添付されている書面の目録。 

①－リ 登録の目的 

申請書には、登録を申請する事項（例えば、特許権の移転にあっては「本特許権の移転」）が記載される。

その他の一般記載事項 

1 権利の表示 

質権、専用実施権、通常実施権、専用使用権、通常使用権等に関する申請の場合、登録原簿の権利の表示の記録事項と同一に記載される。 

 

３．１．２ 個別記載事項 

②－イ 変更に係る表示（更正に係る表示） 

表示変更（更正）登録申請の場合、表示変更（更正）する事項の変更（更正）前後の表示を記載する。 

個別記載事項は、申請書の種類により多数存在する。様式その他の詳細については４．「項目コード付与基準」を参照のこと。 

 

３．１．３ 特許庁受付記載事項 

③－イ 申請書受付印 

移転申請書を特許庁で受領した際に押される印。受付年月日が含まれる。 

③－ロ 受付番号 

受領済の移転申請書を管理する為に付与する一連番号。 
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３．１．４  審査業務課登録室記載事項

イ 信託番号 

信託番号（信託登録原簿登録時に付与される信託登録案件管理番号）が、信託登録申請書に記載される場合がある（必須項目ではない）。

ロ データエントリに関する指示 

① 特殊な項目の場合、記事（項目コード 通常申請：＃４３、＃４４ 特殊申請：Ｕｘｘ）でデータエントリするよう指示する旨が記載さ

れる場合がある。 

② 特殊な案件の場合、移転コードを審査業務課登録室が指定し、その移転コードでデータエントリするよう指示する旨が記載される場合が

ある。 

また、一度データエントリした案件で移転コードが適切でない場合、移転コードを指定し再度データエントリを指示する旨が記載される

場合がある。 

③ 上記以外にも、特殊な案件に対してデータエントリ方法を指示する旨が記載される場合がある。 
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３．２ 移転コードの付与 

 

３．２．１ 移転コードとは 

移転コードとは、電算機処理時に電子化されたデータの移転申請書の種類（性質）を識別するためのコードである。 

 

３．２．２ 移転コードの構成 

 

移転コード 

四法コード 事項欄種別 移転種別 原因コード 

数字 数字 英数字 数字 

１桁 １桁 １桁 ２桁 

図３．２－１ 移転コード構成図 

 

（１）四法コード 

申請書の特許（登録）番号の記載により、判定する。 

 

１：特許 

２：実用新案 

３：意匠 

４：商標 

６：国際商標（マド・プロ） 
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（２）事項欄種別 

申請書の登録の目的対象であるところの「権利」が記載されている登録謄本の事項欄である。申請書の表題、権利の表示および

登録の目的の記載により、判定する。                                   

１：第１表示部：登録番号、出願日、発明の名称、設定登録日等の設定登録時の基本情報を保持する。          

２：第２表示部：意匠の場合、類似意匠登録記事。商標の場合、防護標章登録記事を保持する。 

３：甲区 ：本権の権利者情報を保持する。 

４：乙区 ：専用実施（使用）権及び専用実施（使用）権を目的とする質権の情報を保持する。 

５：丙区 ：通常実施（使用）権及び通常実施（使用）権を目的とする質権の情報を保持する。 

６：丁区 ：本権を目的とする質権の情報を保持する。               

７：管理人記録部：本権、専用実施（使用）権及び通常実施（使用）権の管理人情報を保持する。 

８：追加特許番号記録部あるいは連合商標登録番号記録部 （未使用）          

９：閉鎖登録記録部：本権の抹消、回復にかかる情報を保持する。 

 

（３）移転種別コード 

申請書の登録の目的である。申請書の表題、権利の表示および登録の目的の記載により、判定する。 

１：本権移転 Ｄ：回復 

２：専用実施（使用）権あるいは通常実施（使用）権 Ｆ：処分の制限

の設定、移転 Ｇ：仮登録 

３：質権の設定、移転 Ｈ：予告登録（訴提起） 

４：管理人の辞任、解任 Ｉ：工場抵当 

５：表示変更 Ｊ：会社更生 

６：登録・表示の更正 Ｋ：破産 

Ｌ：団体変更、和議、その他 

８：権利の抹消 Ｍ：裁定 

Ｔ：商標分割 
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（４）原因 

申請書の登録の目的が発生した原因を示す。申請書の表題および登録の目的の記載により判定する。 

 

移転種別毎原因別に‘０１’から‘９９’まで付与する。詳細は３．２．３「移転コード付与条件」を参照のこと。 
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３．２．３ 移転コード付与条件 

 

移転コード付与条件を以下に表記します。 

四法は特許（登録）番号の記載により判定すること。本表では判定省略値を表示（‘ｘ’表示）します。

本表をもってしても、移転コードが不明の場合は、特許庁担当係まで問い合わせること。 

 

表３．２．３－１ 移転登録に関する申請 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領

参照項目 

１ 移転登録申請書 記載なし 本ｘｘ権の移転 ｘ３１１１ 一般承継注１ ４．２．１ 

ｘ３１１３ 特定承継注２ ４．２．３ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 本専用実施（使用）権の移転 ｘ４２１１ 一般承継 ４．２．５ 

ｘ４２１３ 特定承継 ４．２．７ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常

実施（使用）権 

本通常実施（使用）権の移転 ｘ５２１１ 一般承継 ４．２．９ 

ｘ５２１３ 特定承継 ４．２．１１ 

順位第Ｎ番質権 本質権の移転 ｘ６３１１ 一般承継 ４．２．１３ 

ｘ６３１３ 特定承継 ４．２．１５ 

 

注１ 一般承継は、申請人＝「承継人」「相続人」で表現されていることにより判別する。 

注２ 特定承継は、申請人＝「登録権利者」「登録義務者」で表現されていることにより判別する。 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

１

の

続

き 

（但し、代位による（根）質権移

転登録申請書及び（根）質権分割

移転登録申請書は、表４．１－６

に従いコード付与） 

順位第Ｎ番根質権 本根質権の移転 ｘ６３４１ 一般承継 ４．２．１３ 

ｘ６３４３ 特定承継 ４．２．１５ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 

についての順位Ｎ番質権 

本質権の移転 ｘ４３１１ 一般承継 ４．２．１３ 

ｘ４３１３ 特定承継 ４．２．１５ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 

についての順位Ｎ番根質権 

本根質権の移転 ｘ４３４１ 一般承継 ４．２．１３ 

ｘ４３４３ 特定承継 ４．２．１５ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番質権 

本質権の移転 ｘ５３１１ 一般承継 ４．２．１３ 

ｘ５３１３ 特定承継 ４．２．１５ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番根質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番根質権 

本根質権の移転 ｘ５３４１ 一般承継 ４．２．１３ 

ｘ５３４３ 特定承継 ４．２．１５ 

２ 一部移転登録申請書 記載なし 本ｘｘ権の一部移転 ｘ３１２１ 一般承継 ４．２．６２ 

ｘ３１１４ 特定承継 ４．２．３ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

２

の

続

き 

 順位第Ｎ番専用実施（使用）権 本専用実施（使用）権の一部移転 ｘ４２２５ 一般承継 ４．２．６４ 

ｘ４２１４ 特定承継 ４．２．７ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権 

本通常実施（使用）権の一部移転 ｘ５２２５ 一般承継 ４．２．６６ 

ｘ５２１４ 特定承継 ４．２．１１ 

順位第Ｎ番質権 本質権の一部移転 ｘ６３２５ 一般承継 ４．２．６８ 

ｘ６３１４ 特定承継 ４．２．１７ 

順位第Ｎ番根質権 本根質権の一部移転 ｘ６３２７ 一般承継 ４．２．６８ 

ｘ４３４４ 特定承継 ４．２．１７ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 

についての順位Ｎ番質権 

本質権の一部移転 ｘ４３２５ 一般承継 ４．２．６８ 

ｘ４３１４ 特定承継 ４．２．１７ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権

についての順位Ｎ番根質権 

本根質権の一部移転 ｘ４３２７ 一般承継 ４．２．６８ 

ｘ４３４４ 特定承継 ４．２．１７ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）権に

ついての順位Ｎ番質権     

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

ついての順位第Ｎ番通常実施（使用）

権に対する順位Ｎ番質権Ｎ番質権 

本質権の一部移転 ｘ５３２５ 一般承継 ４．２．６８ 

ｘ５３１４ 特定承継 ４．２．１７ 



参考資料２ 

14 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

２

の

続

き 

 １．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番根質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番根質権 

本根質権の一部移転 ｘ５３２７ 一般承継 ４．２．６８ 

ｘ５３４４ 特定承継 ４．２．１７ 

３ 持分移転登録申請書 記載なし 本ｘｘ権中のｘｘの持分移転 ｘ３１１５ 一般承継 ４．２．２ 

ｘ３１１７ 特定承継 ４．２．４ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 本専用実施（使用）権中のｘｘの 

持分移転 

ｘ４２１５ 一般承継 ４．２．６ 

ｘ４２１７ 特定承継 ４．２．８ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常

実施（使用）権 

本通常実施（使用）権中のｘｘの

持分移転 

ｘ５２１５ 一般承継 ４．２．１０ 

ｘ５２１７ 特定承継 ４．２．１２ 

順位第Ｎ番質権 本質権中のｘｘの持分移転 ｘ６３１５ 一般承継 ４．２．１４ 

ｘ６３１７ 特定承継 ４．２．１６ 

順位第Ｎ番根質権 本根質権中のｘｘの持分移転 ｘ６３４５ 一般承継 ４．２．１４ 

ｘ６３４７ 特定承継 ４．２．１６ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 

についての順位Ｎ番質権 

本質権中のｘｘの持分移転 ｘ４３１５ 一般承継 ４．２．１４ 

ｘ４３１７ 特定承継 ４．２．１６ 



参考資料２ 

15 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

３

の

続

き 

 順位第Ｎ番専用実施（使用）権 

についての順位Ｎ番根質権 

本根質権中のｘｘの持分移転 ｘ４３４５ 一般承継 ４．２．１４ 

ｘ４３４７ 特定承継 ４．２．１６ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番質権 

本質権中のｘｘの持分移転 ｘ５３１５ 一般承継 ４．２．１４ 

ｘ５３１７ 特定承継 ４．２．１６ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番根質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番根質権 

本根質権中のｘｘの持分移転 ｘ５３４５ 一般承継 ４．２．１４ 

ｘ５３４７ 特定承継 ４．２．１６ 

４ 持分の一部移転登録申請書 記載なし 本ｘｘ権中のｘｘの持分の一部

移転 

ｘ３１２２ 一般承継 ４．２．６３ 

ｘ３１１８ 特定承継 ４．２．４ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 本専用実施（使用）権中のｘｘの

持分の一部移転 

ｘ４２２６ 一般承継 ４．２．６５ 

ｘ４２１８ 特定承継 ４．２．８ 



参考資料２ 

16 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

４

の

続

き 

 １．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常

実施（使用）権 

本通常実施（使用）権中のｘｘの

持分の一部移転 

ｘ５２２６ 一般承継 ４．２．６７ 

ｘ５２１８ 特定承継 ４．２．１２ 

順位第Ｎ番質権 本質権中のｘｘの持分の一部移転 ｘ６３２６ 一般承継 ４．２．６９ 

ｘ６３１８ 特定承継 ４．２．１８ 

順位第Ｎ番根質権 本根質権中のｘｘの持分の一部

移転 

ｘ６３２８ 一般承継 ４．２．６９ 

ｘ６３４８ 特定承継 ４．２．１８ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権

についての順位Ｎ番質権 

本質権中のｘｘの持分の一部移転 ｘ４３２６ 一般承継 ４．２．６９ 

ｘ４３１８ 特定承継 ４．２．１８ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権

についての順位Ｎ番根質権 

本根質権中のｘｘの持分の一部

移転 

ｘ４３２８ 一般承継 ４．２．６９ 

ｘ４３４８ 特定承継 ４．２．１８ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番質権 

本質権中のｘｘの持分の一部移転 ｘ５３２６ 一般承継 ４．２．６９ 

ｘ５３１８ 特定承継 ４．２．１８ 



参考資料２ 

17 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

４

の

続

き 

 １．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番根質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番根質権 

本根質権中のｘｘの持分の一部移

転 

ｘ５３２８ 一般承継 ４．２．６９ 

ｘ５３４８ 特定承継 ４．２．１８ 

５ 移転及び信託登録申請書 記載なし 本ｘｘ権の移転及び信託の登録 ｘ３１３１  削除 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 本専用実施（使用）権の移転及び信

託の登録 

ｘ４２３１  削除 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常

実施（使用）権 

本通常実施（使用）権の移転及び信

託の登録 

ｘ５２３１  削除 

順位第Ｎ番質権 本質権の移転及び信託の登録 ｘ６３３１  削除 

順位第Ｎ番根質権 本根質権の移転及び信託の登録 ｘ６３３４  削除 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権

についての順位Ｎ番質権 

本質権の移転及び信託の登録 ｘ４３３１  削除 



参考資料２ 

18 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

５

の

続

き 

 順位第Ｎ番専用実施（使用）権

についての順位Ｎ番根質権 

本根質権の移転及び信託の登録 ｘ４３３４  削除 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番質権 

本質権の移転及び信託の登録 ｘ５３３１  削除 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番根質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番根質権 

本根質権の移転及び信託の登録 ｘ５３３４  削除 

６ 移転及び信託抹消登録申請書 記載なし 本ｘｘ権の移転及び信託の登録の 

抹消 

ｘ３１３２  削除 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 本専用実施（使用）権の移転及び

信託の登録の抹消 

ｘ４２３２  削除 



参考資料２ 

19 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

６

の

続

き 

 １．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常

実施（使用）権 

本通常実施（使用）権の移転及び

信託の登録の抹消 

ｘ５２３２  削除 

順位第Ｎ番質権 本質権の移転及び信託の登録の 

抹消 

ｘ６３３２  削除 

順位第Ｎ番根質権 本根質権の移転及び信託の登録の

抹消 

ｘ６３３５  削除 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 

についての順位Ｎ番質権 

本質権の移転及び信託の登録の 

抹消 

ｘ４３３２  削除 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権

についての順位Ｎ番根質権 

本根質権の移転及び信託の登録の

抹消 

ｘ４３３５  削除 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番質権 

本質権の移転及び信託の登録の

抹消 

ｘ５３３２  削除 



参考資料２ 

20 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

６

の

続

き 

 １．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番根質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番根質権 

本根質権の移転及び信託の登録の

抹消 

ｘ５３３５  削除 

７ 商標権分割移転登録申請書 記載なし 本商標権の分割移転 ４１Ｔ０１  ４．２．２７ 

８ 商標権分割登録申請書 記載なし 本商標権の分割 ４１Ｔ０２  ４．２．２８ 



参考資料２ 

21 ３． 移転コード付与－ 

 

 

表３．２．３－２ 専用（通常）実施権（使用権）及び質権の設定登録に関する申請 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

１ 専用実施（使用）権設定登録

申請書 

記載なし 専用実施（使用）権の設定 ｘ４２０１  ４．２．２９ 

２ 通常実施（使用）権設定登録

申請書 

１．記載なし       

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権 

通常実施（使用）権の設定 ｘ５２０１  ４．２．３０ 

３ 質権設定登録申請書 

（但し、追加担保に伴う質権設定

登録申請書は、表４．１－６に従

いコード付与） 

記載なし 質権の設定 ｘ６３０３  ４．２．３１ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 質権の設定 ｘ４３０３  ４．２．３２ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常

実施（使用）権 

質権の設定 ｘ５３０３  ４．２．３２ 

４ 根質権設定登録申請書 

（但し、追加担保に伴う根質権設

定登録申請書は、表４．１－６に

従いコード付与） 

記載なし 根質権の設定 ｘ６３０４  ４．２．３３ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 根質権の設定 ｘ４３０４  ４．２．３４ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権 

根質権の設定 ｘ５３０４  ４．２．３４ 



参考資料２ 

22 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

５ 専用実施（使用）権設定及び

信託登録申請書 

記載なし 専用実施（使用）権の設定及び

信託の登録 

ｘ４２３０  削除 

６ 通常実施（使用）権設定及び

信託登録申請書 

１．記載なし       

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権 

通常実施（使用）権の設定及び

信託の登録 

ｘ５２３０  削除 

７ 質権設定及び信託登録申請書 記載なし 質権の設定及び信託の登録 ｘ６３３０  削除 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 質権の設定及び信託の登録 ｘ４３３０  削除 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常

実施（使用）権 

質権の設定及び信託の登録 ｘ５３３０  削除 

８ 根質権設定及び信託登録申請書 記載なし 根質権の設定及び信託の登録 ｘ６３３３  削除 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 根質権の設定及び信託の登録 ｘ４３３３  削除 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権 

根質権の設定及び信託の登録 ｘ５３３３  削除 



参考資料２ 

23 ３． 移転コード付与－ 

 

 

表３．２．３－３ 専用・通常実施（使用）権、質権及び本権の変更登録に関する申請 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

１ 専用実施（使用）権変更登録

申請書 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 本専用実施（使用）権の「ｘｘ」を 

「ｘｘ」と変更 

ｘ４２２１  ４．２．４１ 

２ 通常実施（使用）権変更登録

申請書 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常

実施（使用）権 

本通常実施（使用）権の「ｘｘ」を 

「ｘｘ」と変更 

ｘ５２２１  ４．２．４２ 

３ 質権変更登録申請書 順位第Ｎ番質権 本質権の「ｘｘ」を「ｘｘ」と変更 ｘ６３２１  ４．２．４３ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 

についての順位第Ｎ番質権 

本質権の「ｘｘ」を「ｘｘ」と変更 ｘ４３２１  ４．２．４３ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位第Ｎ番質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

第Ｎ番質権 

本質権の「ｘｘ」を「ｘｘ」と変更 ｘ５３２１  ４．２．４３ 

４ 根質権変更登録申請書 順位第Ｎ番根質権 本根質権の「ｘｘ」を「ｘｘ」と 

変更 

ｘ６３５０  ４．２．４４ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権

についての順位第Ｎ番根質権 

本根質権の「ｘｘ」を「ｘｘ」と

変更 

ｘ４３５０  ４．２．４４ 



参考資料２ 

24 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

４

の

続

き 

 １．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位第Ｎ番 

根質権         

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常

実施（使用）権に対する順位 

第Ｎ番根質権 

本根質権の「ｘｘ」を「ｘｘ」と

変更 

ｘ５３５０  ４．２．４４ 

５ 商標権変更登録申請書 記載なし 変更申請による団体商標の商標

登録への変更 

４１Ｌ８８  ４．２．４５ 

６ 本権の共有の特約等の事項の変

更登録申請書 

１．記載なし 

２．順位第Ｎ番特定承継による本

権の移転 

本権の共有の特約等の事項の変更 ｘ３１４１  ４．２．７０ 



参考資料２ 

25 ３． 移転コード付与－ 

 

 

表３．２．３－４ 抹消登録に関する申請 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別電

子化要領 

参照項目 

１ 抹消登録申請書 記載なし 本ｘｘ権の登録の抹消 ｘ１８０１  
４．２．４６ 

  順位第Ｎ番専用実施（使用）権 本専用実施（使用）権の登録の抹消 ｘ４８０３ 注７ 契約解除 ４．２．４８ 

    ｘ４８０５ 注８ 放棄 ４．２．５０ 

  １．順位第Ｎ番通常実施（使用） 本通常実施（使用）権の登録の抹消 ｘ５８０３ 契約解除 ４．２．４８ 

  権           

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権 

 ｘ５８０５ 放棄 ４．２．５０ 

  順位第Ｎ番（根）質権 本（根）質権の登録の抹消 ｘ６８０３ 契約解除 ４．２．４８ 

    ｘ６８０５ 放棄 ４．２．５０ 

  順位第Ｎ番専用実施（使用）権 本（根）質権の登録の抹消 ｘ４８０３ 契約解除 ４．２．４８ 

  についての順位Ｎ番（根）質権  ｘ４８０５ 放棄 ４．２．５０ 

 

注７ 契約解除は、申請人＝申請人（登録権利者）で表現されていることにより判別する。 

注８ 放棄は、申請人＝申請人で表現されていることにより判別する。 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別電

子化要領 

参照項目 

１

の

続

き 

 １．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番（根） 

質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番（根）質権 

本（根）質権の登録の抹消 ｘ５８０３ 契約解除 ４．２．４８ 

ｘ５８０５ 放棄 ４．２．５０ 

表示第Ｎ番防護標章登録第Ｎ号 １．本防護標章の登録の抹消 

２．防護標章第Ｎ号の登録の抹消 

４２８０５  
４．２．５１ 

２ 仮登録抹消登録申請書 記載なし 1. ｘｘ権の移転の仮登録の抹消 

2. ｘｘ権の移転請求権保全の仮登録

の抹消 

3. ｘｘ権の条件付（始期付）移転の

仮登録の抹消 

4. ｘｘ権の設定請求権保全の仮登録

の抹消 

5. ｘｘ権の設定請求権保全の仮登録

の抹消 

6. ｘｘ権の条件付（始期付）設定の

仮登録の抹消 

次頁に続く 

ｘ３８０３ 契約解除 ４．２．４７ 

ｘ３８０５ 放棄 ４．２．４９ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 ｘ４８０３ 契約解除 ４．２．４８ 

ｘ４８０５ 放棄 ４．２．５０ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権 

ｘ５８０３ 契約解除 ４．２．４８ 

ｘ５８０５ 放棄 ４．２．５０ 

順位第Ｎ番（根）質権 ｘ６８０３ 契約解除 ４．２．４８ 

ｘ６８０５ 放棄 ４．２．５０ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別電

子化要領 

参照項目 

２

の

続

き 

 順位第Ｎ番専用実施（使用）権

についての順位Ｎ番（根）質権 

7. ｘｘ権の変更の仮登録の抹消 

8. ｘｘ権の変更請求権保全の仮登録

の抹消 

9. ｘｘ権の条件付（始期付）変更の

仮登録の抹消 

10. ｘｘ権の抹消の仮登録の抹消 

11. ｘｘ権の抹消請求権保全の仮

登録の抹消 

12. ｘｘ権の条件付（始期付）抹消の

仮登録の抹消 

13. ｘｘ登録の抹消の仮登録の抹消 

14. ｘｘ登録の抹消請求権保全の

仮登録の抹消 

15. ｘｘ登録の条件付（始期付）抹消

の仮登録の抹消 

16. ｘｘ登録の抹消及びｘｘ登録の

回復の仮登録の抹消 

17. ｘｘ登録の抹消及びｘｘ登録の

回復請求権保全の仮登録の抹消 

 

次頁に続く 

ｘ４８０３ 契約解除 ４．２．４８ 

ｘ４８０５ 放棄 ４．２．５０ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番（根） 

質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番（根）質権 

ｘ５８０３ 契約解除 ４．２．４８ 

ｘ５８０５ 放棄 ４．２．５０ 

表示第Ｎ番防護標章登録第Ｎ号 ４２８０５  
４．２．５１ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別電

子化要領 

参照項目 

２の

続き 

  
18.ｘｘ登録の抹消及びｘｘ登録の

条件付（始期付）回復の仮登録

の抹消 

   

３ 一部抹消登録申請書 記載なし 1. 本特許権の登録の一部抹消 

2. 本実用新案件の登録の一部抹消 

ｘ１８０２ 四法は特・実のみ ４．２．５２ 

.本商標権の登録の一部抹消 ４１８０２ 四法は商のみ ４．２．５３ 

本意匠権の登録の一部抹消 ３２８０２ 一部放棄に係る項目△ 

類似意匠登録第Ｎ号 

４．２．５４ 

本防護標章権の登録の一部抹消 ４２８０２ 一部放棄に係る指定 

商品ならびに商品の区

分△第ＸＸ類△ＸＸ 

４．２．５５ 

４ ｘｘ管理人抹消登録申請書 記載なし 

順位第Ｎ番実施権 等 

ｘｘ管理人の抹消     ｘ

ｘ実施権者のｘｘ管理人の抹消 

等 

ｘ７４２１ 申請人＝（ＸＸ管理人） ４．２．５６ 

ｘ７４２２ 申請人＝（ＸＸ権者） ４．２．５７ 
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表３．２．３－５ 登録名義人の表示変更・更正登録に関する申請 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別電子

化要領参照 

項目 

１ 登録名義人の表示変更登録

申請書 

記載なし 登録名義人の表示の変更 ｘ３５３１ 住所変更・免許税有注３ ４．２．５８ 

ｘ３５３２ 住所変更・免許税無注３ ４．２．５９ 

ｘ３５３３ 氏名変更注３ ４．２．６０ 

ｘ３５３４ 国籍・地域変更注３ ４．２．６１ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 １．登録名義人の表示の変更 

２．専用実施（使用）権者の表示の

変更 

ｘ４５３１ 住所変更・免許税有注３ ４．２．５８ 

ｘ４５３２ 住所変更・免許税無注３ ４．２．５９ 

ｘ４５３３ 氏名変更注３ ４．２．６０ 

ｘ４５３４ 国籍・地域変更注３ ４．２．６１ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常

実施（使用）権 

１．登録名義人の表示の変更 

２．通常実施（使用）権者の表示の

変更 

ｘ５５３１ 住所変更・免許税有注３ ４．２．５８ 

ｘ５５３２ 住所変更・免許税無注３ ４．２．５９ 

ｘ５５３３ 氏名変更注３ ４．２．６０ 

ｘ５５３４ 国籍・地域変更注３ ４．２．６１ 

順位第Ｎ番（根）質権 １．登録名義人の表示の変更 

２．（根）質権者の表示の変更 

ｘ６５３１ 住所変更・免許税有注３ ４．２．５８ 

ｘ６５３２ 住所変更・免許税無注３ ４．２．５９ 

ｘ６５３３ 氏名変更注３ ４．２．６０ 

ｘ６５３４ 国籍・地域変更注３ ４．２．６１ 

 

注３ 申請書に「非課税である旨の申出」の表示があれば、「免許税無」の移転コードとする。 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別電子

化要領参照 

項目 

１

の

続

き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(XX 管理人の表示変更登録申請) 

*表題・目的で判断 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

ついての順位第Ｎ番（根）質権 

１．登録名義人の表示の変更 

２．（根）質権者の表示の変更 

ｘ４５３１ 住所変更・免許税有注３ ４．２．５８ 

ｘ４５３２ 住所変更・免許税無注３ ４．２．５９ 

ｘ４５３３ 氏名変更注３ ４．２．６０ 

ｘ４５３４ 国籍・地域変更注３ ４．２．６１ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番（根） 

質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番（根）質権 

１．登録名義人の表示の変更 

２．（根）質権者の表示の変更 

ｘ５５３１ 住所変更・免許税有注３ ４．２．５８ 

ｘ５５３２ 住所変更・免許税無注３ ４．２．５９ 

ｘ５５３３ 氏名変更注３ ４．２．６０ 

ｘ５５３４ 国籍・地域変更注３ ４．２．６１ 

記載なし ＸＸ管理人の表示の変更 ｘ７５３１ 住所変更・免許税有注３ ４．２．５８ 

ｘ７５３２ 住所変更・免許税無注３ ４．２．５９ 

ｘ７５３３ 氏名変更注３ ４．２．６０ 

ｘ７５３４ 国籍・地域変更注３ ４．２．６１ 

２ 登録名義人の表示更正登録

申請書 

記載なし 登録名義人の表示の更正 ｘ３６３１ 住所更正・免許税有注３ ４．２．５８ 

ｘ３６３２ 住所更正・免許税無注３ ４．２．５９ 

ｘ３６３３ 氏名更正注３ ４．２．６０ 

ｘ３６３４ 国籍・地域更正注３ ４．２．６１ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別電子

化要領参照 

項目 

２

の

続

き 

 
順位第Ｎ番専用実施（使用）権 １．登録名義人の表示の更正 

２．専用実施（使用）権者の表示の

更正 

ｘ４６３１ 住所更正・免許税有注３ ４．２．５８ 

ｘ４６３２ 住所更正・免許税無注３ ４．２．５９ 

ｘ４６３３ 氏名更正注３ ４．２．６０ 

ｘ４６３４ 国籍・地域更正注３ ４．２．６１ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常

実施（使用）権 

１．登録名義人の表示の更正 

２．通常実施（使用）権者の表示の

更正 

ｘ５６３１ 住所更正・免許税有注３ ４．２．５８ 

ｘ５６３２ 住所更正・免許税無注３ ４．２．５９ 

ｘ５６３３ 氏名更正注３ ４．２．６０ 

ｘ５６３４ 国籍・地域更正注３ ４．２．６１ 

順位第Ｎ番（根）質権 １．登録名義人の表示の更正 

２．（根）質権者の表示の更正 

ｘ６６３１ 住所更正・免許税有注３ ４．２．５８ 

ｘ６６３２ 住所更正・免許税無注３ ４．２．５９ 

ｘ６６３３ 氏名更正注３ ４．２．６０ 

ｘ６６３４ 国籍・地域更正注３ ４．２．６１ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

ついての順位第Ｎ番（根）質権 

１．登録名義人の表示の更正 

２．（根）質権者の表示の更正 

ｘ４６３１ 住所更正・免許税有注３ ４．２．５８ 

ｘ４６３２ 住所更正・免許税無注３ ４．２．５９ 

ｘ４６３３ 氏名更正注３ ４．２．６０ 

ｘ４６３４ 国籍・地域更正注３ ４．２．６１ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別電子

化要領参照 

項目 

２

の

続

き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(XX 管理人の表示更正登録申請) 

*表題・目的で判断 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番（根） 

質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番（根）質権 

１．登録名義人の表示の更正 

２．（根）質権者の表示の更正 

ｘ５６３１ 住所更正・免許税有注３ ４．２．５８ 

ｘ５６３２ 住所更正・免許税無注３ ４．２．５９ 

ｘ５６３３ 氏名更正注３ ４．２．６０ 

ｘ５６３４ 国籍・地域更正注３ ４．２．６１ 

記載なし ＸＸ管理人の表示の更正 ｘ７６３１ 住所変更・免許税有注３ ４．２．５８ 

ｘ７６３２ 住所変更・免許税無注３ ４．２．５９ 

ｘ７６３３ 氏名変更注３ ４．２．６０ 

ｘ７６３４ 国籍・地域変更注３ ４．２．６１ 
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表３．２．３－６ 仮登録に関する申請及び（根）質権の処分に関する申請等 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

１ 一部抹消仮登録申請書 記載なし 1. 本特許権の登録の一部抹消の

仮登録 

2. 本実用新案件の登録の一部抹消 

の仮登録 

ｘ１Ｇ９９ 四法は特・実のみ ４．３．Ａ 

.本商標権の登録の一部抹消の仮登録 ４１Ｇ９９ 四法は商のみ ４．３．Ｂ 

本意匠権の登録の一部抹消の仮登録 ３２Ｇ９９ 一部放棄に係る項目△

類似意匠登録第Ｎ号 

４．３．Ｃ 

本防護標章権の登録の一部抹消の

仮登録 

４２Ｇ９９ 一部放棄に係る指定

商品ならびに商品の 

区分△第ＸＸ類△ＸＸ 

４．３．Ｄ 

２ ｘｘ仮登録申請書 

追加担保に伴う質権の設定登録申請書 

ｘｘによる(根)質権の処分登録申請書

代位による（根）質権移転登録申請書 

（根）質権分割移転登録申請書 

＊仮登録申請書及び左記表題の

申請書については特殊移転ｺｰﾄﾞ 

（ＸＸＧ９９）を付与する。 

事項欄は「登録の目的」中の

記載及び下記に示す「権利の

表示」により特定する。 

1. ｘｘ権の移転の仮登録 

2. ｘｘ権の移転請求権保全の仮登録 

3. ｘｘ権の条件付（始期付）移転の仮登録 

4. ｘｘ権の設定請求権保全の仮登録 

5. ｘｘ権の設定請求権保全の仮登録 

6. ｘｘ権の条件付（始期付）設定の仮登録 

7. ｘｘ権の変更の仮登録 

8. ｘｘ権の変更請求権保全の仮登録 

9. ｘｘ権の条件付（始期付）変更の仮登録 

10. ｘｘ権の抹消の仮登録 

ｘｘＧ９９ 
 

事項欄の

特定の項

参照 



参考資料２ 

34 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

２の

続き 

  
11. ｘｘ権の抹消請求権保全の仮登録 

12. ｘｘ権の条件付（始期付）抹消の仮登録 

13. ｘｘ登録の抹消の仮登録 

14. ｘｘ登録の抹消請求権保全の仮登録 

15. ｘｘ登録の条件付（始期付）抹消の仮登

録 

16. ｘｘ登録の抹消及びｘｘ登録の回復の

仮登録 

17. ｘｘ登録の抹消及びｘｘ登録の回復請

求権保全の仮登録 

18. ｘｘ登録の抹消及びｘｘ登録の条件付 

（始期付）回復の仮登録 

19. 追加担保による質権の設定 

20. ｘｘによる質権の処分 

21. 代位による（根）質権の移転 

22．（根）質権の分割移転 
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35 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

 （事項欄の特定） １．登録番号 

２．記載なし 

 ｘ３Ｇ９９  ４．３．１ 

１．（追加担保による）質権の設定 ｘ６Ｇ９９  ４．３．４ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権  ｘ４Ｇ９９  ４．３．２ 

１．（追加担保による）質権の設定 ｘ４Ｇ９９  ４．３．４ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）権

についての順位第Ｎ番通常実施（使

用）権 

 ｘ５Ｇ９９  ４．３．３ 

１．（追加担保による）質権の設定 ｘ５Ｇ９９  ４．３．４ 

順位第Ｎ番（根）質権  ｘ６Ｇ９９  ４．３．４ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 

についての順位Ｎ番（根）質権 

 ｘ４Ｇ９９  ４．３．４ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番（根） 

質権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番（根）質権 

 ｘ５Ｇ９９  ４．３．４ 
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表３．２．３－７ 登録に関する嘱託・通知 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

１ 登録嘱託書 ＊嘱託書・通知書については 

「登録の目的」により移転種別

を判断し、特殊移転コード 

（ｘｘｘ９９）を付与する。

事項欄は「登録の目的」中の

の記載及び下記に示す「権利の

表示」により特定する。 

1. 差押の登録 

2. 仮差押の登録 

3. ｘｘ権について譲渡、質権及び

専用ｘｘ権の設定、通常ｘｘ権の

許諾、その他一切の処分禁止の仮

処分の登録 

4. 処分禁止の仮処分の登録 

5. 会社整理（等）の保全処分の登録 

6. その他 

（処分の制限の登録に係る嘱託） 

【嘱託による登録の抹消の嘱託】 

1. 順位第Ｎ番差押の登録の抹消 

2. 順位第Ｎ番仮差押の登録の抹消 

3. 順位第Ｎ番仮処分登録の抹消 

4. 順位第Ｎ番処分禁止の仮処分登録

の抹消 

5. 順位第Ｎ番保全処分登録の抹消

に係る嘱託） 

6. その他（処分の制限の登録の抹消 

に係る嘱託） 

ｘｘＦ９９  
４．３．５ 
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37 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

１

の

続

き 

  
1. ｘｘ権の設定（変更）の保全仮

登録 

2. その他 

（民事保全法による保全仮登録） 

【嘱託による登録の抹消の嘱託】 

1. 順位第Ｎ番ｘｘ権の設定（変更）

の保全仮登録の抹消 

2. その他 

（保全仮登録の抹消に係る嘱託） 

ｘｘＧ９９ 

＊注５ 

 

 

 

 

本権には使用しない 

 

 

 

 

 

 

 

本権には使用しない 

４．３．１５ 

1. 本ｘｘ権の登録の抹消の予告登録 

2. 表示第Ｎ番ｘｘ登録の抹消の予告

登録 

3. 本ｘｘ権の登録の回復の予告登録 

4. 表示第Ｎ番ｘｘ登録の回復の予告

登録 

【嘱託による登録の抹消の嘱託】 

1. 表示第Ｎ番本ｘｘ権の登録の抹消

の予告登録の抹消 

2. 表示第Ｎ番ｘｘ登録の抹消の予告

登録の抹消 

次頁に続く 

ｘ１Ｈ９９  
４．３．６ 
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38 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

１

の

続

き 

  
3. 表示第Ｎ番本ｘｘ権の登録の

回復の予告登録の抹消 

4. 表示第Ｎ番ｘｘ登録の回復の予告 

登録の抹消 

   

1. 表示第Ｎ番類似意匠登録第Ｎ号 

（のｘｘ登録）の抹消の予告登録 

2. 表示第Ｎ番類似意匠登録第Ｎ号 

（のｘｘ登録）の回復の予告登録 

【嘱託による登録の抹消の嘱託】 

1. 表示第Ｎ番類似意匠登録第Ｎ号 

（のｘｘ登録）の抹消の予告登録

の抹消 

2. 表示第Ｎ番類似意匠登録第Ｎ号 

（のｘｘ登録）の回復の予告登録

の抹消 

３２Ｈ９９  
４．３．６ 

1. 表示第Ｎ番防護標章権（のｘｘ

登録）の抹消の予告登録. 

2. 表示第Ｎ番防護標章登録第Ｎ号 

（のｘｘ登録）の抹消の予告登録 

 

次頁に続く 

４２Ｈ９９  
４．３．６ 
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39 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

１

の

続

き 

  
3. 表示第Ｎ番防護標章権（のｘｘ

登録）の回復の予告登録 

4. 表示第Ｎ番防護標章登録第Ｎ号 

（のｘｘ登録）の回復の予告登録 

【嘱託による登録の抹消の嘱託】 

1. 表示第Ｎ番防護標章権（のｘｘ

登録）の抹消の予告登録の抹消 

2. 表示第Ｎ番防護標章登録第Ｎ号 

（のｘｘ登録）の抹消の予告登録

の抹消 

3. 表示第Ｎ番防護標章権（のｘｘ

登録）の回復の予告登録の抹消 

4. 表示第Ｎ番防護表紙登録第Ｎ号 

（のｘｘ登録）の回復の予告登録

の抹消 

   

1. 順位第Ｎ番ｘｘ登録の抹消の予告

登録 

2. 順位第Ｎ番ｘｘ登録の回復の予告

登録 

 

次頁に続く 

ｘｘＨ９９ 本権・類似意匠権

防護標章権を除く 

事項欄の

特定の項

参照 



参考資料２ 

40 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

１

の

続

き 

  【嘱託による登録の抹消の嘱託】 

1. 順位第Ｎ番ｘｘ登録の抹消の予告

登録の抹消 

2. 順位第Ｎ番ｘｘ登録の回復の予告 

登録の抹消 

   

（事項欄の特定） １．登録番号 

２．記載なし 

 ｘ３Ｈ９９  
４．３．７ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権  ｘ４Ｈ９９  
４．３．８ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権 

 ｘ５Ｈ９９  
４．３．９ 

順位第Ｎ番（根）質権  ｘ６Ｈ９９  
４．３．１０ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 

についての順位Ｎ番（根）質権 

 ｘ４Ｈ９９  
４．３．１０ 

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番（根） 

質権 

 

次頁に続く 

 ｘ５Ｈ９９  
４．３．１０ 
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41 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

１

の

続

き 

 ２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番（根）質権 

 ｘ５Ｈ９９  
４．３．１０ 
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42 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

１

の

続

き 

  
1. 会社更生手続開始の登録 

2. 会社更生計画認可の登録 

3. 会社更生手続終結の登録 

4. 会社更生手続開始決定取消 

（手続廃止、計画不認可）登録の

抹消 

5. 会社更生法による否認の登録 

【嘱託による登録の抹消の嘱託】 

1. 順位第Ｎ番会社更生手続開始の

登録の抹消 

2 順位第Ｎ番会社更生計画認可の

登録の抹消 

3. 順位第Ｎ番会社更生手続終結の

登録の抹消 

4. 順位第Ｎ番会社更生手続開始決定

取消（手続廃止、計画不認可） 

登録の抹消 

5. 順位第Ｎ番会社更生法による否認

の登録の抹消 

ｘｘＪ９９  
４．３．１１ 
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43 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

１

の

続

き 

  
1. 破産の登録（破産宣告） 

2. 破産終結（破産取消、破産廃止）

の登録 

3. 破産法による否認の登録 

【嘱託による登録の抹消の嘱託】 

1 順位第Ｎ番破産登録の抹消 

2. 順位第Ｎ番破産終結（破産取消、

破産廃止）登録の抹消 

3. 順位第Ｎ番破産法による否認登録 

の抹消 

ｘｘＫ９９  
４．３．１２ 

1. 和議開始の登録 

2. 和議認可の登録 

3. 和議開始取消（和議廃止、和議

不認可、和議取消）の登録 

【嘱託による登録の抹消の嘱託】 

1. 順位第Ｎ番和議開始の登録の抹消 

2. 順位第Ｎ番和議認可の登録の抹消 

3. 順位第Ｎ番和議開始取消（和議

廃止、和議不認可、和議取消）

登録の抹消 

ｘｘＬ９９  
４．３．１３ 
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44 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

１の

続き 

  本ｘｘ権の移転 注４参照  
４．３．１４ 

専用実施（使用）権のｘｘ登録 

通常実施（使用）権のｘｘ登録 

（根）質権のｘｘ登録 

登録名義人の表示変更 

登録名義人の表示更正 

２ 登録通知書  
1. 工場財団の所有権保存の登記 

（工場財団目録記載変更登記）に

より工場財団に属したので工場 

抵当法の規定により通知する 

2. 鉱業財団の所有権保存の登記 

（鉱業財団目録記載変更登記）に

より鉱業財団に属したので鉱業 

抵当法の規定により通知する 

【通知による登録の抹消の通知】 

1. 工場財団の消滅により工場財団に

属しないこととなったので工場

抵当法の規定により通知する 

2. 鉱業財団の消滅により鉱業財団に 

属しないこととなったので鉱業

抵当法の規定により通知する 

ｘｘＩ９９  
４．３．１６ 
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45 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

２の

続き 

  本ｘｘ権の移転 注６参照  
４．３．１７ 

専用実施（使用）権のｘｘ登録 

通常実施（使用）権のｘｘ登録 

（根）質権のｘｘ登録 

登録名義人の表示変更 

登録名義人の表示更正 

 （事項欄の特定） １．登録番号 

２．記載なし 

 ｘ３ｘｘｘ   

順位第Ｎ番専用実施（使用）権  ｘ４ｘｘｘ   

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権 

２．順位第Ｎ番専用実施（使用） 

権についての順位第Ｎ番通常

実施（使用）権 

 ｘ５ｘｘｘ   

順位第Ｎ番（根）質権  ｘ６ｘｘｘ   

順位第Ｎ番専用実施（使用）権

についての順位Ｎ番（根）質権 

 ｘ４ｘｘｘ   

１．順位第Ｎ番通常実施（使用）

権についての順位Ｎ番（根） 

質権 

 ｘ５ｘｘｘ   



参考資料２ 

46 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

  ２．順位第Ｎ番専用実施（使用）

権についての順位第Ｎ番通常 

実施（使用）権に対する順位 

Ｎ番（根）質権 

    

 

＊注４ 嘱託書の「登録の目的」の記載がこれらの文言に該当する場合は、「登録の目的」と「権利の表示」の記載により、通常の移転コード 

（ＸＸＸ９９以外）を付与する。その際、様式別電子化要領は通常移転コードの電子化要領に従う。ただし、最後に項目コード‘＃４３’にて

嘱託人を入力する。尚、詳細は本表記載の様式別電子化要領参照のこと。 

＊注５ 嘱託書の「登録の目的」の記載がこれらの文言に該当する場合は、「登録の目的」と「権利の表示」の記載により、仮登録申請書の移転コード 

（ＸＸＧ９９）を付与する。その際、様式別電子化要領は仮登録申請書移転コードの電子化要領に従う。ただし、最後に項目コード‘＃４３’にて

嘱託人を入力する。尚、詳細は本表記載の様式別電子化要領参照のこと。 

＊注６ 通知書の「登録の目的」の記載がこれらの文言に該当する場合は、「登録の目的」と「権利の表示」の記載により、通常の移転コード 

（ＸＸＸ９９以外）を付与する。その際、様式別電子化要領は通常移転コードの電子化要領に従う。ただし、最後に項目コード‘＃４３’にて

通知人を入力する。尚、詳細は本表記載の様式別電子化要領参照のこと。 
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表３．２．３－８ 信託にかかる登録申請書 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

１ 設定登録申請書 記載なし ｘｘｘｘによる専用実施（使用）権

の設定 

ｘ４２３３  
４．２．７６ 

ｘｘｘｘによる通常実施（使用）権

の設定 

ｘ５２３３  
４．２．８３ 

ｘｘｘｘによる質権の設定 ｘ６３３６  
４．２．９０ 

ｘｘｘｘによる根質権の設定 ｘ６３５４  
４．２．９１ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 ｘｘｘｘによる質権の設定 ｘ４３３６  
４．２．９０ 

ｘｘｘｘによる根質権の設定 ｘ４３５４  
４．２．９１ 

順位第Ｎ番通常実施（使用）権 ｘｘｘｘによる根質権の設定 ｘ５３３６  
４．２．９０ 

ｘｘｘｘによる根質権の設定 ｘ５３５４  
４．２．９１ 

２ 移転登録申請書 記載なし ｘｘｘｘによる本ｘｘ権の移転 ｘ３１３３  
４．２．７１ 

ｘｘｘｘによる本ｘｘ権の一部移転 ｘ３１３３  
４．２．７１ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 ｘｘｘｘによる本専用実施（使用） 

権の移転 

ｘ４２３４  
４．２．７７ 

ｘｘｘｘによる本専用実施（使用）

権の一部移転 

ｘ４２３４  
４．２．７７ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

２

の

続

き 

 順位第Ｎ番通常実施（使用）権 ｘｘｘｘによる本通常実施（使用） 

権の移転 

ｘ５２３４  
４．２．８４ 

ｘｘｘｘによる本通常実施（使用）

権の一部移転 

ｘ５２３４  
４．２．８４ 

順位第Ｎ番質権 ｘｘｘｘによる質権の移転 ｘ６３３７  
４．２．９２ 

ｘｘｘｘによる質権の一部移転 ｘ６３３７  
４．２．９２ 

順位第Ｎ番根質権 ｘｘｘｘによる根質権の移転 ｘ６３５５  
４．２．９２ 

ｘｘｘｘによる根質権の一部移転 ｘ６３５５  
４．２．９２ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番質権 

ｘｘｘｘによる質権の移転 ｘ４３３７  
４．２．９２ 

ｘｘｘｘによる質権の一部移転 ｘ４３３７  
４．２．９２ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番根質権 

ｘｘｘｘによる根質権の移転 ｘ４３５５  
４．２．９２ 

ｘｘｘｘによる根質権の一部移転 ｘ４３５５  
４．２．９２ 

順位第Ｎ番通常実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番質権 

ｘｘｘｘによる質権の移転 ｘ５３３７  
４．２．９２ 

ｘｘｘｘによる質権の一部移転 ｘ５３３７  
４．２．９２ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

２

の

続

き 

 順位第Ｎ番通常実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番根質権 

ｘｘｘｘによる根質権の移転 ｘ５３５５  
４．２．９２ 

ｘｘｘｘによる根質権の一部移転 ｘ５３５５  
４．２．９２ 

３ 持分移転登録申請書 記載なし ｘｘｘｘによる本ｘｘ権中ｘｘの持

分移転 

ｘ３１３４  
４．２．７２ 

ｘｘｘｘによる本ｘｘ権中ｘｘの持

分の一部移転 

ｘ３１３４  
４．２．７２ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 ｘｘｘｘによる本専用実施（使用）

権中ｘｘの持分移転 

ｘ４２３５  
４．２．７８ 

ｘｘｘｘによる本専用実施（使用）

権中ｘｘの持分の一部移転 

ｘ４２３５  
４．２．７８ 

順位第Ｎ番通常実施（使用）権 ｘｘｘｘによる本通常実施（使用）

権中ｘｘの持分移転 

ｘ５２３５  
４．２．８５ 

ｘｘｘｘによる本通常実施（使用）

権中ｘｘの持分の一部移転 

ｘ５２３５  
4．２．８５ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

       

３

の

続

き 

 順位第Ｎ番質権 ｘｘｘｘによる質権中ｘｘの持分移 

転 

ｘ６３３８  
４．２．９３ 

ｘｘｘｘによる質権中ｘｘの持分の

一部移転 

ｘ６３３８  
４．２．９３ 

順位第Ｎ番根質権 ｘｘｘｘによる根質権中ｘｘの持分

移転 

ｘ６３５６  
４．２．９３ 

ｘｘｘｘによる根質権中ｘｘの持分

の一部移転 

ｘ６３５６  
４．２．９３ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番質権 

ｘｘｘｘによる質権中ｘｘの持分移

転 

ｘ４３３８  
４．２．９３ 

ｘｘｘｘによる質権中ｘｘの持分の

一部移転 

ｘ４３３８  
４．２．９３ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

  順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番根質権 

ｘｘｘｘによる根質権中ｘｘの持分

移転 

ｘ４３５６  
４．２．９３ 

ｘｘｘｘによる根質権中ｘｘの持分

の一部移転 

ｘ４３５６  
４．２．９３ 

３

の

続

き 

 順位第Ｎ番通常実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番質権 

ｘｘｘｘによる質権中ｘｘの持分移 

転 

ｘ５３３８  
４．２．９３ 

ｘｘｘｘによる質権中ｘｘの持分の

一部移転 

ｘ５３３８  
４．２．９３ 

順位第Ｎ番通常実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番根質権 

ｘｘｘｘによる根質権中ｘｘの持分

移転 

ｘ５３５６  
４．２．９３ 

ｘｘｘｘによる根質権中ｘｘの持分

の一部移転 

ｘ５３５６  
４．２．９３ 

４ 変更登録申請書 記載なし ｘｘｘｘによる本ｘｘ権の変更 ｘ３１３５  
４．２．７３ 

受託者ｘｘ、ｘｘ、ｘｘをｘｘ、ｘ 

ｘに変更 

ｘ３１３５  
４．２．７３ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

   ｘｘｘｘによる質権の変更 ｘ６３３６  
４．２．９０ 

ｘｘｘｘによる根質権の変更 ｘ６３５４  
４．２．９０ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 ｘｘｘｘによる本専用実施（使用）

権の変更 

ｘ４２３６  
４．２．７９ 

受託者ｘｘ、ｘｘ、ｘｘをｘｘ、ｘ 

ｘに変更 

ｘ４２３６  
４．２．７９ 

４

の

続

き 

 順位第Ｎ番通常実施（使用）権 ｘｘｘｘによる本通常実施（使用）

権の変更 

ｘ５２３６  
４．２．８６ 

受託者ｘｘ、ｘｘ、ｘｘをｘｘ、ｘ 

ｘに変更 

ｘ５２３６  
４．２．８６ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番質権 

ｘｘｘｘによる質権の変更 ｘ４３３６  
４．２．９０ 

受託者ｘｘ、ｘｘ、ｘｘをｘｘ、ｘ 

ｘに変更 

ｘ４３３６  
４．２．９０ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番根質権 

ｘｘｘｘによる根質権の変更 ｘ４３５４  
４．２．９０ 

受託者ｘｘ、ｘｘ、ｘｘをｘｘ、ｘ 

ｘに変更 

ｘ４３５４  
４．２．９０ 

順位第Ｎ番通常実施（使用）権に ｘｘｘｘによる質権の変更 ｘ５３３６  
４．２．９０ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

  対する順位第Ｎ番質権 受託者ｘｘ、ｘｘ、ｘｘをｘｘ、ｘ 

ｘに変更 

ｘ５３３６  
４．２．９０ 

順位第Ｎ番通常実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番根質権 

ｘｘｘｘによる根質権の変更 ｘ５３５４  
４．２．９０ 

受託者ｘｘ、ｘｘ、ｘｘをｘｘ、ｘ 

ｘに変更 

ｘ５３５４  
４．２．９０ 

５ 一部変更登録申請書 記載なし ｘｘｘｘによる本ｘｘ権の一部変更 ｘ３１３６  
４．２．７４ 

ｘｘｘｘによる質権の一部変更 ｘ６３３６  
４．２．９０ 

ｘｘｘｘによる根質権の一部変更 ｘ６３５４  
４．２．９０ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 ｘｘｘｘによる専用実施（使用）権

の一部変更 

ｘ４２３７  
４．２．８０ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 ｘｘｘｘによる専用実施（使用）権

の一部変更 

ｘ５２３７  
４．２．８７ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番質権 

ｘｘｘｘによる質権の一部変更 ｘ４３３６  
４．２．９０ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番根質権 

ｘｘｘｘによる根質権の一部変更 ｘ４３５４  
４．２．９０ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

  順位第Ｎ番通常実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番質権 

ｘｘｘｘによる質権の一部変更 ｘ５３３６  
４．２．９０ 

順位第Ｎ番通常実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番根質権 

ｘｘｘｘによる根質権の一部変更 ｘ５３５４  
４．２．９０ 

       

６ 持分変更登録申請書 記載なし ｘｘｘｘによる本ｘｘ権中ｘｘの持 

分変更 

ｘ３１３７  
４．２．７５ 

ｘｘｘｘによる本ｘｘ権中ｘｘの持

分の一部変更 

ｘ３１３７  
４．２．７５ 

ｘｘｘｘによる質権中ｘｘの持分変

更 

ｘ６３３６  
４．２．９０ 

ｘｘｘｘによる質権中ｘｘの持分の

一部変更 

ｘ６３３６  
４．２．９０ 

ｘｘｘｘによる根質権中ｘｘの持分

変更 

ｘ６３５４  
４．２．９０ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

   ｘｘｘｘによる根質権中ｘｘの持分

の一部変更 

ｘ６３５４  
４．２．９０ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 ｘｘｘｘによる本専用実施（使用）

権中ｘｘの持分変更 

ｘ４２３８  
４．２．８１ 

ｘｘｘｘによる本専用実施（使用）

権中ｘｘの持分の一部変更 

ｘ４２３８  
４．２．８１ 

６

の

続

き 

 順位第Ｎ番通常実施（使用）権 ｘｘｘｘによる本通常実施（使用） 

権中ｘｘの持分変更 

ｘ５２３８  
４．２．８８ 

ｘｘｘｘによる本通常実施（使用）

権中ｘｘの持分の一部変更 

ｘ５２３８  
４．２．８８ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番質権 

ｘｘｘｘによる質権中ｘｘの持分変

更 

ｘ４３３６  
４．２．９０ 

ｘｘｘｘによる質権中ｘｘの持分の

一部変更 

ｘ４３３６  
４．２．９０ 

順位第Ｎ番通常実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番質権 

ｘｘｘｘによる質権中ｘｘの持分変

更 

ｘ５３３６  
４．２．９０ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

   ｘｘｘｘによる質権中ｘｘの持分の

一部変更 

ｘ５３３６  
４．２．９０ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番根質権 

ｘｘｘｘによる根質権中ｘｘの持分

変更 

ｘ４３５４  
４．２．９０ 

ｘｘｘｘによる質権中ｘｘの持分の

一部変更 

ｘ４３５４  
４．２．９０ 

６

の

続

き 

 順位第Ｎ番通常実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番根質権 

ｘｘｘｘによる根質権中ｘｘの持分 

変更 

ｘ５３５４  
４．２．９０ 

ｘｘｘｘによる根質権中ｘｘの持分

の一部変更 

ｘ５３５４  
４．２．９０ 

７ 信託の登録申請書 記載なし ｘｘｘｘによる信託の登録 ｘ３Ｚ０２  
４．２．９５ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 ｘｘｘｘによる信託の登録 ｘ４Ｚ０２  
４．２．９５ 

順位第Ｎ番通常実施（使用）権 ｘｘｘｘによる信託の登録 ｘ５Ｚ０２  
４．２．９５ 

順位第Ｎ番質権 ｘｘｘｘによる信託の登録 ｘ６Ｚ０２  
４．２．９５ 

順位第Ｎ番寝質権 ｘｘｘｘによる信託の登録 ｘ６Ｚ０２  
４．２．９５ 
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項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

８ 抹消登録申請書 記載なし ｘｘｘｘによる信託の抹消登録 ｘ３Ｚ０３  
４．２．９６ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権 ｘｘｘｘによる信託の抹消登録 ｘ４Ｚ０３  
４．２．９６ 

ｘｘｘｘによる専用実施（使用）権

の抹消 

ｘ４２４０  
４．２．８２ 

順位第Ｎ番通常実施（使用）権 ｘｘｘｘによる信託の抹消登録 ｘ５Ｚ０３  
４．２．９６ 

ｘｘｘｘによる通常実施（使用）権

の抹消 

ｘ５２４０  
４．２．８９ 

８

の

続

き 

 順位第Ｎ番質権 ｘｘｘｘによる信託の抹消登録 ｘ６Ｚ０３  
４．２．９６ 

ｘｘｘｘによる質権の抹消登録 ｘ６３５３  
４．２．９４ 

順位第Ｎ番根質権 ｘｘｘｘによる信託の抹消登録 ｘ６Ｚ０３  
４．２．９６ 

ｘｘｘｘによる根質権の抹消登録 ｘ６３６１  
４．２．９４ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番質権 

ｘｘｘｘによる信託の抹消登録 ｘ４Ｚ０３  
４．２．９６ 

ｘｘｘｘによる質権の抹消登録 ｘ４３５３  
４．２．９４ 

順位第Ｎ番専用実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番根質権 

ｘｘｘｘによる信託の抹消登録 ｘ４Ｚ０３  
４．２．９６ 

ｘｘｘｘによる根質権の抹消登録 ｘ４３６１  
４．２．９４ 
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58 ３． 移転コード付与－ 

 

 

 

項番 表題 権利の表示 登録の目的 移転コード 備考 様式別 

電子化要領 

参照項目 

  順位第Ｎ番通常実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番質権 

ｘｘｘｘによる信託の抹消登録 ｘ５Ｚ０３  
４．２．９６ 

ｘｘｘｘによる質権の抹消登録 ｘ５３５３  
４．２．９４ 

順位第Ｎ番通常実施（使用）権に

対する順位第Ｎ番根質権 

ｘｘｘｘによる信託の抹消登録 ｘ５Ｚ０３  
４．２．９６ 

ｘｘｘｘによる根質権の抹消登録 ｘ５３６１  
４．２．９４ 
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1 ４．２．１ － 

 

 

４．２ 通常申請書の可変部入力指示 

 

４．２．１ 様式：本権にかかる移転登録申請書【一般承継】／移転コード：Ｘ３１１１ 

 

 

本申請書の移転申請形態は、「登録権利者による単独申請」のみです。 
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2 ４．２．１ － 

 

 

（１）電子化レイアウト 

 

項番 ０１ ０２ ０３ ０４ ０５ 

項目名 登録番号 ０１繰り返し 登録義務者 住所 登録義務者 氏名 国籍・地域 

項目コード 登録番号  項目コード 登録義務者住所 項目コード 登録義務者氏名 項目コード 国籍・地域コード 

 Ａ０１ ｎｎｎｎｎｎｎ－ｍｍ～  Ｂ０１  Ｂ０２  Ｂ０３  

文字数 ３ ＭＡＸ３９  ３ ＭＡＸ１０００ ３ ＭＡＸ１０００ ３ ＭＡＸ１０２ 

 

 

０６ ０７ ０８ ０９ 

持分 ０３，０４，０５，０６繰り返し 登録免許税 登録権利者 住所 

項目コード 持分  項目コード 登録免許税 項目コード 登録権利者住所 

Ｂ０４ ｎｎｎｎｎｍｍｍｍｍ  ￥  Ｃ０１  

３ １０  １ ＭＡＸ１６ ３ ＭＡＸ１０００ 

 

 

１０ １１ １２ １３ 

登録権利者 氏名 国籍・地域 持分 ０９，１０，１１，１２繰り返し 

項目コード 登録権利者氏名 項目コード 国籍・地域ｺｰﾄﾞ 項目コード 持分  

Ｃ０２  Ｃ０３  Ｃ０４ ｎｎｎｎｎｍｍｍｍｍ  

３ ＭＡＸ１０００ ３ ＭＡＸ１０２ ３ １０  

次頁に続く 



参考資料３ 

3 ４．２．１ － 

 

 

 

項番 １４ １５ １６ １７ 

項目名 代理人識別 番号 郵便番号 代理人住所 代理人氏名 

項目コード 代理人識別番号 項目コード 郵便番号 項目コード 代理人住所 項目コード 代理人氏名 

 Ｘ０１  Ｘ０２  Ｘ０３  Ｘ０４  

文字数 ３ ９ ３ ７ ３ ＭＡＸ１０００ ３ ＭＡＸ１０００ 

 

 

１８ １９ ２０ 

共有の特約等の事項 特約事項 記事（タイ トルなし） 

項目コード 共有の特約等の事項 項目コード 特約事項 項目コード 記事（タイトルなし） 

＃２４  ＃５１  ＃４４  

３ ＭＡＸ１０００ ３ ＭＡＸ１０００ ３ ＭＡＸ６０００ 
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4 ４．２．１ － 

 

 

（２）入力指示 

項番 項目名 項目 

コード 

内容 

０１ 登録番号 Ａ０１ 登録番号を入力する。 

０２ ０１繰り返し  登録番号が複数件存在する場合、項番０１を繰り返し入力する。 

０３ 登録義務者住所 Ｂ０１ 申請人（被承継人）の住所を入力する。 

０４ 登録義務者氏名 Ｂ０２ 被承継人の氏名（名称）を入力する。 

０５ 国籍・地域 Ｂ０３ １．被承継人の国籍・地域が外国の場合、国籍・地域コードを入力する。 

２．上記以外の場合、項目コードも含め入力しない。 

０６ 持分 Ｂ０４ １．被承継人の持分の記載がある場合、該当被承継人の持分を入力する。 

２．上記以外の場合、項目コードも含め入力しない。 

０７ ０３，０４，０５， 

０６繰り返し 

 被承継人が複数人存在する場合，項番０３，０４，０５，０６を繰り返し入力する。 

０８ 登録免許税 ￥ 登録免許税を入力する。 

０９ 登録権利者住所 Ｃ０１ 申請人（承継人）の住所を入力する。 

１０ 登録権利者氏名 Ｃ０２ 申請人（承継人）の氏名（名称）を入力する。 

１１ 国籍・地域 Ｃ０３ １．申請人（承継人）の国籍・地域が外国の場合、国籍・地域コードを入力する。 

２．上記以外の場合、項目コードも含め入力しない。 

１２ 持分 Ｃ０４ １．申請人（承継人）の持分の記載がある場合、該当申請人（承継人）の持分を入力する。 

２．上記以外の場合、項目コードも含め入力しない。 

１３ ０９，１０，１１， 

１２繰り返し 

 申請人（承継人）が複数人存在する場合，項番０９，１０，１１，１２を繰り返し入力する。 
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5 ４．２．１ － 

 

 

 

項番 項目名 項目 

コード 

内容 

１４ 代理人識別番号 Ｘ０１ １．代理人識別番号の記載がある場合，該当コードを入力する。 

２．上記以外の場合、項目コードも含め入力しない。 

１５ 郵便番号 Ｘ０２ １．代理人識別番号の記載がない場合、代理人の郵便番号を入力する。 

２．上記以外の場合、項目コードも含め入力しない。 

１６ 代理人住所 Ｘ０３ １．代理人識別番号の記載がない場合、代理人の住所を入力する。 

２．上記以外の場合、項目コードも含め入力しない。 

１７ 代理人氏名 Ｘ０４ １．代理人識別番号の記載がない場合、代理人の氏名を入力する。 

２．上記以外の場合、項目コードも含め入力しない。 

１８ 共有の特約等の事項 ＃２４ １．共有の特約等の事項・特約事項若しくは別段の定めの記載がある場合，該当項目を入力する。 

２．上記以外の場合，項目コードも含め入力しない。 

１９ 特約事項 ＃５１ １．項目コードも含め入力しない。 

２０ 記事(タイトルなし) ＃４４ １．特許庁による入力指示がある場合、指示された内容を入力する。 

２．上記以外の場合、項目コードも含め何も入力しない。 
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５．２ 氏名・住所原簿更正記事情報抽1 出仕様 － 1 

 

 

５．２ 氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様書 

 

５．２．１ 権利者、義務者、申請人、代理人、嘱託人、通知人等の氏名（名称）の抽出について【国内】（H11.4.1 変更） 

 

抽 出 基 準 入 力 例 
① 法人，団体の名称は、スペースの場合を除いて記載のとおり抽出

する。なお、スペースは詰めて抽出する。（代表者の名称は入力

しない。） 

ただし、（株）の記載があるときは、「株式会社」と抽出する。 

東 京 株式会社 －－＞  東京株式会社

株式会社  パテント アンド パテント 

－－＞ 株式会社パテントアンドパテント 

（日本パテント株式会社） 

－－＞ （日本パテント株式会社）

株式会社Ｊ－ＰＯ －－＞ 株式会社Ｊ－ＰＯ 

株式会社Ｊ―ＰＯ －－＞ 株式会社Ｊ―ＰＯ 

株式会社Ｊ-ＰＯ －－＞ 株式会社Ｊ-ＰＯ 

② 個人の氏名は、すべて記載のとおり抽出する。（「△（スペース）」

も含む） 

③ 「外 名」は入力しない。 

特許 太郎 －－＞ 特許 太郎 

特許太郎  －－＞ 特許太郎

特許太郎 外１名 －－＞ 特許太郎 

 

５．２．２ 権利者、義務者、申請人、代理人、嘱託人、通知人等の住所（居所等）の抽出について【国内】 
 

抽 出 基 準 入 力 例 
① すべて申請書通り抽出する。 千代田区霞が関 －－＞ 千代田区霞が関 

（※氏名では、（株）を「株式会社」と抽出するが、住所では（株） 京都市四条通二番３号 －－＞ 京都市四条通二番３号 

のままとする） １丁目３番２号（飯野ビル） －－＞ １丁目３番２号（飯野ビル） 

 １－３－２（飯野ビル） －－＞ １－３－２（飯野ビル） 
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５．２ 氏名・住所原簿更正記事情報抽2 出仕様 － 2 

 

 

 

抽 出 基 準 入 力 例 
 

 

②東京都府中市又は広島県府中市はその都県名の表示が省略されて

いる場合、行政区画便覧等で調査し都県名から抽出する。 

１―３―２（飯野ビル） －－＞ １―３―２（飯野ビル） 

１-３-２（飯野ビル） －－＞ １-３-２（飯野ビル） 

府中市～ －－＞ 広島県府中市～ 

いずれか 東京都府中市～ 

③複数番地及び特殊な表示は右記の例のように抽出する。 ６２５ 

６２６ 番地 －－＞ 
１ 

１５ ２ 番地 －－＞ 

 

～３号 特 許 ビ ル １ 

－－＞ 

〇〇株式会社 〇 〇 部門 

 

６２５・６２６番地 

１５△１／２△番地 

 

０ １ 

～３号△特許ビル１０１ 

－－＞ ○○株式会社○○部門 

 

 

④ 建物表示や社名部署等の中のスペースはカットし、詰めて抽出す 

る。 

 

５．２．３ 権利者、義務者、申請人、代理人、嘱託人、通知人等の氏名（名称）の抽出について【外国】 
 

抽 出 基 準 入 力 例 
すべて記載のとおり抽出する。（「、」「，」「‐」「－」 

「△（スペース）」等も含む 

ジャパン トレード リミティッド 

－－＞ ジャパン△トレード△リミティッド

エー、ビー、シー、コーポレーション 

－－＞ エー、ビー、シー、コーポレーション 

 
Agatha Christien limited 

 
Ægâtha Christiên limited 
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５．２ 氏名・住所原簿更正記事情報抽3 出仕様 － 3 

 

 

 

記号の後ろに△（スペース）がある場合は、△（スペース）を抽出し 

ない。 

アムカ△スキン△アンド△ボディ（ピィティワイ）リミテッド 

※実際の申請書では、リミテッドの前に△（スペース）が存在。 

 

５．２．４ 権利者、義務者、申請人、代理人、嘱託人、通知人等の住所（居所等）・国籍の抽出について【外国】 
 

抽 出 基 準 入 力 例 
①住所項目の入力に際しては、台湾を表す国名を除き、申請書通り

抽出する。 

紐育州 －－＞ 紐育州 注：紐育州（ニューヨーク州） 

②台湾を表す国籍・地域、国名は台湾に置き換えて抽出する。 

 

 

 

 

 

③国籍・地域項目の抽出に際しては、国・地域コード一覧表にある国

名はその国籍・地域コードを抽出する。表に存在しない国籍・地域

はコード‘ＸＸ’に続いて国名をそのまま抽出する。 

住所項目の場合 

中華民国台湾省台北市 －－＞ 台湾台北市

国籍・地域項目の場合 

中華民国台湾省 －－＞ ＴＷ 

 

米国 －－＞ ＵＳ 

オランダ国領アンチル －－＞ ＸＸオランダ国領アンチル 

④国際商標（マド・プロ）については、すべて記載のとおり抽出す

る。 

Portland House Place Road London M.K23 England 

Pörtlánd Höuse Plâce Röad Löndön M.K23 Englãnd 
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６．２ データの基本構成 － 1 

 

 

６．２ データの基本構成 

６．２．１ 通常移転申請書の申請書納品データの形式 

(1)移転申請書データはＭＱヘッダ部と実データ部（固定部、可変部）で構成される。 

ＭＱヘッダ部（36 バイト固定） 

 

(1)ＭＱヘッダ部の属性は 1 バイト英数字若しくはバイナリ（一連番号、データ部レングス長）である。 

 

 

実データ部 

ファイル 

ＩＤ 

移転 

コード 

受付年月日 受付番号 併
合
の
有
無 

出
直
識
別 

移
転
申
請
形
態 

項目１ 項目２  

 

 

・・・・ 

項目ｎ 

項
目
コ
ー
ド 

 

データ 

項
目
コ
ー
ド 

 

データ 

項
目
コ
ー
ド 

 

データ 

ＲＬＩ００１ ＮＮＸＮＮ ｇｙｙｍｍｄｄ ｎｎｎｎｎｎ－ｍ Ｘ Ｘ Ｘ Ａ０１ ｎｎｎｎｎｎｎ－ｍ・・・ｍ Ｂ０１ ＸＸ・・・ＸＸＸ Ｘｎｎ ＸＸ・・・ＸＸＸ 

固定部 可変部 

 

(1)実データ部の属性は２バイト全角文字である。 

(2)可変部は、項目コード（３桁）＋データ（可変長）の繰り返しである。 

(3)項目コードは各項目毎のデータ切り出し記号として使用する。 

(4)通常移転申請書の申請書納品データの項目コードを以下に示す。項目欄が‘－－－’の項目コードについては、移転申請書の種類により異なる。

詳細については項番４「項目コード付与基準」にて様式別に規定する。 

データ識別コード 作成年月日 作成時分秒 一連番号 データ部レングス長 予備 

RLI001 yyyymmdd hhmmss bbbb bbbb Xxxxxxxx 
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６．２ データの基本構成 － 2 

 

 

 

項番 項目コード 項 目  項番 項目コード 項 目  項番 項目コード 項 目 

１ Ａ０１ 登録番号  ８ Ｃ０３ －－－  １５ Ｅ０２ －－－ 

２ Ｂ０１ －－－  ９ Ｃ０４ －－－  １６ Ｅ０３ －－－ 

３ Ｂ０２ －－－  １０ Ｄ０１ －－－  １７ Ｅ０４ －－－ 

４ Ｂ０３ －－－  １１ Ｄ０２ －－－  １８ Ｆ０１ －－－ 

５ Ｂ０４ －－－  １２ Ｄ０３ －－－  １９ Ｆ０２ －－－ 

６ Ｃ０１ －－－  １３ Ｄ０４ －－－  ２０ Ｆ０３ －－－ 

７ Ｃ０２ －－－  １４ Ｅ０１ －－－  ２１ Ｆ０４ －－－ 

２２ Ｇ０１ －－－  ３４ Ｘ０１ 代理人コード  ４６ ￥ 登録免許税 

２３ Ｇ０２ －－－  ３５ Ｘ０２ 代理人郵便番号  ４７ ＃７７ 権利の表示 

２４ Ｇ０３ －－－  ３６ Ｘ０３ 代理人住所  ４８ ＃２４ 共有の特約等の事項 

２５ Ｇ０４ －－－  ３７ Ｘ０４ 代理人氏名  ４９ ＃５０ 担保すべき債権の範囲の定め 

２６ Ｈ０１ －－－  ３８ Ｘ０５ 代理人コード  ５０ ＃５１ 特約事項 

２７ Ｈ０２ －－－  ３９ Ｘ０６ 代理人郵便番号  ５１ ＃５９ 弁済期 

２８ Ｈ０３ －－－  ４０ Ｘ０７ 代理人住所  ５２ ＃６０ 利息の定め 

２９ Ｈ０４ －－－  ４１ Ｘ０８ 代理人氏名  ５３ ＃６４ 存続期間 

３０ Ｉ０１ －－－  ４２ ＠ 対価の額  ５４ ＃６５ 確定期日の定め 

３１ Ｉ０２ －－－  ４３ ＆ 対価の額又はその支払方法若

しくは時期の定め 

 ５５ ＃６６ 違約金若しくは賠償の額 

３２ Ｉ０３ －－－  ４４ ＃４３ 記事（タイトルあり）  ５６ ＃６７ 質権の定め 

３３ Ｉ０４ －－－  ４５ ＃４４ 記事（タイトルなし）  ５７ Ａ０２ 国際登録番号 

        ５８ Ａ０３ 事後指定年月日 
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特殊移転申請書共通の項目コード一覧（可変部１に格納するもの）【特許・実用・意匠・商標（国際商標を除く）】 

項番 項目コード ｱｲﾃﾑ ID 必須 項 目 

１ Ａ０１ △△△ ○ 登録番号 

２ ￥ △△△  登録免許税 

３ Ｃ０１ △△△  申請人住所 

４ Ｃ０２ △△△  申請人氏名 

５ Ｄ０１ △△△  外何名 

６ Ｘ０１ △△△  代理人コード 

７ Ｘ０２ △△△  代理人郵便番号（嘱託人または通知人郵便番号） 

８ Ｘ０３ △△△  代理人住所（嘱託人または通知人住所） 

９ Ｘ０４ △△△  代理人氏名（嘱託人または通知人氏名） 

１０ Ｘ０５ △△△  代理人コード 

１１ Ｘ０６ △△△  代理人郵便番号 

１２ Ｘ０７ △△△  代理人住所 

１３ Ｘ０８ △△△  代理人氏名 
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特殊移転申請書共通の項目コード一覧（可変部１に格納するもの）【国際商標】 

項番 項目コード ｱｲﾃﾑ ID 必須 項 目 

１ Ａ０２ △△△ ○ 国際登録番号 

２ Ａ０３ △△△  事後指定年月日 

３ ￥ △△△  登録免許税 

４ Ｃ０１ △△△  申請人住所 

５ Ｃ０２ △△△  申請人氏名 

６ Ｄ０１ △△△  外何名 

７ Ｘ０１ △△△  代理人コード 

８ Ｘ０２ △△△  代理人郵便番号（嘱託人または通知人郵便番号） 

９ Ｘ０３ △△△  代理人住所（嘱託人または通知人住所） 

１０ Ｘ０４ △△△  代理人氏名（嘱託人または通知人氏名） 

１１ Ｘ０５ △△△  代理人コード 

１２ Ｘ０６ △△△  代理人郵便番号 

１３ Ｘ０７ △△△  代理人住所 

１４ Ｘ０８ △△△  代理人氏名 

 

(5)可変部２について 

可変部２は、各特殊移転申請書固有の項目が格納される。項目コード一覧を以下に示す。なお、各項目コードがどの特殊移転申請書に含まれる

かは、移転申請書の種類により異なるため、項番４「項目コード付与基準」で様式別に規定する。 

特殊移転申請書固有の項目コード一覧（可変部２に格納するもの） 

項番 項目コード ｱｲﾃﾑ ID 項 目  項番 項目コード ｱｲﾃﾑ ID 項 目 

１ Ｇ０１ ０３７ 目的（タイトル）  ３ I01～I99 ０２５ 登録権利者持分 

２ Ｈ０１ ０７７ 権利の表示  ４ I01～I99 ０１９ 登録権利者住所 
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項番 項目コード ｱｲﾃﾑ ID 項 目  項番 項目コード ｱｲﾃﾑ ID 項 目 

５ I01～I99 ０７０ 登録権利者国籍・地域  ２７ I01～I99 １４０ 債権者住所 

６ I01～I99 ０２０ 登録権利者氏名  ２８ I01～I99 ０７０ 債権者国籍・地域 

７ I01～I99 ０２５ 通常実施権者持分  ２９ I01～I99 １４１ 債権者氏名 

８ I01～I99 １３０ 通常実施権者住所  ３０ I01～I99 ０２５ 質権者持分 

９ I01～I99 ０７０ 通常実施権者国籍・地域  ３１ I01～I99 １４６ 質権者住所 

１０ I01～I99 １３１ 通常実施権者氏名  ３２ I01～I99 ０７０ 質権者国籍・地域 

１１ I01～I99 ０２５ 通常使用権者持分  ３３ I01～I99 １４７ 質権者氏名 

１２ I01～I99 １３２ 通常使用権者住所  ３４ I01～I99 ０２５ 根質権者持分 

１３ I01～I99 ０７０ 通常使用権者国籍・地域  ３５ I01～I99 １４８ 根質権者住所 

１４ I01～I99 １３３ 通常使用権者氏名  ３６ I01～I99 ０７０ 根質権者国籍・地域 

１５ I01～I99 ０２５ 専用実施権者持分  ３７ I01～I99 １４９ 根質権者氏名 

１６ I01～I99 １３４ 専用実施権者住所  ３８ J01～J99 １４４ 通知人 

１７ I01～I99 ０７０ 専用実施権者国籍・地域  ３９ J01～J99 ０９０ 管理人住所 

１８ I01～I99 １３５ 専用実施権者氏名  ４０ J01～J99 ０７０ 国籍・地域（管理人） 

１９ I01～I99 ０２５ 専用使用権者持分  ４１ J01～J99 ０９１ 管理人氏名 

２０ I01～I99 １３６ 専用使用権者住所  ４２ J01～J99 １２９ 嘱託人 

２１ I01～I99 ０７０ 専用使用権者国籍・地域  ４３ Ｋ０１ ０４５ 実施権等の範囲 

２２ I01～I99 １３７ 専用使用権者氏名  ４４ Ｋ０１ ０８１ 地域 

２３ I01～I99 ０２５ 受託者持分  ４５ Ｋ０２ ０８２ 期間 

２４ I01～I99 １３８ 受託者住所  ４６ Ｋ０３ ０８３ 内容 

２５ I01～I99 ０７０ 受託者国籍・地域  ４７ Ｌ０１ ０４６ 対価の額 

２６ I01～I99 １３９ 受託者氏名  ４８ Ｌ０１ ０４７ 対価の額又はその支払方法若しくは 

時期の定め 
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項番 項目コード ｱｲﾃﾑ ID 項 目  項番 項目コード ｱｲﾃﾑ ID 項 目 

４９ M01/S01 ０５１ 特約事項  ６７ P01～P99 ０９６ 目的たる権利番号 

５０ Ｎ０１ ０５０ 担保すべき債権の範囲の定め  ６８ Ｑ０１ ０５２ 債権額 

５１ Ｎ０２ ０６５ 確定期日の定め  ６９ Ｑ０１ １２６ 債権極度額 

５２ Ｎ０１ ０５９ 弁済期  ７０ Ｑ０１ ０６９ 一部譲渡債権額（一部代位弁済債権額） 

５３ Ｎ０２ ０６０ 利息の定め  ７１ Ｒ０１ ０４０ 一部放棄に係る項目 

５４ Ｎ０３ ０６４ 存続期間  ７２ Ｓ01 １６９ 転質権者住所 

５５ Ｎ０４ ０６６ 違約金若しくは賠償の額  ７３ Ｓ01 １７０ 転質権者氏名 

５６ Ｎ０５ ０６７ 質権の定め  ７４ Ｓ01 １７１ 受益者住所 

５７ O01 １６６ 競売の権利  ７５ Ｓ01 １７２ 受益者氏名 

５８ O01 １６７ 競売の代価  ７６ Ｓ01 １７４ 代位者住所 

５９ O01 １６８ 弁済額  ７７ Ｓ01 １７５ 代位者氏名 

６０ O01 １７３ （根質権の表示） 
 ７８ Ｙ０１ ０２４ 共有の特約等の事項 

６１ O01 １７６ 代位原因  ７９ T01～T99 １４２ 連帯債務者住所 

６２ O01 １７９ 被担保債権及びその発生年月日並び 

に債権の設定及びその成立日 

 ８０ T01～T99 ０７０ 国籍（連帯債務者） 

 ８１ T01～T99 １４３ 連帯債務者氏名 

６３ O01 １８０ 被担保債権及びその発生年月日並び 

に追加担保契約及びその成立日 

 ８２ T01～T99 ０８４ 債務者住所 

 ８３ T01～T99 ０７０ 国籍・地域（債務者） 

６４ O01 １８１ 被担保債権及びその発生年月日並び 

に転質及びその成立日 

 ８４ T01～T99 ０８５ 債務者氏名 

 ８５ U01～U99 ０４３ 記事（タイトルあり） 

６５ O01 １８２ 被担保債権及びその発生年月日並び 

に譲渡及びその成立日 

 ８６ U01～U99 ０４４ 記事（タイトルなし） 

 ８７ Ｚ０２ ０３７ 目的 

６６ O01 １８３ 被担保債権及びその発生年月日並び 

に放棄及びその成立日 

 ８８ Ｚ０３ ０２３ 信託番号 
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６．２．３ 項目別原簿更正記事情報作成要領 

移転申請書から入力を行う項目とその入力要領を、項目別入力形式一覧に示す。移転申請書毎の入力項目及び入力順は項番４「項目コード付与基

準」で様式別に規定する。 

 

全項目共通事項                              １．

申請書上の記載が最大桁数及び固定桁数を超過する場合、以下のいずれかで対応する。 

(1)申請書一件を丸ごと入力せず、当該データを付箋リストに出力する。 

(2)特許庁に即時に問い合わせ対応する。 

２．特別のことわりがある場合を除き、項目名称は入力しない。

項目別入力形式一覧 

項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

１ ファイルＩＤ ６ 英字 ‘ＲＬＩ００１’ 1.‘ＲＬＩ００１’を入力する。  

２ 移転コード   ＮＮＸＮＮ 1.項番３「移転コード付与基準」に従って決定した

移転コードをそのまま入力する。 

例１ 

相続による特許権移転登録申請書 

↓ １３１１

１ 

 

 四法コード １ 数字 １≦Ｎ≦４orＮ=６ 

事項欄種別コード １ 数字 １≦Ｎ≦９ 

移転種別コード １ 英数字 １≦Ｘ≦９orＡ≦Ｘ≦Ｚ 

原因コード ２ 数字 ０１≦Ｎ≦９９ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

３ 受付年月日   ＧＹＹＭＭＤＤ 1. 申請書受領印の受付年月日の先頭元号コードを付与し、 

入力する。和暦年、月、日が１桁の場合、右詰めおよび上

位桁をゼロ埋めして入力する。 

例１ 

  特許庁  

 29．12．24  → ４２９１２２４ 

出願課 

 
例２ 

  特許庁  

  30．3．9  → ４３００３０９ 

出願課 

 

 元号コード １ 数字 １≦Ｇ≦５ 

和暦年 ２ 数字 ０１≦ＹＹ≦９９ 

月 ２ 数字 ０１≦ＭＭ≦１２ 

日 ２ 数字 ０１≦ＤＤ≦３１ 

４ 受付番号   ＮＮＮＮＮＮ－Ｍ または 

ＮＮＮＮＮＮ△△ 

1. 受付番号部分が６桁に満たない場合は右詰め、および上位

桁をゼロ埋めして入力する。 

2. 枝番が存在しない場合はハイフン、枝番ともにスペースを

入力する。 

例 1 

１２３４５６ → １２３４５６△△ 

3. 枝番が１桁の場合はそのまま入力する。

例 2 

１２３４－Ａ → ００１２３４－Ａ 

 

 受付番号 ６ 数字 ０＜ＮＮＮＮＮＮ 

ハイフン １ 英字 － または △ 

枝番 １ 英数字 １≦Ｍ≦９orＡ≦Ｍ≦Ｚ

または△ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

 受付番号の続き    
4.枝番が２桁の場合、数字を入力する。

例３ 

１２３４５６－１Ａ → １２３４５６－１ 

１２３４５６－１Ｂ  １２３４５６－１ 

 

５ 併合申請の有無 １ 数字 ０ または １ 1.特許（登録）番号の記載が一件の場合‘０’（単件）、複

数件の場合‘１’（併合）を入力する。 

例１ 

実用新案登録番号 第１２３４５６７号 

↓ 

０ 

例１ 

実用新案登録番号 第１２３４５６７号 

第２３４５６７８号 

↓ 

１ 

例２ 

特許番号 第１１１１１号 他１０件別紙目録の通り 

↓ 

１ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

６ 出直識別 １ 数字 ０ または １ または ２ 1.  発注時の庁の指示（移転送付表）により以下の様に入力

する。 

直 → ０（直接）

出 → １（郵送） 

ＯＬ → ２（オンライン）

例１ 

移転送付票 

特許 実用 意匠 商標 マドプロ

受付日  ６月２１日  出・直・ＯＬ 

→ １ 

開始受付番号 第 ２２７２ 号

最終受付番号 第  号

送付件数 １ 件 

 

７ 移転申請形態 １ 数字 １ または ２ または ３ 1.申請書の記載事項のパターンより移転申請形態を判断し

て以下のように入力する。表６．２．３－１参照。 

・登録権利者（承継人、申請人、嘱託人、通知人）

による単独申請 → １ 

・登録義務者による単独申請 → ２ 

・双方申請 → ３ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

       

８ 登録番号      

 
特許番号 

実用新案登録番号

意匠登録番号 

７ 数字 ＮＮＮＮＮＮＮ ０＜ＮＮＮＮ

ＮＮＮ 

1.登録番号の数字のみを入力する。７桁に満たない場合は右

詰め、および上位桁をゼロ埋めして入力する。 

例１ 

特許番号 特許第１２３４５６７号 

↓ １２

３４５６７ 

例２ 

特許番号 ０１２３４５６ 

↓ ０１

２３４５６ 

例３ 

実用新案登録番号 第１２３４５号 

↓ ００

１２３４５ 

例４ 

意匠登録番号 第１、２３４、５６７号 

↓ １２

３４５６７ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

    
 
ＮＮＮＮＮＮＮ〔－Ｍ～Ｍ〕 

 

1.登録番号部分については前記と同様に入力する。 

 

 商標登録番号 

 登録番号 ７ 数字 ０＜ＮＮＮＮＮＮＮ 

ハイフン １ 英字 － 2. 分割番号が存在しない場合、登録番号部分のみデータエン

トリする。 

3. 分割番号が存在する場合、分割番号の前に‘－’を付加し、

数字のみを、記載されている桁数分左詰めで入力する。 

例１ 

第１２３４号の１の２の１ 

↓ ０００１２３４－

１２１ 

例２ 

第１２３４号－１２１ 

↓ ０００１２３４－

１２１ 

分割番号 MAX 

３１ 

数字 Ｍ＝１or２ 

９  国際登録番号 １０  ＬＬＭＭＭＭＭＭＭＮ 1. １０桁の場合、国際登録番号をそのまま入力する。 

2. 上位１桁又は２桁目に‘Ｒ’が存在しない場合、上位２桁

目までを△△で埋める。その後に、登録番号を入力する。

ただし、登録番号が７桁存在しない場合は、７桁になるま

で上位部にゼロ埋めし７桁にし入力する。その後に、分割

番号（Ａ～Ｚの英字）が存在する場合、入力する。分割番

号が存在しない場合、△をデータエントリする。 

 

 
更新回数

登録番号

分割番号 

２ 

７ 

１ 

英数

数字

英字 

ＬＬ ＭＭＭＭ

ＭＭＭ Ｎ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

     
 

3. 上位１桁目に‘Ｒ’が存在する場合、上位１桁目に△で埋

め上位２桁目に‘Ｒ’を入力する。その後に、登録番号を

入力する。ただし、登録番号が７桁存在しない場合は、７

桁になるまで上位部にゼロ埋めし７桁にし入力する。その

後に、分割番号（Ａ～Ｚの英字）が存在する場合、入力す

る。分割番号が存在しない場合△を入力する。 

4. 上位２桁目に‘Ｒ’が存在する場合、上位２桁目そのまま

入力する。その後に、登録番号を入力する。ただし、登録

番号が７桁存在しない場合は、７桁になるまで上位部にゼ

ロ埋めし７桁にし入力する。その後に、分割番号（Ａ～Ｚ

の英字）が存在する場合、入力する。分割番号が存在しな

い場合△を入力する。 

 

例１ 

国際登録番号 第２Ｒ１２３４５６７Ａ号 

↓ ２Ｒ１２３４５

６７Ａ 

 

例２ 

国際登録番号 第１２３４５６７号 

↓ 

△△１２３４５６７△ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

     
 

例３ 

国際登録番号 第１２３４５６号 

↓ 

△△０１２３４５６△ 

 

例４ 

国際登録番号 第１２３４５６Ａ号 

↓ 

△△０１２３４５６Ａ 

 

例５ 

国際登録番号 第Ｒ１２３４５６７Ａ号 

↓ 

△Ｒ１２３４５６７Ａ 

例６ 

国際登録番号 第Ｒ１２３４５６Ａ号 

↓ 

△Ｒ０１２３４５６Ａ 

例７ 

国際登録番号 第２Ｒ１２３４５６７Ａ号 

↓ ２Ｒ１２３４５

６７Ａ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

     
 

例８ 

国際登録番号 第２Ｒ１２３４５号 

↓ ２Ｒ００１２３

４５△ 

 

１０ 事後指定年月日 ８ 数字 ＹＹＹＹＭＭＤＤ 1. ＹＹＹＹＭＭＤＤは西暦年月日で実在日である。 

(1)ＹＹＹＹは、西暦である。      (2)Ｍ

Ｍは、月である。 

(3)ＤＤは、日である。 

2. 和暦の場合、西暦に変換して入力する。 

3. 月及び日が１桁の場合、ゼロ埋めして入力する。

例１ 

事後指定年月日 ２０１８年１月８日 

↓ ２０１８

０１０８ 

 

例２ 

事後指定年月日 平成３０年１月８日 

↓ ２０１８

０１０８ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

       

１１ 指定商品区分 ２ 数字 ＮＮ 

 

０＜ＮＮ 

1.指定商品区分または指定役務区分の数字のみを入力する。 

１桁の場合は右詰め、および上位桁をゼロ埋めして入力す

る。 

例１ 

指定商品及び商品の区分 

第３０類 菓子、パン → ３０ 

 

例２ 

指定商品及び商品の区分 

第４類 歯磨き → ０４ 

 

例３ 

指定役務及び役務の区分 

第３６類 損害保険の引き受け → ３６ 

 

１２ 発明の数 ３ 数字 ＮＮＮ 

 

０＜ＮＮＮ 

1.発明の数または請求項の数を、３桁に満たない場合は右詰

め、および上位桁をゼロ埋めして入力する。 

 

例１ 

発明の数 １００ → １００

例２ 

発明の数 １ → ００１ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

     
 

例３ 

請求項の数 ２０ → ０２０ 

 

１３ 登録権利者住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 質権（根質権）、専用（通常）実施権（使用権）以外の

移転申請の場合、「項番５．２「氏名・住所に関する原簿

更正記事情報抽出仕様書」に従い、入力する。 

 

１４ 登録権利者氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 質権（根質権）、専用（通常）実施権（使用権）以外の

移転申請の場合、「項番５．２「氏名・住所に関する原簿

更正記事情報抽出仕様書」に従い、入力する。 

 

１５ 登録義務者住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕

様書」に従い、入力する。 

 

１６ 登録義務者氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕

様書」に従い、入力する。 

 

１７ 共有の特約等の事項 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 特記事項のうち、‘共有’または‘分割／不分割‘に関わ

る契約の記載事項をそのまま入力する。 

2. 特記事項のうち、‘共有’または‘分割／不分割‘に関わ

らないものをそのまま入力する。 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

     
 

例１ 

特約 毎年３月３１日迄に２５０，０００円を支払う。 

↓ 

毎年３月３１日迄に２５０，０００円を支払う。 

 

１８ 持分   ＮＮＮＮＮＭＭＭＭＭ 1.持分の数字のみを入力する。分子、分母がそれぞれ５桁に

満たない場合は右詰め、および上位桁をゼロ埋めする。漢

数字の場合は数字に直してから同様に入力する。 

例１ 

持分 １００００／５００００ 

↓ １００００５

００００ 

例２ 

持分 １／１０ → ００００１０００１０

例３ 

持分 五十分の一 → ００００１０００５０ 

 

 分子 ５ 数字 ０＜ＮＮＮＮＮ 

分母 ５ 数字 ０＜ＭＭＭＭＭ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

       

１９ 一部放棄に係る項目 MAX 

1000 

 Ｋ～Ｋ△ＫＫ～ＫＫ 1. タイトルを含めて以下の様に入力する。 

1.1 特許・実用の場合 

一部放棄に係る請求項△第１項、第２項 

1.2 意匠の場合 

一部放棄に係る類似意匠△類似意匠登録第１号、類似意 

匠登録第２号 

1.3 商標の場合 

(1) 区分≧３５の場合 

一部放棄に係る指定役務並びに役務の区分 

△第４２類△ソフトウェア 

(2) 区分≦３４の場合 

一部放棄に係る指定商品並びに商品の区分 

△第△１類△化学品 

(3) 放棄する区分の記載がない場合 

一部放棄に係る指定商品並びに商品の区分 

△第△△類△化学品 

区分の記載がない場合、区分にはスペースを入力する 

(4) 放棄する指定商品（役務）の区分が複数の場合

放棄する指定商品（役務）の区分があるだけ項目

コードから繰り返して入力する。 

 

 
タイトル 

 
漢字 特許・実用 

一部放棄に係る請求項

意匠 

一部放棄に係る類似意匠

商標 

区分≧３５の場合 

一部放棄に係る指定役務

並びに役務の区分 

区分≦３４の場合 

一部放棄に係る指定商品

並びに商品の区分 

スペース  漢字 △ 

内容 
 

漢字 特許・実用 

第ＸＸ項［、第ＸＸ項…］

意匠 

類似意匠登録第ＸＸ号［、

類似意匠登録第ＸＸ号…］ 

商標 

第ＸＸ類△ＫＫＫ～ＫＫＫ 
区分 商品（役務）名 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

 
 

一部放棄に係る項目の

続き 

   
 

Ｄ０１一部放棄に係る指定商品並びに商品の区分 

△第△１類△化学品       Ｄ０

１一部放棄に係る指定役務並びに役務の区分 

△第４２類△ソフトウエア 

(5)特定の区分を全て放棄する場合は、申請書に「全部」 

「全指定商品」または「全指定役務」と記載されて

いるので、「全部」という文言を入力する。 

「指定商品」「指定役務」の記載が無い場合も「全部」

と入力する。 

一部放棄に係る指定商品並びに商品の区分 

△第△１類△全部 

 

２０ 実施権等の範囲 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 「専用実施権の範囲」、「専用使用権の範囲」、「通常実

施権の範囲」、「通常使用権の範囲」について入力する。 

2. 記載内容が(1)地域、(2)期間、(3)内容、の項目に分かれて

いる場合、項目「地域」、「期間」、「内容」にそれぞれ

データエントリするので、本項目ではデータエントリしな

い。 

例１ 

専用使用権の範囲 

地域 日本国内全域 

期間 本商標権存続期間中 → 入力しない。 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

 
 

実施権等の範囲の続き 

   内容 指定商品 ウイスキー 

2.上記以外の場合、そのまま入力する。

例２ 

専用使用権の範囲 全部 → 全部 

 

２１ 対価の額 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 対価の額以外に、「支払方法」、「支払時期」についても

記載されている場合は、項目「対価の額又はその支払方法

若しくは時期の定め」で入力するので、本項目では入力し

ない。 

例１ 

対価 

対価の額 年間３００万円 

支払方法 商標権者が指定する銀行口座へ振込む

支払時期の定め 平成８年１２月末日 

↓ 

入力しない 

例２ 

対価 月額１１４，０００円を、存続期間満了になる迄

毎月末迄の銀行振り込みとする。 

↓ 

入力しない 

 

2. 上記以外の場合、金額は‘金ＮＮ～ＮＮ通貨単位’の形で

入力する。ＮＮ～ＮＮは数字である。漢数字の場合は数字 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

 
 

対価の額の続き 

   に直してから同様に入力する。 

ただし外国通貨単位の場合は、‘金’は入力しない。 

 

例３ 

対価の額 ９００，０００円也 

↓ 

金９０００００円 

例４ 

対価の額 金壱千万円 → 金１０００００００円

例５ 

対価の額 ５０００米国ドル 

↓ ５００

０米国ドル 

 

3.項番１、２以外の場合、そのまま入力する。

例６ 

対価の額 無償 → 無償

例７ 

対価の額 

実施権者が販売した許諾製品の正味ドル販売高の 

２．５％ 

↓ 

実施権者が販売した許諾製品の正味ドル販売高の 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

     ２．５％  

２２ 対価の額又はその支払方

法若しくは時期の定め 

MAX 

1000 

漢字 △ 

または ＫＫＫ

～ＫＫＫ 

1. 対価の額、支払方法、支払時期、の項目に分かれている場

合、スペース１桁を入力する。（対価の額、支払方法、支

払時期は記事（タイトルあり）で入力する。項番７３参照）

例１ 

対価の額又はその支払方法若しくは時期の定め

対価の額 年間３００万円 

支払方法 商標権者指定の銀行口座へ振込む

支払時期の定め 平成８年１２月末日 

↓ 

△ 

 

2. 各項目に分かれていないが、記事の中で前記の３項目につ

いて言及している場合、そのまま入力する。 

例２ 

対価の額 

月額１１４，０００円を、存続期間満了になる迄

毎月末迄の銀行振り込みとする。 

↓ 

月額１１４，０００円を、存続期間満了になる迄

毎月末迄の銀行振り込みとする。 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

       

２３ 担保すべき債権の範囲の

定め 

MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.そのまま入力する。

例１ 

担保すべき債権の 製版・印刷・製本等継続的商取引

範囲の定め 

↓ 

製版・印刷・製本等継続的商取引 

 

２４ 特約事項 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.何も入力しない。  

２５ 債権額 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 債権額が日本円の場合、‘金ＮＮ～ＮＮ円’の形で入力す

る。ＮＮ～ＮＮは数字である。漢数字の場合も数字で入力

する。 

例１ 

債権額 金５００，０００，０００円 

↓ 

金５００００００００円 

例２ 

債権額 金壱億五千万円 

↓ 

金１５０００００００円 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

 
 

債権額の続き 

   
 

2. 債権額が日本円以外の場合、‘ＮＮ～ＮＮ通貨単位’の

形で入力する。ＮＮ～ＮＮは数字である。漢数字の場合も

数字で入力する。 

例３ 

債権額 ５００，０００米ドル 

↓ ５００

０００米ドル 

 

２６ 弁済期 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 和暦で記載されている場合、そのまま入力する。 

 

例１ 

弁済期 平成２５年１月１日より平成３４年１２月 

３１日迄１０年間 

↓ 

平成２５年１月１日より平成３４年１２月 

３１日迄１０年間 

2. 西暦で記載されている場合、和暦に変換して入力する。

例２ 

弁済期 ２０１６年１月１日より２０２５年１２月 

３１日迄１０年間 

↓ 

平成２８年１月１日より平成３７年１２月 

３１日迄１０年間 

 



参考資料４ 

６．２ データの基本構成 － 28 

 

 

 

項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

       

２７ 利息の定め MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. そのまま入力する。

例１ 

利息の定め 年８．０％ → 年８．０％ 

 

２８ 存続期間 MAX 

125 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 和暦で記載されている場合、そのまま入力する。 

 

例１ 

存続期間 平成２６年２月２日から平成３１年２月 

１日迄 

↓ 

平成２６年２月２日から平成３１年２月 

１日迄 

 

2. 西暦で記載されている場合、和暦に変換して入力する。 

 

例２ 

存続期間 ２０１０年２月２日から２０１９年２月 

１日迄 

↓ 

平成２２年２月２日から平成３１年２月 

１日迄 

 

２９ 確定期日の定め MAX 漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. そのまま入力する。  
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

  
125 

    

３０ 違約金若しくは賠償の額 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 項目のタイトルが「違約金若しくは賠償の額」の場合、内

容をそのまま入力する。 

例１ 

違約金若しく 元金又は利息の支払を延滞した場合に

は賠償の額 は延滞期間中年１４％の割合による延 

滞損害金を支払う。 

↓ 

元金又は利息の支払を延滞した場合に

は延滞期間中年１４％の割合による延

滞損害金を支払う。 

 

2. 違約金、賠償金に関する項目で、タイトルが上記以外の場

合、‘タイトル△内容’の形式で入力する。 

例２ 

違約金の定め 元金又は利息の支払を延滞した場合に

は延滞期間中年１４％の割合による延

滞損害金を支払う。 

↓ 

違約金の定め△元金又は利息の支払を延滞した場合に

は延滞期間中年１４％の割合による延滞損害金を支払

う。 

例３ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

     延滞利息 年１４％ → 延滞利息△年１４％  

３１ 質権の定め MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. そのまま入力する。  

３２ 一部譲渡債権額 

（一部代位弁済債権額） 

MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.  一部譲渡債権額が日本円の場合、‘金ＮＮ～ＮＮ円’の

形で入力する。ＮＮ～ＮＮは数字である。漢数字の場合も

数字で入力する。 

例１ 

一部譲渡債権額 金５００，０００，０００円 

↓ 

金５００００００００円 

例２ 

一部譲渡債権額 金壱億五千万円 

↓ 

金１５０００００００円 

 

2. 一部譲渡債権額が日本円以外の場合、‘ＮＮ～ＮＮ通貨単

位’の形で入力する。ＮＮ～ＮＮは数字である。漢数字の

場合も数字で入力する。 

例３ 

一部譲渡債権額 ５００，０００米ドル 

↓ ５００

０００米ドル 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

       

３３ 国籍・地域   ｘｘＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 付録の国籍・地域コードテーブル一覧を基に、記載された

国籍・地域に対応する国籍・地域コードを特定し、国籍・

地域コードのみ入力する。 

 

例１ 

国籍・地域 アメリカ合衆国 → ＵＳ 

 

2. 記載された国籍・地域に対応する国籍・地域コードが存在

しない場合 

国籍・地域コードに‘ＸＸ’、国籍・地域名に記載内容を

そのまま入力する。 

 

例２ 

国籍・地域 オランダ国領アンチル 

↓     Ｘ

Ｘオランダ国領アンチル 

 

3. 住所(居所)及び氏名(名称)欄より、外国在住と判断できる場

合であって、国籍・地域の記載がない場合は、住所(居所)の

欄に記載された国と同位置の国籍・地域を上記項番１．又

は２．の要領で入力する。 

 

 国籍・地域コード ２ 英字 Ａ≦ｘ≦Ｚ 

国籍・地域名 MAX 

100 

漢字  
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

 
 

国籍・地域の続き 

   
 

例３ 

住所 オーストラリア国ウイーンエリザベートシュト

ラーセ１２ 

氏名 フェラニヒテ エーデルシュタール アクチ

エンゲルシャフト 

↓ 

ＡＵ 

 

4.住所(居所)が外国かつ日本人の場合、国籍・地域は日本（‘Ｊ 

Ｐ’）を設定する。（「在外邦人」と呼称する。） 

 

３４ 指定商品名 MAX 

6000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 指定商品名又は指定役務名に「全部」，「全指定商品」

または「全指定役務」と記載されている場合、「全部」と

いう文言を入力する。 

例１ 

指定商品並びに商品の区分 

△第△１類△全指定商品 → 全部 

2. 上記以外の場合，指定商品名又は指定役務名をそのまま

入力する。 

例１ 

指定商品並びに商品の区分 

第４類 歯磨き → 歯磨き 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

     
 

例２ 

指定役務並びに役務の区分 

第３６類 損害保険の引受 → 損害保険の引受 

 

例３ 

指定商品並びに商品の区分 

第１７類 被服，布製身回品，寝具類 

↓ 

被服，布製身回品，寝具類 

 

３５ 権利の表示 MAX1 

000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.当該権利自身を示す順位番号および権利名称を、スペース

を含む場合は除いて入力する。 

例１ 

権利の表示 順位第一番 専用使用権 

専用使用権の範囲 

地域 日本国全域 

期間 本商標権存続期間中

範囲 指定商品全部 

↓ 

順位第一番専用使用権 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

 
 

権利の表示の続き 

   
 

例２ 

権利の表示 乙区順位第２番専用実施権に設定された

丙区順位第２番通常実施権 

↓ 

丙区順位第２番通常実施権 

（当該権利自身を示す順位番号および権利名称） 

 

2. 権利の表示が必須項目であるのに権利の表示の項が無い 

場合で、申請書タイトルその他により当該権利の順位番号

及び権利名称を特定できる場合は、それを基にして入力す

る。 

 

例３ 

質権の目的たる権利の表示 

(1) 特許第７６５４３２１号 

(2) 特許第７６５４３２１号の順位第一番質権 

↓ 

順位第一番質権 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

 
 

権利の表示の続き 

   
 

例４ 

（順位第１番専用実施権についての順位第１番通常実

施権を目的とする）根質権設定登録申請書 

↓ 

順位第１番通常実施権 

（当該権利自身を示す順位番号および権利名称） 

 

３６ 申請人住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 双方申請の場合は登録義務者住所、単独申請の場合は申

請人住所を項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事

情報抽出仕様書」に従い、入力する。 

 

３７ 申請人氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.  双方申請の場合は登録義務者氏名、単独申請の場合は申

請人氏名を項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事

情報抽出仕様書」に従い、入力する。 

 

３８ 代理人識別番号 ９ 数字 ＮＮＮＮＮＮＮＮＮ 1. 番号が９桁の場合、（）をはずして、番号のみを入力する。

例１ 

(111111111)弁理士 特許代次郎 

↓ １１１１１１

１１１ 

2. 番号が９桁以外の場合、入力しない。 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

       

３９ 郵便番号 ７ 数字 ＮＮＮＮＮＮＮ 1. 代理人識別番号が記載されていない場合のみ、代理人の郵

便番号を数字のみ入力する。数字のみの桁数が７桁に満た

ない場合は左詰め、および下位桁をスペースで埋める。

例１ 

代理人 〒１００－１００１ 

住所 東京都千代田区丸の内ＸＸ番ＸＸ号

氏名 特許代次郎 

↓ １０

０１００１ 

例２ 

代理人 〒１００－１１ 

住所 東京都千代田区霞ヶ関ＸＸ番ＸＸ号

氏名 出願代次郎 

↓ １０

０１１△△ 

2. 代理人識別番号および郵便番号が無い場合は、何も入力し

ない。 

例３ 

代理人 住所 東京都千代田区霞ヶ関ＸＸ番ＸＸ号

氏名 出願代次郎 

↓ 

パンチ不要 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

       

４０ 代理人住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 嘱託書、通知書以外で、代理人識別番号が記載されていな

い場合、項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情

報抽出仕様書」に従い、入力する。 

例１ 

代理人 〒１００－１００１ 

住所 東京都千代田区丸の内ＸＸ番ＸＸ号

氏名 (111111111) 特許代次郎 

↓ 

入力しない（代理人識別番号がある為） 

 

2. 嘱託書および通知書の場合、嘱託人または通知人の所属す

る機関（裁判所、法務局等）の住所を調査し、項番４．３ 

「特殊申請書の可変部入力指示」に従い、入力する。 

 

４１ 代理人氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 嘱託書、通知書以外で、代理人識別番号が記載されていな

い場合、項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情

報抽出仕様書」に従い、入力する。 

例１ 

代理人 〒１００－１００１ 

住所 東京都千代田区丸の内ＸＸ番ＸＸ号

氏名 (111111111) 特許代次郎 

↓ 

 



参考資料４ 

６．２ データの基本構成 － 38 

 

 

 

項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

 
 

代理人氏名の続き 

   入力しない（代理人識別番号がある為） 

 

2.嘱託書および通知書の場合、嘱託人または通知人の氏名の

前をスペース１桁で区切り、その他のスペースは除いて

入力する。 

例２ 

大阪地方裁判所第一民事部 

裁判所書記官 嘱託 人三郎 

↓ 

大阪地方裁判所第一民事部裁判所書記官△嘱託人三郎

例３ 

東京法務局新宿出張所

登記官 通知 人三郎 

↓ 

東京法務局新宿出張所登記官△通知人三郎 

 

４２ 地域 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.そのまま入力する。

例１ 

専用使用権の範囲 

地域 日本国全域 

期間 本商標権存続期間中

範囲 指定商品全部 

↓ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

     日本国全域  

４３ 期間 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.そのまま入力する。

例１ 

専用使用権の範囲 

地域 日本国全域 

期間 本商標権存続期間中

範囲 指定商品全部 

↓ 

本商標権存続期間中 

 

４４ 内容 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.そのまま入力する。

例１ 

専用使用権の範囲 

地域 日本国全域 

期間 本商標権存続期間中

範囲 指定商品全部 

→ 指定商品全部 

 

４５ 債務者住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕

様書」に従い、入力する。 

 

４６ 債務者氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕

様書」に従い、入力する。 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

       

４７ 管理人住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕

様書」に従い、入力する。 

 

４８ 管理人氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.  項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕

様書」に従い、入力する。 

 

４９ 債権極度額 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.  債権極度額が日本円の場合、‘金ＮＮ～ＮＮ円’の形で

入力する。ＮＮ～ＮＮは数字である。漢数字の場合も数字

で入力する。 

例１ 

債権極度額 金５００，０００，０００円 

↓ 

金５００００００００円 

例２ 

債権極度額 金壱億五千万円 

↓ 

金１５０００００００円 

 

2.  債権極度額が日本円以外の場合、‘ＮＮ～ＮＮ通貨単位’

の形で入力する。ＮＮ～ＮＮは数字である。漢数字の場合

も数字で入力する。 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

 
 

債権極度額の続き 

   
 

例３ 

債権極度額 ５００，０００米ドル 

↓ ５００

０００米ドル 

 

５０ 嘱託人 MAX1 

000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.嘱託者の記述から、所属部課名及び氏名を除いて入力する。例

１ 

大阪地方裁判所第一民事部 

裁判所書記官 嘱託 人三郎 

↓ 

大阪地方裁判所裁判所書記官 

 

５１ 通常実施権者住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.通常実施権に関する移転申請の場合、登録権利者住所を項

番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様

書」に従い、入力する。 

 

５２ 通常実施権者氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.通常実施権に関する移転申請の場合、登録権利者氏名を項 

番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様

書」に従い、入力する。 

 

５３ 通常使用権者住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.通常使用権に関する移転申請の場合、登録権利者住所を項

番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様

書」に従い、入力する。 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

５４ 通常使用権者氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.通常使用権に関する移転申請の場合、登録権利者氏名を項

番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様

書」に従い、入力する。 

 

５５ 専用実施権者住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.専用実施権に関する移転申請の場合、登録権利者住所を項

番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様 

書」に従い、入力する。 

 

５６ 専用実施権者氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.専用実施権に関する移転申請の場合、登録権利者氏名を項

番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様

書」に従い、入力する。 

 

５７ 専用使用権者住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.専用使用権に関する移転申請の場合、登録権利者住所を項

番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様 

書」に従い、入力する。 

 

５８ 専用使用権者氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.専用使用権に関する移転申請の場合、登録権利者氏名を項

番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様

書」に従い、入力する。 

 

５９ 受託者住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕 

様書」に従い、入力する。 

 

６０ 受託者氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕

様書」に従い、入力する。 

 

６１ 債権者住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕 

様書」に従い、入力する。 

 

６２ 債権者氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕

様書」に従い、入力する。 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

６３ 連帯債務者住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕

様書」に従い、入力する。 

 

６４ 連帯債務者氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.項番５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕 

様書」に従い、入力する。 

 

６５ 質権者住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.質権に関する移転申請の場合、登録権利者住所を項番 ５．

２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様書」に従

い、入力する。 

 

６６ 質権者氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.質権に関する移転申請の場合、登録権利者氏名を項番 ５．

２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様書」 

に従い、入力する。 

 

６７ 根質権者住所 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.根質権に関する移転申請の場合、登録権利者住所を項番 

５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様書」

に従い、入力する。 

 

６８ 根質権者氏名 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 根質権に関する移転申請の場合、登録権利者氏名を項番 

５．２「氏名・住所に関する原簿更正記事情報抽出仕様書」

に従い、入力する。 

 

６９ 目的たる権利番号    
1. 目的たる権利番号の記載が登録番号形式の場合。 

1.1 特許・実用新案・意匠の場合。 

先頭に四法及びハイフンを付与し、登録番号の数字のみ

入力する。登録番号が７桁に満たない場合は右詰め、およ

び上位桁をゼロ埋めして入力する。 

 

 特許・実用新案・意匠   Ｎ－ＮＮＮＮＮＮＮ 

 四法 １ 数字 １≦Ｎ≦３ 

ハイフン １ 英字 － 

特許（登録）番号 ７ 数字 ０＜ＮＮＮＮＮＮＮ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

         
 

例１ 

特許番号 特許第１２３４５６７号 

↓ １－１２３４

５６７ 

例２ 

特許番号 ０１２３４５６ 

↓ １－０１２３４５

６ 

例３ 

実用新案登録番号 第１２３４５号 

↓ ２－００１２３４

５ 

例４ 

意匠登録番号 第１、２３４、５６７号 

↓ ３－１２

３４５６７ 

 

1.2 商標の場合。 

(1).登録番号部分については前記と同様に入力する 

 

(2)分割番号が存在しない場合、登録番号部分のみ入力す

る。 

 

 

商標 

  
 

４－ＮＮＮＮＮＮＮ〔－Ｍ～ 

Ｍ〕 

     

四法 １ 数字 ４ 

ハイフン １ 英字 － 

登録番号 ７ 数字 ０＜ＮＮＮＮＮＮＮ 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

 ハイフン

分割番号 

１ 

MAX 

英字

数字 

－ Ｍ＝１

or２ 

 

(3)分割番号が存在する場合、分割番号の前に‘－’を

付加し、数字のみを、記載されている桁数分左詰めで

入力する。 

 

例５ 

商標登録番号 商標第１２３４号の１の２の１ 

↓ ４－０００１２３４

－１２１ 

例６ 

商標登録番号 商標第１２３４号－１２１ 

↓ ４－０００１２３４－

１２１ 

 

2. 目的たる権利番号の記載が登録番号形式以外のものを

含む場合、登録番号形式のもののみ入力する。 

登録番号形式以外のものは入力しない。（記事（タイトル

無し）で、入力する。項番７４参照） 

 

例７ 

質権の目的たる (1)特許第１２３４５６７号 

権利の表示 (2)特許第１２３４５６７号について 

設定した順位第一番通常実施権 

↓ 

 

 

 

目的たる権利番号の続き 

３１   
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

     １－１２３４５６７ 

３. 目的たる権利番号の記載が登録番号形式以外の場合、

スペース１桁を入力する。（記事（タイトル無し）で、

入力する。項番７４参照） 

 

例８ 

質権の目的たる (1)特許第１２３４５６７号について

権利の表示  設定した順位第一番通常実施権 

↓ 

△ 

 

 目的たる権利番号の続き 

 

目的たる権利番号が

国際商標の場合 

 

 

 

四法 

ハイフン

更新回数

登録番号

分割番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

１ 

２ 

７ 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数字

英字

英数

数字

英字 

 

 

 

 

６－ＬＬＭＭＭＭＭＭＭＮ 

又は 

６－ＬＬＭＭＭＭＭＭＭＮＹ 

ＹＹＹＭＭＤＤ 

Ｎ=６ 

－ 

ＬＬ 

ＭＭＭＭＭＭＭ 

Ｎ 

 

4. 目的たる権利番号の記載が国際登録番号形式の場合。 

4.1 国際商標の場合。 

先頭に四法種別‘６’及びハイフン‘－’を付与し更新

回数、登録番号、分割番号を入力する。事後指定年月日が

存在する場合、ハイフン‘－’を付与し、続けて入力する。 

 

※更新回数、登録番号、分割番号、事後指定年月日の入力

形式は『項番９「国際登録番号」、項番１０「事後指定年

月日」』の入力形式に準ずる。 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

 ハイフン 

事後指定年月日 

１ 

８ 

英字

数字 

－ ＹＹＹＹＭＭ

ＤＤ 

 

例１ 

国際登録番号 第２Ｒ１２３４５６７Ａ号 

↓ ６－２Ｒ１２３

４５６７Ａ 

例２ 

国際登録番号 第Ｒ１２３４５６７Ａ号 

↓ ６－△Ｒ１２３

４５６７Ａ 

例３ 

国際登録番号 第１２３４５６号 

↓ ６－△△０１２３４５６

７△ 

例４ 

国際登録番号 第２Ｒ１２３４５６７Ａ号 事後指定

年月日２００１，１，１０ 

↓ ６－２Ｒ１２３４５６７

Ａ－２００１０１１０ 

例５ 

国際登録番号 第１２３４５号 事後指定年月日２０ 

０１，１，１０ 

↓ 

６－△△００１２３４５△－２００１０１１０ 

 



参考資料４ 

６．２ データの基本構成 － 48 

 

 

 

項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

       

７０ 通知人 MAX 

1000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 通知書登記官の記述から、所属部課名及び氏名を除いて

入力する。 

例１ 

東京法務局新宿出張所

登記官 通知 人三郎 

↓ 

東京法務局新宿出張所登記官 

 

７１ 登録免許税 MAX 

１５ 

数字 ＮＮＮ～ＮＮＮ 1. 登録免許税の欄に金額が記載されている場合、もしくは

送付票に登録免許税の額が記載されている場合は、数字

のみを記載されている桁数分左詰めで入力する。漢数字

の場合は数字に直してから同様に入力する 

例１ 

登録免許税 金５，０００円 → ５０００

例２ 

登録免許税 金壱千円 → １０００

例３ 

登録免許税 金１万８千円 → １８０００ 

2. 登録免許税が２つ以上に分割して記載されている場合は

総計を上記と同様に入力する。 

例４ 

登録免許税 移 転 分 １５，０００円 

信託抹消分 １，０００円 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

 
 

登録免許税の続き 

   ↓ １

６０００ 

例５ 

登録免許税 移 転 分 壱万五千円 

信託抹消分 壱千円 

↓ １

６０００ 

 

3. 登録免許税の欄に金額の記載が無い、または登録免許税

の欄そのものが無い場合、かつ印紙が貼付されていない

場合は‘０’を入力する。 

例６ 

登録免許税 登録免許税法第７条の規定により非課税 

↓ 

０ 

 

4. 登録免許税の欄が無くても、印紙が貼付されている場合は

貼付されている印紙の合計金額の数字のみを左詰めで 

入力する。 

 

７２ 外何名 MAX 

１４ 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1. 「外Ｘ～Ｘ名」の形式で左詰めで入力する。 

Ｘ～Ｘは、以下の要領で編集する。 

 

1.1 双方申請の場合。 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

  

 

外何名の続き 

   登録義務者が複数存在する場合、登録義務者数から１

マイナスした数。 

例１ 

申請人（登録権利者）

氏名 権利 一郎 

申請人（登録義務者） → 外２名

氏名 義務 一郎 

氏名 義務 二郎

氏名 義務 三郎 

1.2 単独申請の場合。 

申請人が複数存在する場合、申請人数から１マイナス

した数。 

例２ 

申請人（登録権利者）

氏名 権利 一郎 

氏名 権利 二郎 → 外１名

登録義務者 

氏名 義務 一郎

例３ 

登録権利者 

氏名 権利 一郎 

申請人（登録義務者） → 外２名

氏名 義務 一郎 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

     氏名 義務 二郎

氏名 義務 三郎 

 

７３ 信託番号 ５ 数字 ＮＮＮＮＮ 1. 信託登録申請書副本に、特許庁職員により信託番号が付与

されている場合、右詰め及び前をゼロ埋めして入力する。 

 

例１ 

信託番号 １００ → ００１００ 

 

７４ 目的（タイトル） MAX 

250 

漢字 【ＫＫＫ～ＫＫＫ】 1. 特殊申請（移転コード：ｘｘｘ９９）の場合に入力する。 

2. 移転申請書上の［登録の目的］の項の記載により，一意の

文言を【ＸＸＸＸ】の形で入力する。 

（詳細は付録６参照） 

例１ 

登録の目的 

順位第３番専用実施権の移転の仮登録 

  → 【専用実施権の移転の仮登録】 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

       

７５ 記事（タイトルあり） MAX 

6000 

 Ｋ～Ｋ△ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.本一覧表に規定した項目に当てはまらない項目のうち、項

目名称を持つ項目を、入力する。 

例１ 

対価の額、支払方法、支払時期、が別項目に分かれてい

る場合、１項目毎に１記事（タイトルあり）で入力する。 

 

対価の額又はその支払方法若しくは時期の定め

対価の額 年間３００万円 

支払方法 商標権者指定の銀行口座へ振込む

支払時期の定め 平成３０年１２月末日 

↓ 

対価の額△年間３００万円記事（タイトルあり） 

支払方法△商標権者指定の銀行口座へ振込む記事（タイトルあ

り）支払時期の定め△平成３０年１２月末日記事（タイトルあ

り） 

２．本項目は移転申請書の種類により、多くのパターンが 

存在する。詳細については項目コード付与基準（項番４）

を参照のこと。 

 

 項目名称 任意 漢字 

スペース １ △ 

記事 任意 漢字 
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７６ 記事（タイトルなし） MAX 

6000 

漢字 ＫＫＫ～ＫＫＫ 1.本一覧表に規定した項目に当てはまらない項目のうち、項

目名称を持たない項目をそのまま入力する。 

例１ 

目的たる権利番号の記載が登録番号形式以外のものを

含む場合、登録番号形式以外のものを権利単位に１つの 
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項番 項目名称 桁数 使用文字 入力形式 入力要領 備考 

  

 

記事（タイトルなし）の

続き 

   記事（タイトルなし）にて項番等の表示を削除し、下記

のように入力する。 

（権利の表示が複数存在する場合は、記事（タイトルなし）

の項目を繰り返し入力する。） 

 

質権の目的たる (1)特許第１２３４５６７号 

権利の表示 (2)特許第１２３４５６７号について 

設定した順位第一番通常実施権 

↓ 

特許第１２３４５６７号について設定した順位第一番

通常実施権 

２．本項目は移転申請書の種類により、多くのパターンが 

存在する。詳細については項番４「項目コード付与基準」

を参照のこと。 
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表６．２．３－１ 移転申請形態一覧 

移転申請書の記載事項のパターンより、移転申請形態を判断する。 

項番 移転コード 記載事項 移転申請形態 入力要領 備考 

１ Ｘ３１１１ 

Ｘ３１１５ 

ＸＸ２１１ 

ＸＸ２１５ 

ＸＸ３１１ 

ＸＸ３１５ 

ＸＸ３４５ 

Ｘ３１２１ 

Ｘ３１２２ 

ＸＸ２２５ 

ＸＸ２２６ 

ＸＸ３２５ 

ＸＸ３２６ 

ＸＸ３２７ 

ＸＸ３２８ 

例１ 

被承継人の表示 

申請人（承継人） 

例２ 

被承継人の表示 

申請人（承継人）

代理人 

承継人による単独申請 １  

２ Ｘ３１１３ 例１ 双方申請 ３  
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項番 移転コード 記載事項 移転申請形態 入力要領 備考 

 Ｘ３１１４ 

Ｘ３１１７ 

Ｘ３１１８ 

Ｘ３Ｇ９９ 

ＸＸ２０１ 

ＸＸ２１３ 

ＸＸ２１４ 

ＸＸ２１７ 

ＸＸ２１８ 

ＸＸ２２１ 

ＸＸ３０３ 

申請人（登録権利者）

申請人（登録義務者） 

例２ 

申請人（登録権利者）

申請人（登録義務者）

代理人 

例３ 

申請人（登録権利者）

代理人 

申請人（登録義務者） 

代理人 

 

 

双方申請 

 

 

３ 

 

 ＸＸ３０４ 

ＸＸ３１３ 

ＸＸ３１４ 

ＸＸ３１７ 

ＸＸ３１８ 

ＸＸ３２１ 

ＸＸ８０３ 

４１Ｔ０１ 

例４ 

申請人（登録権利者）

登録義務者 

例５ 

申請人（登録権利者）

登録義務者 

代理人 

登録権利者による単独申請 １  

例６ 

登録権利者 

申請人（登録義務者）

例７ 

登録権利者 

登録義務者による単独申請 ２ 
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項番 移転コード 記載事項 移転申請形態 入力要領 備考 

  申請人（登録義務者）

代理人 

   

３ ＸＸ２３０ 

ＸＸ３３０ 

ｘｘ３３３ 

例１ 

申請人（登録権利者，受託者）

申請人（登録義務者，委託者） 

例２ 

申請人（登録権利者，受託者）

申請人（登録義務者，委託者）

代理人 

双方申請 ３  

  例３ 

申請人（登録権利者，受託者）

代理人 

申請人（登録義務者，委託者） 

代理人 

双方申請 ３  

例４ 

申請人（登録権利者，受託者）

委託者 

例５ 

申請人（登録権利者，受託者）

委託者 

代理人 

受託者による単独申請 １ 
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項番 移転コード 記載事項 移転申請形態 入力要領 備考 

      

４ Ｘ３１３１ 

ＸＸ２３１ 

ＸＸ３３１ 

ｘｘ３３４ 

例１ 

申請人（登録権利者，受託者）

申請人（登録義務者，委託者） 

 

例２ 

申請人（登録権利者，受託者）

申請人（登録義務者，委託者）

代理人 

双方申請 ３  

４  例３ 

申請人（登録権利者，受託者）

代理人 

申請人（登録義務者，委託者） 

代理人 

双方申請 ３  

例４ 

登録権利者（受託者） 

申請人（登録義務者，委託者）

例５ 

登録権利者（受託者） 

受託者による単独申請 １ 
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項番 移転コード 記載事項 移転申請形態 入力要領 備考 

  申請人（登録義務者，委託者）

代理人 

   

５ Ｘ３１３２ 

ＸＸ２３２ 

ＸＸ３３２ 

ｘｘ３３５ 

例１ 

申請人（登録権利者，委託者，受益者

又は譲受人） 

申請人（登録義務者，受託者） 

 

例２ 

申請人（登録権利者，委託者，受益者

又は譲受人） 

申請人（登録義務者，受託者） 

代理人 

双方申請 ３  

      

  例３ 

申請人（登録権利者，委託者，受益者

又は譲受人） 

代理人 

申請人（登録義務者，受託者）

代理人 

双方申請 ３  
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項番 移転コード 記載事項 移転申請形態 入力要領 備考 

      

例４ 

申請人（登録権利者，委託者，受益者

又は譲受人） 

登録義務者（受託者）

例５ 

申請人（登録権利者，委託者，受益者

又は譲受人） 

登録義務者（受託者） 

代理人 

委託者による単独申請 １ 

６ Ｘ７４２１ 例１ 

特許権者の表示 

申請人（特許管理人） 

管理人による単独申請 １ 基本形   Ｘ

Ｘ権者の表示 

申請人（ＸＸ管理人） 

７ Ｘ７４２２ 例１ 

商標管理人の表示 

申請人（商標権者） 

登録権利者による単独申請 １ 基本形    Ｘ

Ｘ管理人の表示 申

請人（ＸＸ権者） 
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項番 移転コード 記載事項 移転申請形態 入力要領 備考 

８ ＸＸ５ＸＸ 

ＸＸ６ＸＸ 

表示変更

および 

表示更正 

移転申請書 

例１ 

申請人

例２ 

申請人

代理人 

登録名義人による単独申請 １  

９ ＸＸ８０１ 

ＸＸ８０２ 

ＸＸ８０５ 

４２８０５ 

例１ 

申請人（商標権者）

例２ 

申請人（意匠権者） 

代理人 

登録権利者による単独申請 １ 基本形 

申請人（ＸＸ権者） 

例３ 

申請人

例４ 

申請人 

代理人 

登録権利者による単独申請 ２ 

１０ ４１Ｌ８８ 例１ 

申請人（商標権者）

例２ 

申請人（商標権者）

代理人 

商標権者による単独申請 １ 基本形 

商標権者 

１１ Ｘ３Ｆ９９ 例１ 嘱託人による単独申請 １ 「嘱託者」の項目名称 
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項番 移転コード 記載事項 移転申請形態 入力要領 備考 

  登録権利者

登録義務者

嘱託者 

例２ 

嘱託者 

債権者＝登録権利者 

  は無い場合もある。 

１２ ＸＸＪ９９ 

ＸＸＫ９９ 

例１ 

嘱託者 

登録名義人＝登録権利者 

嘱託人による単独申請 １ 「嘱託者」の項目名称

は無い場合もある。 

１３ ＸＸＬ９９ 例１ 

申請人

例２ 

申請人 

代理人 

申請人による単独申請 １  

例３ 

嘱託者 

登録名義人＝登録権利者 

嘱託人による単独申請 １ 

１４ ＸＸＩ９９ 例１ 

通知人 

通知人による単独申請 １ 「通知人」の項目名称

は無い場合もある。 
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項番 移転コード 記載事項 移転申請形態 入力要領 備考 

１５ ４１Ｔ０２ 例１ 

申請人（商標権者）

例２ 

申請人（商標権者） 

代理人 

商標権者による単独申請 １  
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６．５ データチェック基準 

一申請書（ファイルＩＤ）単位にデータチェックを行う。 

６．５．１ 申請書受入ファイル固定部データチェック 

項番 項 目 名 桁数 属性 内 容 

１ ファイルＩＤ ６ Ｎ 1.‘ＲＬＩ００１’であること。 

２ 移転コード ５ Ｎ 1. 移転コードテーブルまたは特殊移転コードテーブルに存在すること。 

３ 受付年月日 ７ Ｎ 1. 以下の形式であること。 

ＧＹＹＭＭＤＤ 

(1) １≦Ｇ≦５であること。ＹＹは和暦年、ＭＭは月、ＤＤは日を示す数字であること。 

2. 実在日であること。 

４ 受付番号 ８ Ｎ 1. 以下の形式であること。 

ＮＮＮＮＮＮ－Ｍ 

(1) ＮＮＮＮＮＮはオールゼロ以外の数字であること。 

(2) Ｍ（枝番）が存在する（スペース以外である）場合は７桁目が‘－’で、かつＭ（枝番）

は１～９またはＡ～Ｚであること。 

(3) Ｍが存在しない（スペースである）場合は、７桁目もスペースであること。 

５ 併合申請の有無 １ Ｎ 1.ゼロまたは‘１’であること。 

６ 出直識別 １ Ｎ 1.ゼロまたは‘１’または‘２’であること。 

７ 移転申請形態 １ Ｎ 1.‘１’または‘２’または‘３’であること。 
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６．５．２ 通常申請時の可変部データチェック 

項番 項 目 名 ｱｲﾃﾑ ID 桁数 属性 内 容 

１ 特許番号 ００１ ７ Ｎ 1. オールゼロ以外の数字であること。 

２ 登録番号 ００２ MAX 

３９ 

Ｎ 1. ７桁以上であること。 

2. 以下の形式であること。 ＮＮＮＮＮ

ＮＮ－ＭＭＭ‥‥‥ＭＭＭ 

(1) ＮＮＮＮＮＮＮはオールゼロ以外の数字であること。 

(2) ９桁以上の場合、８桁目は‘－’であること。 

(3) ９桁以上の場合、Ｍは１または２であること。 

３ 指定商品区分 ０１０ ２ Ｎ 1. ０＜ＮＮ の数字であること。 

４ 発明の数 ０１１ ３ Ｎ 1. ０＜ＮＮＮ の数字であること。 

５ 登録権利者住所 ０１９ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

６ 登録権利者氏名 ０２０ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

７ 登録義務者住所 ０２１ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

８ 登録義務者氏名 ０２２ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

９ 信託番号 ０２３ ５ Ｎ 1. ０＜ＮＮＮＮＮ の数字であること。 

１０ 共有の特約等の事項 ０２４ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 
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項番 項 目 名 ｱｲﾃﾑ ID 桁数 属性 内 容 

１１ 持分 ０２５ １０ Ｎ 1. 以下の形式であること。 

ＮＮＮＮＮＭＭＭＭＭ 

(1) ０＜ＮＮＮＮＮ及び０＜ＭＭＭＭＭの数字であること。 

１２ 一部放棄に係る項目 ０４０ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

１３ 記事（タイトルあり） ０４３ MAX 

6000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

１４ 記事（タイトルなし） ０４４ MAX 

6000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

１５ 実施権等の範囲 ０４５ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

１６ 対価の額 ０４６ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

１７ 対価の額又はその支払方法

若しくは時期の定め 

０４７ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

１８ 担保すべき質権の範囲の定め ０５０ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

１９ 特約事項 ０５１ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

２０ 債権額 ０５２ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

２１ 登録免許税 ０５８ MAX 

１５ 

Ｎ 1.数字であること。 
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項番 項 目 名 ｱｲﾃﾑ ID 桁数 属性 内 容 

２２ 弁済期 ０５９ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

２３ 利息の定め ０６０ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

２４ 存続期間 ０６４ MAX 

250 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

２５ 確定期日の定め ０６５ MAX 

250 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

２６ 違約金若しくは賠償の額 ０６６ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

２７ 質権の定め ０６７ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

２８ 一部譲渡債権額（一部代位弁済

債権額） 

０６９ MAX 

1000 

Ｎ 1. 特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

２９ 国籍・地域 ０７０ MAX 

102 

Ｎ 1. 以下の形式であること。 

ｘｘ 

または ｘｘＫＫＫ

‥‥‥ＫＫＫ 

(1) ｘｘは英字であること。ＫＫＫ‥‥‥ＫＫＫは漢字またはカナ文字または英数字で

あること。 

(2) ｘｘが‘ＸＸ’（無国籍）の場合 

①ＫＫＫ‥‥‥ＫＫＫが存在すること。 
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項番  項 目 名 ｱｲﾃﾑ ID 桁数 属性 内 容 

 国籍・地域の続き    
(3)ｘｘが‘ＸＸ’以外の場合 

①ｘｘが国籍・地域コードテーブルに存在すること。 

②ＫＫＫ‥‥‥ＫＫＫはデータの有無に関わらず無視する。 

３０ 指定商品名 ０７２ MAX 

6000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

３１ 権利の表示 ０７７ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

３２ 申請人住所 ０７８ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

３３ 申請人氏名 ０７９ MAX 

1000 

Ｎ 1. 特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

 代理人表示  － － 1. 代理人識別番号がスペースでない場合、代理人識別番号のみチェックする。 

2. 上記以外の場合、郵便番号、代理人住所、代理人氏名をチェックする。 

３４ 
 

代理人識別番号 項目ｺｰﾄﾞ ９ Ｎ 1. 数字であること。 

  Ｘ０１    

  または    

  Ｘ０５    

３５ 郵便番号 項目ｺｰﾄﾞ 

Ｘ０１ 

７ Ｎ 1. ３桁、５桁、７桁の数字であること。 

2. 数字が７桁に満たない場合、下位桁はスペースであること。 

  または    

  Ｘ０５    
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項番 項 目 名 ｱｲﾃﾑ ID 桁数 属性 内 容 

３６  代理人住所 項目ｺｰﾄﾞ 

Ｘ０１ 

MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

  または   

  Ｘ０５   

３７ 代理人氏名 項目ｺｰﾄﾞ 

Ｘ０１ 

MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

  または   

  Ｘ０５   

３８ 地域 ０８１ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

３９ 期間 ０８２ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

４０ 内容 ０８３ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

４１ 債務者住所 ０８４ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

４２ 債務者氏名 ０８５ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

４３ 管理人住所 ０９０ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

４４ 管理人氏名 ０９１ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 
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項番 項 目 名 ｱｲﾃﾑ ID 桁数 属性 内 容 

４５ 目的たる権利番号 ０９６ １１

又 は 

MAX 

４３ 

Ｎ 1. 特許・実用・意匠・商標の場合、以下のいずれかの形式であること。

特許第ＮＮＮＮＮＮＮ号 

実用第ＮＮＮＮＮＮＮ号

意匠第ＮＮＮＮＮＮＮ号 

商標第ＮＮＮＮＮＮＮ号－ＭＭＭ‥‥‥ＭＭＭ (1)ＮＮ

ＮＮＮＮＮはオールゼロ以外の数字であること。 (2)商

標の場合 

(a) １３桁以上の場合、１２桁目が‘－’であること。 

(b)１３桁以上の場合、Ｍは１または２であること 

2. 国際商標の場合、以下のいずれかの形式であること。

国際登録第ＬＬＭＭＭＭＭＭＭＮ号 

国際登録第ＬＬＭＭＭＭＭＭＭＮ号－事後指定年月日ＹＹＹＹＭＭＤＤ 

(1)              ＬＬは、△△、△Ｒ、２Ｒであること。 

(2)      ＭＭＭＭＭＭＭは、オールゼロ以外の数字であること。 

(3) Ｎは、△またはＡ～Ｚの英字であること。 

(4) 事後指定年月日がある場合、１９桁であること。 

(5) １９桁の場合、１１桁目は‘－’であること。 

(6)        ＹＹＹＹは、西暦であること。 

(7) ＭＭは、月（０１～１２）であること。 

(8) ＤＤは、日（０１～３１）であること。 

４６ 指定商品又は指定役務の区分 １０４ ２ Ｎ 1. ０＜ＮＮ であること。 

４７ 指定役務名 １２５ MAX 

6000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 
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項番 項 目 名 ｱｲﾃﾑ ID 桁数 属性 内 容 

４８ 債権極度額 １２６ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

４９ 嘱託人 １２９ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

５０ 通常実施権者住所 １３０ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

５１ 通常実施権者氏名 １３１ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

５２ 通常使用権者住所 １３２ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

５３ 通常使用権者氏名 １３３ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

５４ 専用実施権者住所 １３４ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

５５ 専用実施権者氏名 １３５ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

５６ 専用使用権者住所 １３６ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

５７ 専用使用権者氏名 １３７ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

５８ 受託者住所 １３８ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 
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項番 項 目 名 ｱｲﾃﾑ ID 桁数 属性 内 容 

５９ 受託者氏名 １３９ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

６０ 債権者住所 １４０ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

６１ 債権者氏名 １４１ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

６２ 連帯債務者住所 １４２ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

６３ 連帯債務者氏名 １４３ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

６４ 質権者住所 １４６ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

６５ 質権者氏名 １４７ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

６６ 根質権者住所 １４８ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

６７ 根質権者氏名 １４９ MAX 

1000 

Ｎ 1. 特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

６８ 国際登録番号 １６２ １０ Ｎ 1. 以下のいずれかの形式であること。 

国際登録番号 第 LLMMMMMMMＮ号 

(1)ＬＬは、△△、△Ｒ、２Ｒであること。 

(2) ＭＭＭＭＭＭＭは、オールゼロ以外の数字であること。 

(3) Ｎは、△又はＡ～Ｚの英字であること。 
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項番 項 目 名 ｱｲﾃﾑ ID 桁数 属性 内 容 

６９ 事後指定年月日 １６３ ８ Ｎ 1. オールゼロ以外の数字であること。 

2. 以下の形式であること。 

ＹＹＹＹＭＭＤＤ 

(1) ＹＹＹＹは、西暦であること。   

(2) ＭＭは、月（０１～１２）であること。 

(3) ＤＤは、日（０１～３１）であること。 
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６．５．３ 特殊申請時の可変部データチェック ６．５．

３．１項目コードとアイテムＩＤの対応チェック 

 

項番 項 目 項目コード ｱｲﾃﾑ ID 項番 項 目 項目コード ｱｲﾃﾑ ID 

１ 登録番号 Ａ０１ △△△ ２３ 通常実施権者住所 I01～I99 １３０ 

２ 国際登録番号 Ａ０２ △△△ ２４ 通常実施権者国籍・地域 I01～I99 ０７０ 

３ 事後指定年月日 Ａ０３ △△△ ２５ 通常実施権者氏名 I01～I99 １３１ 

４ 登録免許税 ￥△△ △△△ ２６ 通常使用権者持分 I01～I99 ０２５ 

５ 申請人住所 Ｃ０１ △△△ ２７ 通常使用権者住所 I01～I99 １３２ 

６ 申請人氏名 Ｃ０２ △△△ ２８ 通常使用権者国籍・地域 I01～I99 ０７０ 

７ 外何名 Ｄ０１ △△△ ２９ 通常使用権者氏名 I01～I99 １３３ 

８ 代理人コード Ｘ０１ △△△ ３０ 専用実施権者持分 I01～I99 ０２５ 

９ 代理人郵便番号 Ｘ０２ △△△ ３１ 専用実施権者住所 I01～I99 １３４ 

１０ 代理人住所 Ｘ０３ △△△ ３２ 専用実施権者国籍・地域 I01～I99 ０７０ 

１１ 代理人氏名 Ｘ０４ △△△ ３３ 専用実施権者氏名 I01～I99 １３５ 

１２ 代理人コード Ｘ０５ △△△ ３４ 専用使用権者持分 I01～I99 ０２５ 

１３ 代理人郵便番号 Ｘ０６ △△△ ３５ 専用使用権者住所 I01～I99 １３６ 

１４ 代理人住所 Ｘ０７ △△△ ３６ 専用使用権者国籍・地域 I01～I99 ０７０ 

１５ 代理人氏名 Ｘ０８ △△△ ３７ 専用使用権者氏名 I01～I99 １３７ 

１６ 目的（タイトル） Ｇ０１ ０３７ ３８ 受託者持分 I01～I99 ０２５ 

１７ 権利の表示 Ｈ０１ ０７７ ３９ 受託者住所 I01～I99 １３８ 

１８ 登録権利者持分 I01～I99 ０２５ ４０ 受託者国籍・地域 I01～I99 ０７０ 

１９ 登録権利者住所 I01～I99 ０１９ ４１ 受託者氏名 I01～I99 １３９ 
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項番 項 目 項目コード ｱｲﾃﾑ ID 項番 項 目 項目コード ｱｲﾃﾑ ID 

２０ 登録権利者国籍・地域 I01～I99 ０７０ ４２ 債権者住所 I01～I99 １４０ 

２１ 登録権利者氏名 I01～I99 ０２０ ４３ 債権者国籍・地域 I01～I99 ０７０ 

２２ 通常実施権者持分 I01～I99 ０２５ ４４ 債権者氏名 I01～I99 １４１ 

４５ 質権者持分 I01～I99 ０２５ ６７ 弁済期 Ｎ０１ ０５９ 

４６ 質権者住所 I01～I99 １４６ ６８ 利息の定め Ｎ０２ ０６０ 

４７ 質権者国籍・地域 I01～I99 ０７０ ６９ 存続期間 Ｎ０３ ０６４ 

４８ 質権者氏名 I01～I99 １４７ ７０ 違約金若しくは賠償の額 Ｎ０４ ０６６ 

４９ 根質権者持分 I01～I99 ０２５ ７１ 質権の定め Ｎ０５ ０６７ 

５０ 根質権者住所 I01～I99 １４８ ７２ 競売の権利 O01～O99 １６６ 

５１ 根質権者国籍・地域 I01～I99 ０７０ ７３ 競売の代価 O01～O99 １６７ 

５２ 根質権者氏名 I01～I99 １４９ ７４ 弁済額 O01～O99 １６８ 

５３ 通知人 J01～J99 １４４ ７５ （根質権の表示） O01～O99 １７３ 

５４ 管理人住所 J01～J99 ０９０ ７６ 代位原因 O01～O99 １７６ 

５５ 国籍・地域（管理人） J01～J99 ０７０ ７７ 被担保債権及びその発生年月日並びに債 

権の設定及びその成立日 

O01～O99 １７９ 

５６ 管理人氏名 J01～J99 ０９１ 

５７ 嘱託人 J01～J99 １２９ ７８ 被担保債権及びその発生年月日並びに追 

加担保契約及びその成立日 

O01～O99 １８０ 

５８ 実施権等の範囲 Ｋ０１ ０４５ 

５９ 地域 Ｋ０１ ０８１ ７９ 被担保債権及びその発生年月日並びに転 

質及びその成立日 

O01～O99 １８１ 

６０ 期間 Ｋ０２ ０８２ 

６１ 内容 Ｋ０３ ０８３ ８０ 被担保債権及びその発生年月日並びに譲 

渡及びその成立日 

O01～O99 １８２ 

６２ 対価の額 Ｌ０１ ０４６ 

６３ 対価の額又はその支払方法若しくは時期 

の定め 

Ｌ０１ ０４７ ８１ 被担保債権及びその発生年月日並びに放 

棄及びその成立日 

O01～O99 １８３ 
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項番 項 目 項目コード ｱｲﾃﾑ ID 項番 項 目 項目コード ｱｲﾃﾑ ID 

６４ 特約事項 M01/S01 ０５１ ８２ 転質権者住所 O01～O99 １６９ 

６５ 担保すべき債権の範囲の定め Ｎ０１ ０５０ ８３ 転質権者氏名 O01～O99 １７０ 

６６ 確定期日の定め Ｎ０２ ０６５ ８４ 受益者住所 O01～O99 １７１ 

８５ 一部譲渡債権額（一部代位弁済債権額） Ｑ０１ ０６９ ９５ 国籍・地域（連帯債務者） T01～T99 ０７０ 

８６ 一部放棄に係る項目 Ｒ０１ ０４０ ９６ 連帯債務者氏名 T01～T99 １４３ 

８７ 転質権者住所 Ｓ０１ １６９ ９７ 債務者住所 T01～T99 ０８４ 

８８ 転質権者氏名 Ｓ０１ １７０ ９８ 国籍・地域（債務者） T01～T99 ０７０ 

８９ 受益者住所 Ｓ０１ １７１ ９９ 債務者氏名 T01～T99 ０８５ 

９０ 受益者氏名 Ｓ０１ １７２ 100 記事（タイトルあり） U01～U99 ０４３ 

９１ 代位者住所 Ｓ０１ １７４ 101 記事（タイトルなし） U01～U99 ０４４ 

９２ 代位者氏名 Ｓ０１ １７５ 102 目的 Ｚ０２ ０３７ 

９３ 共有の特約等の事項 Ｙ０１ ０２４ 103 信託番号 Ｚ０３ ０２３ 

９４ 連帯債務者住所 T01～T99 １４２ 104 原因 Ｚ０４ ０３６ 
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６．５．３．２ 項目コードのみ入力される（アイテムＩＤが存在しない）項目のチェック 

項番 項 目 名 項目コード 桁数 属性 内 容 

１ 登録番号 Ａ０１ MAX 

３９ 

Ｎ 1. ７桁以上であること。 

2. 以下の形式であること。 ＮＮＮＮＮ

ＮＮ－ＭＭＭ‥‥‥ＭＭＭ 

(1) ＮＮＮＮＮＮＮはオールゼロ以外の数字であること。 

(2)９桁以上の場合、８桁目は‘－’であること。 

(3)９桁以上の場合、Ｍは１または２であること。 

２ 国際登録番号 Ａ０２ １０ Ｎ 1. 以下の形式であること。 

国際登録番号 第 LLMMMMMMMＮ号 

(1)ＬＬは、△△、△Ｒ、２Ｒであること。 

(2) ＭＭＭＭＭＭＭは、オールゼロ以外の数字であること。 

(3) Ｎは、△又はＡ～Ｚの英字であること。 

３ 事後指定年月日 Ａ０３ ８ Ｎ 1. 数字であること。 

2. 以下の形式であること。 

YYYYMMDD 

(1) YYYY は西暦であること。 

(2) MM は月（０１から１２）であること。 

(3) DD は日（０１から３１）であること。 

４ 登録免許税 ￥△△ MAX 

１５ 

Ｎ 1.数字であること。 

５ 申請人住所 Ｃ０１ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 
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項番 項 目 名 項目コード 桁数 属性 内 容 

６ 申請人氏名 Ｃ０２ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

７ 他何名 Ｄ０１ MAX 

１４ 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

８ 代理人識別番号 Ｘ０１

または 

Ｘ０５ 

９ Ｎ 1. 数字であること。 

９ 郵便番号 Ｘ０２

または 

ｘ０６ 

７ Ｎ 1. ３桁、５桁、７桁の数字であること。 

2. ７桁に満たない場合、下位桁はスペースであること。 

１０ 代理人住所 Ｘ０３

または 

Ｘ０７ 

MAX 

1000 

Ｎ 1. 特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

１１ 代理人氏名 Ｘ０４ 

または 

Ｘ０８ 

MAX 

1000 

Ｎ 1. 特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 
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６．５．３．３ アイテムＩＤが存在する項目（６．５．３．２以外）のチェック 

通常申請時の申請書受入ファイル可変部データと重複する項目については同様のチェックを行う。それ以外の（特殊移転申請特有の）項目について

は下記のチェックを行う。 

項番 項 目 名 ｱｲﾃﾑ ID 桁数 属性 内 容 

１ 原因 ０３６ MAX 

250 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 

２ 目的 ０３７ MAX 

250 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理 

全体に関する事項の３．参照） 

３ 通知人 １４４ MAX 

1000 

Ｎ 1.特許庁が指定するコードであること。（詳細は項番６．１原簿更正記事情報作成処理

全体に関する事項の３．参照） 
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６．６ 早期受付情報データ 

 

（１） 早期受付情報データは、ＴＸＴ形式のファイル（RD11.txt）とする。 

 

（２） 早期受付情報データは申請書単位で作成する。同一番号が複数ある場合、複数作成する。 

移転申請書の受付番号に枝番（Ａ，Ｂ）がある場合など、同じ登録番号が存在するが、受付番号Ａ、受付番号Ｂの両方の登録番号を重複で作

成する。 

 

（３） データ項目 

４法，登録番号，分割番号，予備 

 

（４）文字コードについて 

文字コードは、ＳＪＩＳコードで作成すること。 

 

（５）データレイアウト 

付録７：ファイルデータ構造仕様（移転受付登録番号一覧ファイル）を参照。 

項番 １ ２ ３ ４ 

項目名 四法 登録番号 分割番号 予備 

文字種別 漢字 漢字 漢字 漢字 

桁数 １ ７ ３１ １ 

属性 Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ 

バイト数 ２ １４ ６２ ２ 
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（６）入力指示 

 

項番 項目名 内容 

０１ 四法 １：特許 ２：実用 ３：意匠 ４：商標 ただし、６：国際商標は対象外とする。 

０２ 登録番号 １．登録番号を入力する。 

０３ 分割番号 １．分割番号を入力する。        

２．分割番号がない場合はスペースを入力する。 

０４ 予備 １．スペースを入力する。 
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６．７ 移転送付先情報データ 

 

（１） 提出用データ 

移転申請書の送付先単位にデータを作成する。（※移転申請書（マドプロ）・手続補正書は、データ作成の対象外とする。）

付録７：ファイルデータ構造仕様（移転送付先情報データファイル）を参照。 

 

（２） 記録形式 

記録形式 Open SSL による AES256CBC を使用した暗号化。 

               （※令和９年１月４日以降の納入物件については、Open SSLによる暗号化を行わず納品すること。） 

ファイル名 ＲＢＩ１Ｊ０（※実際のファイル名は半角となります） 

使用コード ＳＪＩＳ 

 

（３） データ項目 

四法コード，受付年月日，移転受付番号，当日繰り返し番号，送付先種別，送付先識別番号，送付先住所，送付先氏名，予備 

 

（４） 文字コードについて 

文字コードは、ＳＪＩＳコードで作成すること。 
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（５）データ作成対象の特定について 

以下１５のケースにしたがい、データ作成対象を特定する。 

ただし、登録権利者・登録義務者どちらの代理人であるかが申請書に明示的に記載されていない場合には、下記のとおり特定する。

申請人（登録権利者）、代理人Ａ、申請人（登録義務者） → ケース３と同様（登録権利者の代理人とする） 

申請人（登録権利者）、申請人（登録義務者）、代理人Ａ → ケース９と同様（双方代理と特定し、登録権利者の代理人とする） 

 

なお、データ作成対象欄に下線が引かれている者が複数名記載されている場合、全員分のデータを作成すること。 

代理人が複数名記載されている場合、登録権利者側の代理人と登録義務者側の代理人、それぞれ先頭に記載された代理人のみデータを作成す

ること。 

また、特許庁職員が移転申請書にデータ作成対象を直接指定している場合があるため、その場合は指示に従うこと。（嘱託書を含む） 

 

ケース 例 データ作成対象 

１ 登録権利者と登録義務

者による共同申請 

申請人（登録権利者）  申請人（登録義務者）  申請人（登録権利者）      

申請人（登録義務者） 

２ 登録権利者の代理人Ａ

と登録義務者の代理人 

Ｂによる共同申請 

申請人（登録権利者） 代理人Ａ 申請人（登録義務者） 代理人Ｂ 代理人Ａ

代理人Ｂ 

３ 登録権利者の代理人Ａ

と登録義務者による共 

同申請 

申請人（登録権利者） 代理人Ａ 申請人（登録義務者）  代理人Ａ 

申請人（登録義務者） 

４ 登録権利者と登録義務

者の代理人Ａによる共

同申請 

申請人（登録権利者）  申請人（登録義務者） 代理人Ａ 申請人（登録権利者）

代理人Ａ 

５ 登録権利者による単独 申請人（登録権利者）  登録義務者  申請人（登録権利者） 
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 申請      

６ 登録権利者の代理人Ａ

による単独申請 

申請人（登録権利者） 代理人Ａ 登録義務者  代理人Ａ 

７ 登録義務者による単独

申請 

登録権利者  申請人（登録義務者）  申請人（登録義務者） 

８ 登録義務者の代理人Ａ

による単独申請 

登録権利者  申請人（登録義務者） 代理人Ａ 代理人Ａ 

９ 登録権利者の代理人Ａ

と登録義務者の代理人 

Ａによる共同申請 

申請人（登録権利者） 代理人Ａ 申請人（登録義務者） 代理人Ａ 代理人Ａ 

※申請人（登録権利者）の代理

人として１レコードを作成す

る。 

10 登録名義人による申請 

（抹消登録申請を含む） 

登録名義人    登録名義人 

11 登録名義人の代理人Ａ

による申請 

（抹消登録申請を含む） 

登録名義人 代理人Ａ   代理人Ａ 

12 代位申請人による申請 代位申請人    代位申請人 

13 代位申請人の代理人Ａ

による申請 

代位申請人 代理人Ａ   代理人Ａ 

14 承継人・相続人による

申請 

承継人・相続人    承継人・相続人 

15 承継人・相続人による

申請 

承継人・相続人 代理人Ａ   代理人Ａ 
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（６）データレイアウト 

付録７：詳細は、ファイルデータ構造仕様（移転送付先情報データファイル）を参照。 

項番 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

項目名 四法

コード 

受付年月日 移転 

受付番号 

当日繰り返

し番号 

送付先

種別 

送付先

識別番号 

送付先住所 送付先氏名 予備 

桁数 １ ８ ８ ２ １ ９ ２００ ２００ ５１ 

バイト数 １ ８ ８ ２ １ ９ ４００ ４００ ５１ 

 

（７）入力指示 

６．７（５）で特定した送付先について、以下のデータを作成すること。 

なお、送付先が複数となる場合は、以下の項番１～９までのセットを複数回分作成する。 

また、特許庁職員の指示により、送付先情報を作成する必要がない移転申請書については、データを作成しない。 

項番 項目名 内容 

１ 四法コード １：特許 ２：実用 ３：意匠 ４：商標（※６：国際商標は対象外とする。） 

２ 受付年月日 YYYYMMDD 形式で入力する。 

３ 移転受付番号 999999-X 形式で入力する。ただし、枝番が無い場合は、後ろ２桁を半角スペースとする。 

例）枝番あり 012345-A 、 枝番なし 123456△△ 

４ 当日繰り返し

番号 

同日に同一の移転受付番号（999999-X）を複数投入する場合は、本体の移転パンチデータを入力する順番と

同じ順番で、移転申請書の単位ごとに 01 から連番を付与する。（※） 

５ 送付先種別 1：権利者申請人、2：義務者申請人、3：権利者代理人、4：義務者代理人、9：その他

なお、以下に記載のケースについては、例示にしたがい送付先種別を特定する。 

・移転申請（一般承継）の場合 

承継人・相続人による手続：1（権利者申請人）、代理人による手続：3（権利者代理人） 

・登録名義人・代位申請人の表示変更の場合 
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項番 項目名 内容 

  登録名義人・代位申請人による手続：1（権利者申請人）、代理人による手続：3（権利者代理人） 

・嘱託の場合 9（その他） 

６ 送付先識別番号 移転申請書に記載のある、申請人または代理人の申請人識別番号を 9 桁で設定する。なお、9 桁に満たない

場合は、前ゼロ埋めする。 

また、申請人識別番号の記載がない場合は、初期値(半角スペース 9 桁）を設定する。 

７ 送付先住所 移転申請書の申請人または代理人の住所を設定する。 

200 文字に満たない場合は、200 文字になるまで全角スペース埋めを行う。なお、住所が 200 文字を超える場 

合は 200 文字で打ち切る。 

８ 送付先氏名 移転申請書の申請人または代理人の氏名（名称）を設定する。 

200 文字に満たない場合は、200 文字になるまで全角スペース埋めを行う。なお、氏名（名称）が 200 文字を 

超える場合は 200 文字で打ち切る。 

９ 予備 半角スペースを 51 バイト分設定する。 

 

（※）「当日繰り返し番号」について 

当日投入する移転受付番号（XXXXXX-X）に同一の番号が複数存在する場合、以下にならい「当日繰り返し番号」を連番で付与する。

例） ■移転パンチデータ ■移転送付先情報データ 

 

 

 

 

移転受付番号：001042-1 

 

移転コード：43803（契約解除） 

 

移転受付番号：001042-1 

 

移転コード：43113（譲渡） 

 

移転受付番号：001042-1 当日繰り返し番号：01、送付先A 

移転受付番号：001042-1 当日繰り返し番号：01、送付先 B 

移転受付番号：001042-1 当日繰り返し番号：02、送付先 C 

移転受付番号：001042-1 当日繰り返し番号：02、送付先D 
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６．８ 手続補正書データ 

 

 

（１） 提出用データ 

手続補正書単位にデータを作成する。 

付録７：ファイルデータ構造仕様（手続補正書データファイル）を参照。 

 

（２） 記録形式 

記録形式 Open SSL による AES256CBC を使用した暗号化。 

                  （※令和９年１月４日以降の納入物件については、Open SSLによる暗号化を行わず納品すること。） 

ファイル名 ＲＢＩ３Ａ０（※実際のファイル名は半角となります） 

使用コード ＳＪＩＳ 

 

（３） データ項目 

書類種別，四法，起案番号，提出日、差出日又は受付日，受付番号，予備 
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（４）データレイアウト 

※手続補正書データはＭＱヘッダなし。８０バイト固定長。 

付録７：ファイルデータ構造仕様（手続補正書データファイル）を参照。 

 

項番 ０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ 

項目名 書類種別 四法 起案番号 提出日、差出日

又は受付日 

受付番号 予備 

文字種別 漢字（全角） 漢字（全角） 漢字（全角） 漢字（全角） 漢字（全角） 漢字（全角） 

桁数 １ １ ８ ８ ８ １４ 

属性 Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ 

バイト数 ２ ２ １６ １６ １６ ２８ 

 

 

（５）入力指示 

 

項番 項目名 内容 

０１ 書類種別 書類名が「手続補正書」の場合、‘１’を入力する。 

０２ 四法 １．四法は「特許」「実用新案（実用）」「意匠」「商標」を指す。

四法が「特許」の場合‘１’を入力する。 

四法が「実用（新案）」の場合‘２’を入力する。

四法が「意匠」の場合‘３’を入力する。 

四法が「商標」の場合‘４’を入力する。 

２．以下の順位でコードに変換し入力する。 

①特許（登録）番号（７桁の数字）の前に四法（「特許」「実用（新案）」「意匠」「商標」）の記載が 
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項番 項目名 内容 

  ある場合は記載された四法を入力する。 

②特許（登録）番号（７桁の数字）が複数記載され、複数の四法が記載されている場合は、先頭の番号に

記載された四法を入力する。 

③特許（登録）番号（７桁の数字）の前に四法の記載がない場合は書類の項目名「１．○○番号」に記載

された四法を入力する。 

０３ 起案番号 起案番号は「和暦（２）＋ハイフン‘－’（１）＋番号（５）」または 

「西暦（４）＋ハイフン‘－’（１）＋番号（５）」で記載される。 

ただし、「西暦の下２桁（２）＋ハイフン‘－’（１）＋番号（５）」で記載される場合がある。

和暦が‘３０’または‘３１’以外の場合、西暦と判断する。 

元号（１）＋和暦（２）＋番号（５）または元号（１）＋西暦下二桁（２）＋番号（５）を入力する。 

 

１．元号を以下のコードで入力する。 

明治：‘１’，大正：‘２’，昭和：‘３’，平成：‘４’，令和：‘５’，西暦：‘０’ 

２．和暦・西暦 

①和暦を入力する。 

②西暦４桁の場合、下２桁を入力する。 

３．番号 

番号を入力する。記載された番号が５桁に満たない場合は右詰め及び上位桁をゼロ埋めして入力し、５桁

とする。 

起案番号の記載がない場合は全てスペースを入力する。

例：和暦の場合 

平成３１－０００１１ → ４３１０００１１ 
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項番 項目名 内容 

  例：西暦の場合 

２０１９－０００２２ → ０１９０００２２ 

１９－０００３３ → ０１９０００３３ 

０４ 提出日、差出日又

は受付日 

「提出日」は、書面右上部に記載された日付を指す。 

「差出日」は、提出日の上部又は下部に「平成○年○月○日差出」と記載された日付を指す。 

「受付日」は、特許庁が押印した日付印の日付を指す。 

 

１．提出日、差出日又は受付日（全て和暦）を以下の順位で、西暦に変換して入力する。 

①提出日の周囲に適マークがある場合は「提出日」を入力する。 

②提出日の周囲に適マークがなく、提出日の上部又下部に「平成○年○月○日差出」の記載がある場合は 

「差出日」を入力する。 

③提出日の周囲に適マークがなく、差出日の記載がない場合は「受付日」を入力する。 

２．月、日が１桁の場合、右詰め及び上位桁をゼロ埋めして入力する。 

例１：３１年４月２日 → ２０１９０４０２ ３１．４．２ → ２０１９０４０２ 

０５ 受付番号 受付番号（６）＋                    ハイフン‘－’（１）＋枝番（１） 

１．受付番号を入力する。受付番号が６桁に満たない場合は右詰め及び上位桁をゼロ埋めして６桁とする。 

例：１２３４－Ａ → ００１２３４－Ａ          

２．枝番が存在しない場合はハイフン、枝番ともスペースを入力する。 

例：２３４５ → ００２３４５△△ 

３．枝番が存在する場合はハイフン及び枝番を入力する（枝番が英数字の場合、ハイフンは省略されている

場合がある）。 
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項番 項目名 内容 

  例：１２３４５６Ａ → １２３４５６－Ａ 

４．枝番が２桁の場合、数字を入力する。 

例：１２３４５６－１Ａ → １２３４５６－１ 

０６ 予備 １．スペースを入力する。 
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７． 移転申請書（職権訂正データ） 

７．１． データの基本構成 

・納品データの形式 

移転申請書データはＭＱヘッダ部と実データ部（固定部、可変部）で構成される。                         

１つの移転受付番号に対して、ＭＱヘッダ部と実データ部（固定部）を作成し、実データ部（固定部）の後に実データ部（可変部）を繰り返す。

移転受付番号が変わった際には、ＭＱヘッダ部の作成からはじめ、上記作業を繰り返す。詳細は、ファイル構造仕様を参照すること。 

 

（１）ＭＱヘッダ部（36 バイト固定） 

データ識別コード 作成年月日 作成時分秒 一連番号 データ部レングス長 予備 

RLI001 yyyymmdd hhmmss bbbb bbbb Xxxxxxxx 

ＭＱヘッダ部の属性は 1 バイト英数字若しくはバイナリ（一連番号、データ部レングス長）である。 

 

（２）実データ部 

ファイル 

ＩＤ 

移転 

コード 

受付年月日 受付番号 併
合
の
有
無 

出
直
識
別 

移
転
申
請
形
態 

項目１ 項目２  

 

 

・・・・ 

項目ｎ 

項
目
コ
ー
ド 

 

データ 

項
目
コ
ー
ド 

 

データ 

項
目
コ
ー
ド 

 

データ 

ＲＬＩ００１ ＮＮＸＮＮ ｇｙｙｍｍｄｄ ｎｎｎｎｎｎ－ｍ Ｘ Ｘ Ｘ Ａ０１ ｎｎｎｎｎｎｎ－ｍ・・・ｍ Ｂ０１ ＸＸ・・・ＸＸＸ Ｘｎｎ ＸＸ・・・ＸＸＸ 

固定部 可変部 

 

・実データ部の属性は２バイト全角文字である。 

・可変部は、項目コード（３桁）＋データ（可変長）の繰り返しである。 
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・項目コードは各項目毎のデータ切り出し記号として使用する。 

７．２． データ作成方法 

特許庁から提供されたデータ作成対象一覧に基づき、以下の順序でデータを作成する。 

 

項番 項目名称 項目 

コード 

桁数 使用文字 入力形式 入力要領 

１ ファイルＩＤ  ６ 英字

数字 

ＲＬＩ００１ １．‘ＲＬＩ００１’を入力する。 

２ 移転コード  ５ 数字 １６３０３ 

２６３０３ 

３６３０３ 

４６３０３ 

１．特許庁から指定された移転コードを入力する。 

３ 受付年月日  ７ 数字 ＧＹＹＭＭＤＤ １．特許庁から指定された数字を入力する。 

４ 受付番号  ８ 数字 ＮＮＮＮＮＮ△△ １．特許庁から指定された数字を入力する。 

５ 併合申請の有無  １ 数字 １ １．‘１’を入力する。 

６ 出直識別  １ 数字 １ １．‘１’を入力する。 

７ 移転申請形態 １ １ 数字 １ １．‘１’を入力する。 

８ 登録番号 

特許番号 

Ａ０１  

７ 

数字  

ＮＮＮＮＮＮＮ 

１．登録番号の数字のみを入力する。７桁に満たない場合は右 

詰め、および上位桁をゼロ埋めして入力する。 
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項番 項目名称 項目 

コード 

桁数 使用文字 入力形式 入力要領 

 実用新案登録番号

意匠登録番号 

商標登録番号 

・登録番号 

・ハイフン 

・分割番号 

 ７ 

７ 

 

７ 

１ 

MAX 

３１ 

 

 

 

 

数字

英字

数字 

 

０＜ＮＮＮＮＮＮＮ 

 

ＮＮＮＮＮＮＮ〔－Ｍ～Ｍ〕 

－ Ｍ＝１

or２ 

例１ 

特許番号 特許第１２３４５６７号 

↓ １２

３４５６７ 

例２ 

特許番号 ０１２３４５６ 

↓ ０１

２３４５６ 

 

２．商標登録番号の分割番号が存在しない場合、登録番号部分

のみ入力する。 

 

３．分割番号が存在する場合、分割番号の前に‘－’を付加し、

数字のみを、記載されている桁数分左詰めで入力する。 

例１ 

第１２３４号の１の２の１ 

↓ ０００１２３４－

１２１ 

例２ 

第１２３４号－１２１ 

↓ ０００１２３４－

１２１ 
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項番 項目名称 項目 

コード 

桁数 使用文字 入力形式 入力要領 

       

９ 項番８繰り返し     項番８の登録番号が複数件存在する場合、項番８を繰り返し入

力する。 

１０ 目的たる権利番号 

・数字 

・ハイフン 

Ｂ０１ ９ 数字 １－１２３４５６７ １．ハイフンと特許庁から指定された数字を入力する。 

１１ 記事（タイトルなし） ＃４４ ２２  １．目的たる権利△△法域第 

９９９９９９９号△ 

１．特許庁から指定された数字や文字を入力する。（ただし上

限を６０００文字とする。） 

例 １．目的たる権利△△特許第９９９９９９９号△ 

１２ 記事（タイトルなし） ＃４４ ４８  △・・・△登録年月日△△令

和９９年１２月３１日 

１．特許庁から指定された日付や文字を入力する。 

例 △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 

△△△△△登録年月日△△令和９９年１２月３１日 

１３ 目的（タイトル） Ｇ０１   令和９９年１２月３１日△信

託にかかる根質権設定登録 

１．特許庁から指定された日付や文字を入力する。 
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７．３． 記録形式 

（１）記録形式 Open SSL による AES256CBC を使用した暗号化。 

                  （※令和９年１月４日以降の納入物件については、Open SSLによる暗号化を行わず納品すること。） 

（２）ファイル名 ＲＢＩ１１０（※実際のファイル名は半角となります） 

（３）使用コード ＳＪＩＳ 

 

７．４． ファイル構造仕様 
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特許庁 審査業務部審査業務課登録室 
課室情報セキュリティ責任者 ○○ ○○ 様 
 

 

 

 

 

 

 

機密情報返却・廃棄報告書 
 

 

 
機密情報借用書（受領書）」をもって

提供された情報について、下記のとおり返却又は廃棄したので
報告します。 

 

 

 

管理番号  

廃棄日  廃棄情報 ○○○○○○○○ 

廃棄実施者 ○○○○ 廃棄確認日  

返却確認日  

返却受領者 審査業務課登録室 0 返却・廃棄者 ○○○○ 

 

 

 

 

提供物 

1 物件名 移転申請書写し（特許） 媒体 電子 数量 一式 

使用後取扱方法 廃棄 処置方法    

2 物件名 移転申請書写し（実用） 媒体 電子 数量 一式 

使用後取扱方法 廃棄 処置方法    

3 物件名 移転申請書写し（意匠） 媒体 電子 数量 一式 

使用後取扱方法 廃棄 処置方法    

4 物件名 移転申請書写し（商標） 媒体 電子 数量 一式 

使用後取扱方法 廃棄 処置方法    

5 物件名 手続補正書写し 媒体 電子 数量 一式 

使用後取扱方法 廃棄 処置方法    

【特記事項】 

 

承  認 者 受 理 者 

 

 
承認日 

 

 
: 

 

 
承認日 : 





 

 

参考資料８ 移転データ案件リスト 

 

移転データ案件リスト（特許） ＹＹＹＹ．ＭＭ．ＤＤ Ｐ． １ 

 
４法 受 付 日 受 付 番 号 移転コード 登 録 番 号（分割番号） 併 合 件 数 

 

１ ２．０４．１５ ００５５０１－Ａ １３１１３ １７１７４１０ 外 １件 

１ ２．０４．１５ ００５５０１－Ｂ １３１１３ １７１７４１０ 外 １件 

１ ２．０４．１５ ００５５０２ １４２０１ ２０００１３６   

１ ２．０４．１５ ００５５０３ １３５０１ １４１５９９９   

１ ２．０４．１５ ００５５０４ １６３０３ ２１００００１   

１ ２．０４．１５ ００５５０５－Ａ １３５３１ １８７６５４３ 外 ２１件 

１ ２．０４．１５ ００５５０５－Ｂ １３１１４ １８７６５４３ 外 ２１件 

１ ２．０４．１５ ００５５０６ １５３４３ １７８９３２１   

１ ２．０４．１５ ００５５０７ １３Ｆ９９ １６５３８８８   

１ ２．０４．１５ ００５５０８ １３５０１ １６４５６０６   

１ ２．０４．１５ ００５５０９ １３５０１ １６５７６５６   

 
 申 請 書 数 登録番号数 

＊＊特 許＊＊  １７５件 １９０件 



 

 

参考資料８ 手続補正書データ案件リスト 

 

移転データ案件リスト（補正書） ＹＹＹＹ．ＭＭ．ＤＤ Ｐ． １ 

 
４法 受 付 日 受 付 番 号 書類種別 起 案 番 号 

 

１ ２．０４．１５ ００５５０１－Ａ １ ４２８００１６８ 

１ ２．０４．１５ ００５５０１－Ｂ １ ４２８００１６９ 

１ ２．０４．１５ ００５５０２ １ ４２８００１７０ 

１ ２．０４．１５ ００５５０３ １ ４２８００１８０ 

１ ２．０４．１５ ００５５０４ １ ４２８００１８２ 

１ ２．０４．１５ ００５５０５－Ａ １ ０１９００１８３ 

１ ２．０４．１５ ００５５０５－Ｂ １ ０１９００１８４ 

１ ２．０４．１５ ００５５０６ １ ０１９００１８６ 

１ ２．０４．１５ ００５５０７ １ ０１９００２０５ 

１ ２．０４．１５ ００５５０８ １ ０１９００２０６ 

１ ２．０４．１５ ００５５０９ １ ０１９００２２２ 

 

申 請 書 数 

＊＊特 許＊＊ １７５件 



参考資料９ 移転データ合計件数リスト（移転申請書） 
 

 

 

移転データ合計件数リスト（合計） ＹＹＹＹ．ＭＭ．ＤＤ Ｐ． ８ 
 

 

 
 申 請 書 数 登録番号数 

＊特 許  １７５件 １９０件 

＊実用新案 ４５件 ５０件 

＊意 匠 ３０件 ４０件 

＊商 標 ２５５件 ３００件 

＊合 計 ５０５件 ５８０件 



参考資料９ 移転データ合計件数リスト（手続補正書） 
 

 

 

 

移転データ合計件数リスト（合計） ＹＹＹＹ．ＭＭ．ＤＤ Ｐ． ８ 

＊特 許 

＊実用新案 

＊意 匠 

＊商 標 

申 請 書 数 

７５件 

５件 

３０件 

１５５件 

＊合 計 ２６５件 



参考資料１０ 移転データ合計文字数リスト 
 

 

 

移転データ合計文字数リスト ＹＹＹＹ．ＭＭ．ＤＤ Ｐ． １ 

 

＊特 許  

  アイテムコード 文字数 ２５１２ 文字 

  漢字データ 文字数 ８４９７ 文字 

  合計 文字数 １１００９ 文字 

＊実用新案 
    

 アイテムコード 文字数 １５３ 文字 

 漢字データ 文字数 ５９７ 文字 

 合計 文字数 ７５０ 文字 

＊意 匠     

 アイテムコード 文字数 ５２８ 文字 

 漢字データ 文字数 １９６１ 文字 

 合計 文字数 ２４８９ 文字 

•      

•      

＊合 計     

 アイテムコード 文字数 ２５１２ 文字 

 漢字データ 文字数 ８４９７ 文字 

 合計 文字数 １１００９ 文字 



参考資料１１ 置換処理報告書例 
 

 

置換処理報告書 
令和 ７年 ４月 ３日 

 

 

 

 

 

四法種別 特許 実用 意匠 商標 

受付日 令和 ７年 ４月 ３日  

受付番号 ０１２３４５－ 

データ項目 Ｆ０１ 申請人（登録権利者）氏名  

 

 

原 票 文 字 

 

置 換 処 理 

楡 に れ 

  

  



 

 

付箋リスト 

四法： 令和 年 月 日 

参考資料１２ 付箋リスト例 

 

受付日 受付番号 説明 

Ｒ ７．４．３ １２３－１  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

移転データチェックリスト ＹＹＹＹ．ＭＭ．ＤＤ Ｐ． １ 

固定部 

Ａ０１ 

Ａ０１ 

Ｂ０１ 

Ｂ０２ 

Ｃ０１ 

￥ Ｄ

０１ 

Ｄ０２ 

Ｘ０３ 

Ｘ０４ 

１３５３１ ４２５０５０１ ０００００１－Ａ １ １ １ 

９９９９９９９ 

９９９９９９９ 

東京都千代田区霞が関・・・・・・

株式会社・・・・・・ 

東京都千代田区霞が関・・・・・・ 

２０００ 

東京都港区赤坂・・・・・・

株式会社・・・・・・ 

東京都千代田区丸の内・・・・・・ 

代理 太郎 

固定部 

Ａ０１ 

Ａ０１ 

 

 

１３１１３ ４２５０５０１ ０００００１－Ｂ １ １ １ 

９９９９９９９ 

９９９９９９９ 

参考資料１３ 移転データチェックリスト 

 





 

 

参考資料１４ 

 

移転コード 受付番号 登録番号 

16303   

26303   

36303   

46303   

 




